
令和元年11月市議会環境経済委員会資料

第 208号議案公の施設の指定管理者の指定について

(稲佐山公園・長崎口ープウェイ)

施設の概要

2 指定管理者候補者の概要

3 指定の期間

4 指定管理者候補者の選定方法及び選定理由

【参考】

(1)事業計画書概要

(2)指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)

(3)募集要項、仕様書
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1 施設の概要

(1)全体位置図
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(2)稲佐山公園

ア平面図
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イ 写官

スロープカー中腹駅舎

プカー山頂駅舎(令和元年11月15日時点建築中)
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スロープカー

..

ウ所在地長崎市稲佐町、大浜町、水の浦町、淵町他

工設置年月日昭和26年4月26日

オ設置目的

長崎市の中心市街地の西側に位置する稲佐山を中心に、周辺を総合公園とし

て開設し、市民の潤いと憩いの場として、また長崎の夜景を楽しむ場として整

備された公園である。

力主な施設内容

開設区域面積約 92.8へクタール

有料施設野外ステージ、展望台駐車場、長崎稲佐山スロープカ

無料施設猿舎・鹿放牧場、ドッグラン、野外ステージ前広場、

旧音楽堂、草スキー場広場、鉢巻山展望台、遊具広場

許可施設稲佐山公園売店、展望台レストラン

その他施設中腹駐車場、管理事務所等

施
設
内
容



キ開館時間

施設名

野外ステージ

展望台駐車場

長崎稲佐山スロープカ

休館日

・野外ステージ 12月29日~1月3日

・展望台駐車場休館日無し

・長崎稲佐山スロープカー高圧電気点検保守で年間に1日

期間

1月4日から

12月28日まで

通年

通年

(3)長崎口ープウェイ

ア位置図

利用時問

9時30分から 21時まで

終日

9時から 22時まで
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イ 写真

稲佐岳駅舎

淵神社駅舎
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ウ所

工

在

設置年月日

オ設置目的

長崎の市街地から稲佐山山頂までを結ぶ索道施設として、長崎市の観光の振

興及び市民の福祉の増進を図ることを目的に設置された施設である。

地 【稲佐岳駅】長崎市稲佐町364番地1

【淵神社§用長崎市淵町8番1号(淵神社内)

昭和 34年10月4日

(平成10年4月1日長崎市による事業開始)

力主な施設内容

(ア)索道施設の管理運営の受託

に関する事業

構

延床面積

7

行時

休

RC造り十SRC造り

2 指定管理者候補者の概要

(1)名称リージョナルクリエーション長崎・長崎口ープウェイ事業共同体

(2)所在地長崎市大黒町10番10号KOKOR0 ビル6階

(3)代表者株式会社リージョナルクリエーション長崎

代表取締役高田旭人

稲佐岳駅舎

(イ)稲佐山に設置された公共施

設の管理の受託に関する事業

2,413 rrt

9時~22時

不定休(悪天候及び口ープウ土イ施設整備等により運休す

る。)

(4)構成団体

ア名

R・C造_り十S RC造り

淵神社駅舎

イ所在地

称、

ウ代表者

189 nf

株式会社

ヨン長崎

工

オ主な事業

設立年月日

長崎市大黒町 1 0番 1 0号 KOKORO

ビル6階

リージョナルクリエーシ

代表取締役高田旭人

平成28年1月4日

(ア)不動産事業に関する事.業戦

略・事業企画・周辺エリアマネ

ジメント

(イ)ホテル等宿泊施設の企画・運

一般財団法人長崎口ープウェイ

水族館

長崎市旭町8番23号ボナールビ

ルディング404-2号室

理事長池田尚己

平成1 0年1月29日

造

運
運

営

キ
ク

間
日



(ウ)住宅の管理業務・付随するサ

ビスの提供

(エ)損害保険・生命保険などの保

険商品の販売代理店

(オ)商業オフィス、テナント物件、

駐車場の賃貸借業

(カ)・催事・イベントの企画'・運営

(キ)飲食店の企画・運営

(ク)スボーツ施設・公共施設を使

つたその他イベントの.企画・運営

(ケ)スマートフォン向けアプリケ

ーション、デバイスの開発・運用

(コ)施設内の広告販売及び放送放

映に関する業務

(ウ)水族館施設の管理運営の受

託1こ関する事業

(エ)(ア)から(ウ・)に規定する施

設を利用した観光振興及び自

然環境に関する啓発事業

(オ)(ア)から(ウ)までに規定す

る施設における物品の販売等

に関する事業

(カ)その他(ア)から(オ)の目的

を達成するために必要な事業

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

4

(1

指定管理者候補者の選定方法及・び選定理由

)選定の経過

ア選定方法公募

イ応募団体数 1団体

ウ提案の概要

(ア)提案内容※資料(1)「事業計画書概要」参照

8



(株)リージョナルクリエーション長崎

稲佐山企画運営部 叢全16名{社員 5名.契約社員ユ1名}

伝亙而磊司

イペント企画運営鯉

0公回・スローフカーの靴括昏堤、企画凱言の瑚古に田する棗霧

社員

壮員 1名

0イベント◆^・逗言章務
0イベントΦ受付・逗隔畑豊章珪

C:亟コ〔玉三コ

リージョナルクリエーション長崎
'長崎口ープウェイ事業共同体

C:亟二IC三コ
巨亟ヨ〔亟三ヨ

「;匪覇玉ユ

【責任範囲】Ξ1業共同体全休資任および、罰厳山公園事業・スロープカー亊業の任

※上記雲記の「契約社員」は、契約社臭・パート社母・アルバイト・嘱託を尓すものといたします.

縦本組織衷を華本とし、辿宜章務仕様妥に合わゼて人員を仰整いたします.

・盃冨皐務0生、
0公^民守
00-フウエイ・壬1翻の風喜企而

社貝2名

契約社員 2名

亭業共同体粒括責任者

〔三コ

巨亙コ医亟〕
巨亙刃

社員2名

「-R三石蚕、ユ
【スローフカー】
0妬設設四^
0安全遡〒に闘する皐務
0諾畑鍛偏の保守,慨羅車密
0長筒口ーフウエイ事昂との週嬬

社員 1名

契約壮員 3名

(一財)長崎口ーウエイ・水族館
^事業楽全■怜(韻 7名.臼祉貝 7名)

壮員 1名

契約社員 6名

广工孤一、カ

「、マ磊喜、η

【ロープウエイ】
0妬股投伺の地寺智電猷葬
0壁全^こ関言る蹴務
0諾段設四の母守・惨軽系務

00-フワエイの^宜壊a)剛1古に倒亨る皐甥

牡員

杜員 1名

C亙区〕C亙コ
C亙コC^
睡亟コ圧亙刃

【責任範囲】

峠務】
00-ワウエイC凱路^
00-フウエイの受付・案円乱症
00-;ブウエイd用圭徹収^

社員 4名

契約社貝 2名

長崎口ープウェイ亭業の貴任

管理課

【総窮」
0督理逼堂^
0認琵・^)議務
0闘係団体とd)週籍講整粛郵

契

ミ
)
呼
帰
磁
呼
萪
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(ウ)提案金額

a指定管理料

(長崎市から指定管理者に支払う稲佐山公園の管理運営に係る委託料)

(単位:千円)

令和2年度

64,460

令和3年度

b 固定納付金毎年度 58,600千円

64,460

C利用料金に係る変動納付金

(各年度の利用料金が176,651千円を超えた場合は、超えた金額の 10%ま

では全額指定管理者の収入とし、10%を超えた部分の 50%を長崎市へ紬

付)

令和4年度

64,460

令和5年度

d納付金の見込み(指定管理者候補者の収支予算書より抜粋)

(単位

固定納付金

64,460

変動納付金

令和6年度

令和2

年度

332,223・十

舶,600

64,460

令和3

年度

工指定管理者候補者選定審査会による審査

(ア)審査会の人数及ぴ構成 5名

(学識経験者1名、税理士1名、

長中村 高口^'、
^ ^^

職務代理者田中一誠

員入江紀弥委

5,601

合計

64,201

58,600

322,300

令和4

年度

6,402

65,002

58,600

令和5

年度

1,543

66,143

58,600

令和6

年度

8,985

67,585

58,600

10

千円)

10,692

索道専門家1名、利用者.代表2名)

長崎大学大学院工学研究科教授

九州北部税理士会長崎支部会員

雲仙口ープ.ウ'エイ株式会社

取締役社長

長崎市学童保育連絡協議会会長

一般社団法人日本旅行業協会九州支部

長崎地区委員会副委員長

合計

與賀田千春

河添行和

69,292

293,000

39,223

委
委

員
員



(イ)審査経過

第1回

回数

令和元年9月2日

開催日

第2回

第3回

令和元年9月24日

(ウ)審査報告書の概要

施設の設置目的に合った事業コンセプトがあり、それをもとに具体的な

提案がなされ、実現性について十分検討がなされている。市民サービスの向

上、管理を安定して行う能力を持つ申請団体が候補者として選定されること

となり、指定管理者制度の目的に即した結果となった。

※資料(2)「指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)」参照

・会長の選任

・指定管理者制度の概要説明

・利用料金制度の概要説明

・公園施設の概要説明

・募集要項の説明

・評価項目及び配点の決定

,価格点の考え方の決定

令和元年11月8日

内容

オ

・採点方法の決定

・採点表様式の決定

・施設の説明

選定理由

指定管理者候補者選定審査会により第一順位に選定された上記候補者は、

稲佐山公園・長崎口「プウェイの管理運営を適切に行うことができ、また、

稲佐山の活性化に向けた様々なアイデアにより賑わいの創出が可能と思わ

れること,から、指定管理者として相応しいと判断したため。

・面接

・指定管理者候補者の選定

11



参考(1)「事業計画書概要」

(1)事業計画書概要

評価項目

事業計画

リージョナルクリエーション長崎・長崎口ープウェ・イ事業共同体

1 基本的な考え方

ジャパネットグループは、関わるすべての方の「今」を楽しくしたいと考えて
います。地域の魅力を広げ、感動と誇りあふれる「今」.を届けること。関わるす
べての方とジャパネットがつながづたとき、そ.の「今」が楽しいものであるよう
に、ジャパネットグループは、それぞれの「今」に挑戦し続けます。

(基本目標)

①稲佐山公園におけるイベント開催数の増加

②長崎口ープウェイ・稲佐山公園の利用者の増加

(業務品質の改善項目)

③サーピス品質の改善

④,業務効率の改善

(体験価値の改善項目)

⑤満足度の改善

⑥稲佐山公園の社会的価値の向上

⑦長崎口ー.プウェイの観光地としての人気向上

施設の設置目的

と計画

第一順位

2 稲佐山活性化のコンセプト

事業コンセプト:「長崎を生きる」楽しさを!

長崎に住む方、訪れる方、すべての方がこれまで以上に、「長崎で生きること
を楽しくしたい」がコンセプトです'長崎の美しい夜景、風景を楽しめる展望
台、訪れた方々が自然に触れ合える緑豊かな稲佐山公園、稲佐山展望台と稲佐山
公園への移動を楽しんでいただける長崎口ープウェイ、長崎稲佐山スロープカ
ーを生かし、関わるすべての方々に楽しさと豊かさを提供したいと考えて・いま
す。

1 施設の利用者を増加させるための提案

①イベントの誘致・企画の強化

②ウェブサイトを中心とした情報発信の強化

③設置管理許可制度を用いた企業誘致仂フェ'レストランなどの設置)

④駐車場の増加(淵神社駅)

2'施設の利用者の利便性を高めるための提案

①ウェブサイトの改善

②・看板・サイン類の改善

③利便性設備(授乳室等)の改善

④営業時間の拡大

12
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評価項目

1 稲佐山展望台の魅力向上事業

展望台は世界的な夜景スポットとして、既に多数の方々にご利用いただいて

いるため、①閑散期・夜間以外の需要開拓、②満足度向上策によるりピ」ター
の増加・SNSキャンペーンによるロコミの拡散による利用者増加、③稲佐山
展望台のイベント数増加を図ります。

2 野外ステージ・ステージ前芝生広場でのイベント数増加

従来開催されているイベントに加えて、①イベント招致の強化や、②自主興
行のイベントの実施を行うことで開催イベント数の増加を図ります。

3 鉢巻山の魅力向上事業

鉢巻山の基本情報の配信をすることで魅力の訴求強化を行い、イベントを・実

施し鉢巻山の魅力に付加価値を加えます。

4、長崎稲佐山スロープカー

観光客の方々、長崎の方々の双方に対する利便性向上、集客企画を実施し、

持続可能な形での利用者数増加、満足度向上を図ってまい'ります。

リージョナルクリエーション長崎・長崎口ープウェイ事業共同体

第一順位

13

魅力向上事業

5 設置管理許可を活用した事業

①キッチンカーの設置、レストラン・カフ工などの設置検討

②スポーツ施設、アクティビティ施設導入検討

③ A 1ロボットを活用したチャット機能での自動案内など

6 ・光のレストラン、稲佐山売店(アゼリア)との連携

光のレストランとアゼリアと協働し稲佐山の魅力を最大化する方策を見出し

てまいります。

①光のレストラン

・展望台での軽食販売などに関する協業

・新たな時閲帯の需要開拓

・メニュー、サービスの開発支援

・イベントの開催など

②アゼリア

・混雑予測情報の提供

・キャッシュレスの導入支援など



評価項目

評価と改善

2

施設運営にっいては日時にて業務運営の状況の確認、月次にて半期ごとに設定
したKP1及び重点改善項目の取り組み進捗確認、半期ごとに事業状況の評価及
び改善策の策定を行います。

日常の業務改善に加え、より長期間にて取り組む大きな業務改善についても従
業員一丸となり、対応を行う体制を整えます。

基本事項

リージョナルクリ,エーション長崎,長崎口ープウェイ事業共同体

基本方針

「緑あふれる公園」「市民のうるおいと憩いの場」「素晴らしい夜景を楽しめる
場」という施設の設置目的を踏まえ、市民に誇りを感じてもらい、観光客の方々
に長崎の豊かさを知うてもらう場として、美しい稲佐山の風景、豊かな自然、公
園をより楽しんでいただけるように、細やかなサービスを見直し、.その最大限の
魅力を伝えてまいります。

また、ロープウェイ、スロープカヤにっいては多数のお客様にご利用いただく
施設であるため、安全を最優先し、運行いたします。

第7順位

平等利用の確保

、施設の利用にっいて、特定の個人・法人・団体等に有利又は不利となる取扱い
を行わないように平等・公平な取扱いを行います。

施設の利用料金・減免の要件、予約の開始時期などについては基準を明確に公
に示し、判断の根拠も.明確化いたします。

また、年齢、性別、国籍などの区別なく誰もが安心かつ安全で快適な施設利用
ができるように最大限の配慮を行います。

個人情報の保護

長崎市個人情報保護条例、長崎市個人情報保護条例施行規則に準じて、施設の
利用者の個人情報を厳重に管理いたします。

個人情報の管理体制については、 1 SMSフレームワーク(1 S027001)に
準拠した「情報セキュリティ基本方針」に則・り、個人情報保護基本規定を定め、
個人情報保護の最終責任をジャパネットホールデングス代表取締役社長が負い、
グループ全体での取り組みをべースに、共有を図り管理を徹底します。

表11こ記載のとおり、稲佐山公園、長崎口'プウ土イの施設管理運営を適切に
行うための人員を配置します。

なお、業務仕様書を守ることができる範囲において、基本シフトは表1のとお
りとしっつ、イベントや天候、季節の観光客数の推移に沿って、配置は柔軟に変
更いたします。

なお、職員研修は表2のとおりに行います0人員配置

14



評価項目

1 全体の考え方

稲佐山の魅力向上・利用者の増加・利便性向上を第一にさまざまな工夫を行

つたうえで、日々コスト削減の努力を行ってまいります。

リージョナルクリエーション長崎・長崎口ープウェイ事業共同体

2 稲佐山公園'スロープカー

稲佐山公園に.つし,、ては、既存の費用に加え、長崎稲佐山スロープカーの売上

局・費用を追加計上しております。^

・委託料:64,460 千円と設定

・スロープカー平均単価:減免状況を勘案した単価を427円と設定。

・支出の部

全体費用は物価連動で年間1%ずつ増加の見込み

スロ」プカー運営人件費イ事業費はスロ」プカー利用料収入の範囲内で賄
えるものとして算出

3_長崎口ープウェイ

長崎口ープウェイについては既存事業者の算出した費用をべースにしており
ます。

・売上単価:減免状況を勘案した単価を992円と設定

・支出の部

人件費は年間2%増加の見込み

その他全体の費用は物価連動で年間1%ずつ増加の見込み

固定納付金58,600千円、変動納付金は募集要項通り計算

15

収支計画・

施設管理

第一順位

ノ

緊急時の対応

防犯、防災及び台風、地震な.どの災害については、リージョナルクリ'エーショ
ン長崎・長崎口ープウェイ事業共同体が責任を持って対応するとともに、長崎
市、警察、消防、その他関係機関との連携が不可欠と考えております。

経費

提案額(5年間総額):322,300千円

(上限額:322,302 千円の 99.9%)

固定納付金提案額(毎年度ン胎,600千円

(下限額:58,600 千円の 100%)

2
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■全体年間研修予定一覧表

Exoe1研修

防災研修

熱中症・体調不良
者への初期対応研
修

外部 EX081スキルの習得を向上させることで、業
務の効率化UPを目指す。

A印研修

内部
直近多発している自然災害を受け、火災'・
洪水,停電の対策と、家族の命を守るため
の行勳を学ぷ。

プレゼンの資料作
成研修

内部
体調不良者が発生した場合の初期対応につ
いて学ぴ、現場の混乱を防ぐことで、適切
に医療につなげるため。

ノ

ピジネスマナー研
修

外部
消防署から講師を派造し、有事の際に適仞
こA印を使用するこ七ができるよう、拠点ご
とに年数回ずつ実施。

外部

平和を考える研修

効率的かつ効果的な資料作成のスキルを身
に付ける口とで高生産性を目指す。、
・相手に伝わるブレゼン資料を作成できる
ようになる。

年1回程度

外部

禁煙研修

表2

ピジネスシーンで必要とな.る基本的なマ
ナーの習得を目指す。

粥索道事業年間研修予定一覧表

年1回程度

外部講師による

外部

語り部の方の話を聞いたり、原爆の披害に
ついて学んだりすることで、会社として売
信する平和メッセージの背景やスタジアム
シティにかける想いの背景の部分を理解す
る。

.

運輪安全マネジメ
ント研修会

項目

年1回程度

コンブライアンス担当貴任者によ
る

外部
禁煙の啓発を会社として行うことで、従業

員の健康意識を高め、生き生きと働ける環
境づくりを目指す。

索道技術管理者研
修会

拠点ごと
不定期実施

社内の専門定による

区ノ、

外部

接遇研修

年2回程度

消防士による

還輸事業の根幹をなす安全確保を目的に、
安全管理体制の構築を図るための必要な知
識を習得する。

外都

労務管理研修

年1回程度

外部講師による

実施内客

索道技術管理者として、安全運行における
最新の技能及ぴ知識を習得する。

外都/内部

総務研修

年1回程度

外部講師による

職員のホスピタリティマインドの養成と職
員間に差の無い接客サービスを習掃する。

内部

消防訓慈

不定期

外部講師にょる

.

労務管理を遵守することが出来るよう、必
要な知識を習得する。

外部

応急降下訓練

実施頻度

外部講師による

財団での運営が円滑に行われるよう、公益
法人会計等の実務を習得する。

年1回

内部

施殷研修

火災時の利用者への対処及び内外の連終体
制等を確鯉,る。

九州運輸局主催による

年1回

内部

概要

搬器内から乗客を安全かつ速やかに地上へ
搬送するための対処法を確認・習得する。

年2回程度

九州運輸局主催による

外部 安全技術の習得・向上及び業務担当者の接
客サービス等を署得する。

財団内部及ぴ外部講師による

年1回

年2回程度

外部講朗による

金国公益法人澁会生催による

年2回
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財団内部にょる

年1回

年2回程度

財団内凱による

他の索道施設や観光施設等への研
修
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参考(2)「指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)」

1 1

'

/'＼,

"'、祐佐山公園'1、長崎自.鳥}÷プ)ゼ'土イ.ゞ
,.ー...:';

指定管理者候補者選定審査会審査起告書

、
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長崎市長田上富久'様

●ユ

.戸

、

,

,

指定管理者候姉者選定審査会i、..'..i^1・",辻.:.,・
',

'・'t '△・長,上、・中村'1 聖="'・上,'),
、'亀

'、...三三■..゛'耳■J ..'.

稲佐.山.公園';1長崎目一父ウ=永,
,.1指定管理者候補者選定審査会における審査結果に元.いて'.(報告)

ーフC
、

1

ι

,都佐山公園・.長崎戸一丈ウ'イ'め指定管理者ω指定に徐倭伸請内容の.審査を行いま.・じ'た.の、.■.゛.■+三■一■.. 0.....

でJ審査結果にういで扶の三給り毅告・します。':.'

士一審寄佶果 E I

イ(i)・'第、順位.""・'・り.ージ辻チルウリ.工→ジ急.シ長崎'ゞ長崎長・ー,ウ三イ事業共同体.三」

、゛

2"選建審査会委員め構成
, ゛、

、、 冒〒■■.■■
■〒.■甲■,.■.■

会 長・.'、中村"..聖三 、

:'

職務代理者 田中・.・」誠.'
■'

1'...・.委, 員'・・'・・入江 1.紀弥

委t '・".'員'.'..輿賀由, ・千 L冒弔■:.1

、員"こ河'添""'行和

、

稲1左山公園j・.長崎口ープウ、エイ.'...・・,

J

ノ

0

゛

令和元年11月'8眞

1゛

、

... J'

■■

1

J 'ミ、_『' 1 ;.゛、'
,...:.'

、 1.
、.

゛

■.

、

、'

'・3・、1 審査の方怯 ぐ
」

え
;、. ー"'ゞ _■゛.

応募者訣ぢ提出されだ申請書類を基に、..募集要頂に記載された岱募資格等φ婁件.を満た
..ー.'●三1 .Ξ,.●■三■三.■゛

●耳"'ーーΞ'●■一●"..●'、"■甲●_

価を行い'まレた。 ・'f ,

'N .、

、

」

ι

長崎大学汰学院工学研究科 教授・

九州北部税埋士会長崎支部 ^ー.
、=貝1・■■甲,■弔'■■、

.■雫雫■
、'

雲仙'訂.トー、プウ土'釜株式会社.や取禦殿社長.'..、,"
、ニ、・'司七1・ 1... ■■

、

長碕市学童保育連絡協議会.'.・会長.1...'、'...ン
、,

1.1"','.・'.'.に'・4.. 、Ξ;■一

」般社団結人泊本旅行業協.会九州支部長崎地区委、員会
::

副委員長
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4 審査の経緯

回数

第1回 令和元年9月2日

開催日

('入

第2回

・会長の選任

・指定管理者制度の概要説明

・利用料金制度の概要説明

・公園施設の概要説明

・'募集要項の説明

・評価項目及び配点の決定

・価格点の考え方の決定

令和元年.9月24日

第3回

5 ・申請団体(届出順)

(D リージョナルクリエーション長崎・長崎口ープウェイ事業共同体

6 審査結果(採点結果は別紙のとおりです。)

(、1)'第一順位・リージョナルクリエ'ション長崎・長崎口ープウェイ事業共同体

「長崎を生きる」楽しさ!と.いう事業コンセプ.トのもと、魅力的な提案がなされて

おり、様々なアイデアで一層魅力を向上させることができるものと思われる。ま・た個

人情報保護についても、 1S0を取得するなど、優れていると感じられだ。

ただし、平和を発信するという面では内容が乏しいように思えることから、まずは

市民等に愛される場所にしてもらいたい。

フ'審査会総評'

当施設におい.ては、施設の設置目的に合った事業コンセプト.があり、それをもとに具体

的な提案がなされ、実現性について充分検討がなされている。市民サービスの向上、,管理

を安定して行う能力を持つ申請団体が候補者として選定されることとなりイ指定管理者制

度の目的に即した結果となった.'

令和元年Ⅱ月8日

内容

゛

・採点方法の決定

,採点表様式の決定

"・施設の説明

・面接

・指定管理者候補者の選定

U
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,

,・(別キ助

採点結果

区分

1 事業計画

(1 )
(施設の設置目的と'計回)',
施設の効用を最大限に発揮し、'施設の設置
目的に沿った成果が得られるものであるか。
また、霜佐山活性化のコンセプトの提案があ
るか

評価項目'

冒゛

、

J

J

(2)
(サービスの向上),
施設の利用者の増加や利便性を嵩めるため
の提案であるか

(3)
(魅力向上事業)
別紙,を参照とし、釈佐山活性化のコンセプ
ト1=沿った魅力向上亭業の提案があるか

、

゛

、

(4j

各奏員

配点

【評価と改善)'
事案の提案に創意工失や評価・改善体制が
島るか

" 32

2 甚本事項

全体

.

180

(1)

リージョナルク1,エーション長崎
・長崎口・'プウ=イ事業共同体

(基本方針)"
当蝕施設の管理運営樂務について、施設の
設置目的等に合つた基本方針・理念を持っ
ているか

12

J

第一1頂位

(2)

60

(平等判用の確保)
施設の利用に闘し、公平性を確保する考え
方と方策が適切であるか

8

、

(3)

15t '、

40

(個人情報の保護)
施設の利用者の個人情報の保護に関する
措置は適切か

12

3 ・管理運営体制

60

51

・4

1

(人員配置)
職員配債は、当蝕施設の業務を行うのに適
切か、また、施設の雑持・安全管理が適切に
行えるか。グルーブ応募の場合、業務ι二おけ
るグループ内の責任体制等明確化されてい
るか.

(1)

16 1' 60

20

34

1

4

(2)

51

(収支計画・施設管理)
当蝕施設の業務に係る収支予算害・管理に
関する甚本的事項は適切であるか

20

4

' 15.

(3)
(緊急時の対応)
緊急時における、連絡体制等鬼機管理体制
は適切か

20

4

50

20

16

15

4 価格

投術点の得点

80

゛

16

8

C

1 冒

40

、

19

■、

^
.^

4

,

総掲点

計'

65

・ 20

'4

、 32

20

,

16

16

80

80

、+

17

400

.

21

266

L

60

326
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゛

、
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参考(3)「募集要項、仕様書」

稲佐山公園・長崎口ープウェ.イ

指定管理者募集要項

長崎市

長崎市

中央総合事務所地域整備1課

文化観光部.観光政策課

令和元年9月
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稲佐山公園、長崎口ープウェイの指定管理者の募集にあたって

稲佐山公園・長崎口ープウェイ指定管理者募集要項

稲佐山は、「緑あ'ふれる公園」、「市民のうるおいと憩いの場」、「素晴らしい夜景

を楽しめる場」として・、市民や観光客に長年親しまれています。

稲佐山公園、長崎口ープウェイについ.ては、・民間事業者の能力やノウハウを活用

しつつ、市民サ」ビスの向上や行政コストの削減を図るために、指定管理者制度を

導入しています。

今回、それぞれの施設が令和2年4月に指定管理の更新を迎えるにあた叺世界

新三大夜景に認定された稲佐山が持つ魅力を十分に発揮させ、稲佐山全体のさらな

る活性化を図るごとを目的として、民間事業者の柔軟な発想やすぐれたアイディア

を取り入れ、新たに整備している長崎稲佐山スロープカーを含めた稲佐山公園及び

長崎口ープウェイを一体的に管理する指定管理者制度を導入します。

指定管理者には、「緑あふれる公園」、「市民のうるおいと憩いの場」、「素晴らし

い夜景を楽しめる場」を踏まえた施設管理運営のコンセプトを提案していただいた

うぇで、コンセプトに沿った魅力向上の事業や、都市公園法に規定する設置管理許

可制度を活用した稲佐山の効果的な活性化につながる事業提案を求めます。

今回募集する指定管理者には、稲佐山全体をさらに魅力あるものとし、稲佐山に

多くの市民や観光客が訪れ、'楽しめる場を創出していただける事業者を募集しま

す。

23



1 指定管理者の募集

長崎市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及ぴ長崎市都市公園

条伊K昭和34年条例第27号)第23条第1項、長崎市索道施設条例(平成10年条例第5号)

第2条第1項の規定により、稲佐山公園(長崎稲佐山スロープカーを含む).(以下「稲佐山公園」

という。)、長崎口ープウェイ(以下「ロープウェイ」という。)'の施設の一体的な管理に関する業

務を行う指定管理者の募集を行います。

【根拠法令】

地方自治法第244条の2第3項

普通地方公共団体は、公.の施設の設置の目的を効果的に達.成するため必要

があると認めるときは、条例ω定めるところにより、法人その他の団体であ

つて当該普通地方公共団体が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせ

ることができる

【根拠条例】

長崎市都市公園条例第23条第1項

市長は、稲佐山公園、長崎東公園、長崎市総合運動公園及び長崎公園(以下「指定公園」

という。)並びに長崎市平和会館の管理を地方自治法(昭和22年法律第.67条)第2U条の

2第3項)の規定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)'に行わせる。

長崎市索道施設条例第2条第1項

市長は、索道施設の管理を地方自治法(昭和22年法律第釘条)第2"条の2第3項の規

定により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

0

2

(.1

24

施設の設置目的及ぴ概要

)設置目的

ア稲佐山公園

稲佐山公園は、本市の中心市街地の西側に隣接する稲佐山'(標高333m)一帯に総合

公園(約93ha)として開設され、市民の潤いと憩いの場として、また、長崎の夜景を

楽しむことを目的とした、'国際的な観光施設として整備された公園です。

そのなかで、長崎稲佐山スロープカーは、長崎の夜景が世界新三大夜景.に認定されたこ

となどにより、稲佐山公園の山頂展望台への来訪者増加1二対応するため、中腹駐車場から山

頂までのアクセス向上を図るための新たな移動施設として整備し、公園利用者の利便性と

快適性を図ります。

イ.ロ・「プウェイ

ロープウェイは、長崎の市街地から稲佐山山頂までを結ぶ索道施設として、長崎市の観

光の振興及び市民の福祉の増進を図ることを目的に設置された施設であり、そのゴンドラ

からは長崎の街並みを一望できるとともに、世界新三大夜景に認定された夜景を楽しむこ



(2)施設の概要

ア稲佐山公園

(ア)所在地
ノ

(イ).開設年月日

とができる、'長崎が世界に誇れる観光施設です。

イロープウェイ

(ア)所在地 【稲佐岳駅】長崎市稲佐町364番地1

【淵神社駅】長崎市淵町8番1号

(イ)開設年月日昭和 34年10月4日(平成 10年4月1日長崎市による事業開始)

※その他の詳細は、別に定める「稲佐山公園指定管理者業務仕様害」「長崎口ープウェイ指定管

理者業務仕様書」(以下「仕様書」という。)を参照してください。

長崎市稲佐町、

昭和26年4月

3 指定管理者が行う業務の範囲

(1).指定管理業務

指定管理者は、次の業務を行うこととします。なお、詳細は仕様書に従い実施することとし

ます。

ア稲佐山公園

(ア)有料公園施設の利用の許可に関する業務

(イ)施設及び設備の維持管理に関する業務

(ウ)前2号に掲げるもののほか、公園の運営に関して市長が必要と認める業務

ノ

イロ'プウェイ

(ア)索道施設の運行及ぴ利用に関する業務

(イ).索道施設の宣伝及ぴ利用促進に関する業務

(ウ)索道施設の維持管理に関する業務

(エ)前3号に掲げるもののほか、索道施設の運営に関して市長が必要と認める業務

(2).魅力向上事業

「緑あふれる公園」、「市民のうるおいと憩いの場」、「素晴らしい夜景を楽し,める場」を踏ま

大浜町、水の浦町、'淵町他

26日

えた施設管理運営のコンセプトの提

さい。

そのコンセプトに沿った魅力向上の事業や、都市公園法に規定する設置管理許可制度を活

用した稲佐山の効果的な活性化につながる事業提案を求めますので、「別紙1」を参照したう

えで必ず事業提案を行ってください。

25

( 3 ) 展望台レストラン、稲佐山公園売店

今回の指定管理業務からは除きます。

求めますので、事業計画書(様式3)を提出してくだ



4 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月3 1日まで(5年間)

5 管理に関する基本的事項

(1)開館時間及ぴ休館日

ア稲佐山公園

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て開館時間及び休館日を設定することができ

ます。・開館時間及ぴ休館日にっいても提案してください。なお、承認の基準は長崎市都市

公園条例施行規則,(昭和34年規則第 13号。以下「公園規貝11」という。)第4条第2項のと

おりです。詳細については、仕様書を参照してください。

イロープウェイ

指定管理者は、・あらかじめ市長の承認を得て設定することができます。運行.時間及び運休

日にっいても提案してください。なお、承認の基準は長崎市索道施設条例施行規則(・平成10

年規則第30号。以下T索道規則」という。)第2条のとおりです。詳細にっいては、仕様書

を参照してください。

(2)施設利用等の許可及ぴ,制限

条例及び規則等に従って行ってください。

ア施設利用の許可について

長崎市都市公園条伊1(以下「公園条例」という。)、公園規則、'長崎市索道施設条例(以下

「索道条例」.という。)及び索道規則等に従って行います。

イ施設の利用の制限に関する事項

(ア)稲佐山公園

a・公園条例第3条第4項に該当する場合は、第28条の規定により、使用の許可をしな

い二とができます。

b 公園条例第13条第1項各号に該当する場合は、第28条の規定により使用の許可を

取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができます。

(イ)ロープウェイ

索道条例第7条各号に該当する場合は、利.用を拒否することができまず。

(3)主たる業務の」括委託の禁止

指定管理者は、本業務の主要な部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることは

できません。

ただし、指定管理業務の一部の業務を委託する場合で、あらかじめ長崎市の承認を得たと

きはこの限りではありません。こ.の場合、長崎市内に本社を有する長崎市建設工事等競'争入

札参加者の資格審査及び選定要綱(昭和55年8月1日施行)第"条に規定する有資格者名

26



簿又は長崎市物品等競争入札参加者の資格審査及ぴ選定要綱(昭和63年12月1日施行)第

11条に規定する有資格者名簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)を優先してく

ださい。

(4)備品等の取り扱い

指定管理者は、別途協定書等に定める施設運営に必要な備品を管理します。施設の備品は

長崎市が購入しますが、指定管理者自らの判断により施設の運営のための備品を購入するこ

とも可能です。この場合、維持管理も含めた費用は指定管理者の負担となり、購入した備品

の所有権は指定管理者に帰属します。

(5)関係法令の遵守

指定管理者は、地方自治法、個人情報保護に関する法律、消防法、労働基準法、労働安全

衛生法、・最低賃金法その他労働関係法令、条例.、規則及び仕様書に記載しているその他の関

係法令等を遵守し、業務を履行しなけれぱなりません。

(6)個人情報の取り扱い

指定管理者は、長崎市個人情報保護条例第37条の規定により、.個人情報の保護に留意す

るとともに、業務の実施に関して知りぇた個人情報について漏えい、滅失、.改ざん及ぴ段損

の防止、並ぴに盗用の禁止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなけれ

ぱなりません。違反した場合には、長崎市は、損害賠償の請求をすることができます。

また、個人情報の漏えい等の防止並ぴに本人からの開示の申出及ぴ苦、情への適切かつ迅速

な対応その他個人情報の適正な管理を図るために、指定管理者は個人情報の取り扱い規程等

を作成するものとします。

忙

、

(フ)情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例第25条の規定により、情報の公開に関する規程等を作

成するなど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に関し必要な措置を講ずるよう努める

ものとします。

(8)秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、

自己の利益又は他の目的に使用してはなりません6 指定管理期間が終了し、又は指定を取り

消された後においても同様とします。
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(9)'文書の管理及ぴ保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文書等を、適正に管理・

保存すること七します。文書等の管理及ぴ保存の期間については、・本業務の終了後5年間と

します。ただし、長崎市が必要と認める文書等については、指定期間終了時に、長崎市が指

示を行い、引き渡しを受けることとします。



(10)環境への配慮

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、'次のような環境への配慮に努めること

とします。

ア'省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制

イ廃棄物の発生を抑制しりサイクルの推進及び廃棄物の適正処理

ウ環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)

6 経費に関する事項

指定管理者は、長崎市が支払う指定管理に係る委託料(以下「委託料」という。)及ぴ利用者

が支払う利用料金収入により管理運営を行うことになります。

稲佐山公園と口ープウェイはそれぞれ別の会計で運営を行います。稲佐山公園の場合、指定管

理者は利用料金収入及び市が支払う委託料で管理運営を行います。ロープウェイの場合'市から

の委託料はなく、指定管理者は全て利用料金収入で管理運営を行い、市に固定納付金及ぴ変動納

付金を納入します。

r

ノ

童)_至立L内訳は次のとおりです。

が ム'ヒ

稲佐山公園

この上限額を超えて提案がなされた場合は、その時点で失格とし、面接は行わないこととしま

す。なお、委託料の上限額は修繕料 17,458 千円(年各3,491,600円)を含む総額となります。

※1 本募集要項における経費に関する金額はすべて税込(消費税率10%)とします。

※2 上限額には、魅力向上事業の経費は含みません。

劇)稲佐山公園と口ープ,ウ'土イの共通事項

ア利用料金収'入

当該施設は、利用料金制を適用します。・したがって、利用者が支払う利用料金(使用料、

施設の附属設備使用料)は指定管理者の収入となります。偶リ紙2参照)

利用料金の額は、長崎市が条例及び規則で定める額を基準として指定管理者があらかじめ

市長の承認を得て定めることとなりまず。

また、利用料金の減免(割引券の発行を含む。)については、長崎市が条例及び規則で定め

る基準に基づき、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て行うこととなります。偶肺氏2-

2、別紙3参照)

利用料金は、施設利用の許可の際に収受するものとし、利用日の属する年度の収入としま

す。令和2年4月1日から令和7年3月31日までの利用にかかる利用料金が、本公募により
選定する指定管理者の収入となります。

ロープウェイ

施設名

,のモモ、の上

委託料上限額(消費税及び地方消費税相当額を含む)

は322 302 千円

322,302 千円
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ぴ地方

0円

当



イ魅力向上事業の経費

魅力向上事業の実施に係る経費についてはすべて指定管理者の負担とし、魅力向上事.業に

より得た収入についてば指定管理者の収入となります力叉損失が発生した場合は、すべて指定

管理者の負担となります。

なお、魅力向上事業により収益が生じた場合、'公の施設を使用しての利益であることから、

一定割合の長崎市への納付や利用者への還元など収益の取扱いについても併せて提案をして

ください。

基準として、収益の10%までは全額指定管理者の収入とし、それを超えた部分の50%を長

崎市への納付もしくは利用者還元に充てることとします。詳細についてはオ島定書において定

めることとします。

ウ区分会計の独立と管理口座

指定管理者は、自身の団体と独立した会計帳簿類及び経理規定を設けるとともに、収入及ぴ

経費については、団体自身の口座とは別の口座で管理してください。

また、稲佐山公園、ロープウェイ.、魅力向上事業及び設置管理許可による収入及ぴ経費は、

別口座で管理するとともに、各施設間での繰り入れや繰り出しはできません。

工その他

指定管理業務開始前の引き継ぎ準備に係る経費は、指定管理者に指定された団体の負担と

なります。

(2)稲佐山公園
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ア委託料

「長崎市稲佐山公園の管理に関する業務の収支予算妻(様式4-1)」に基づき、支出(施設

の管理運営にかかる経費)から利用料金収入を差し引いた額が委託料となります。管理運営

に入った段階で委託料が不足する場合があっても、長崎市は不足分の支出は行いません。

委託料は協定書で定め、会計年度(4月1日から翌年の3月31日ま・で)ごとに四半期に

分割して支払います。

ノ

イ利用料金の取扱い

利用料金収入が指定管理者の提案額を超えた場合、その超えた金額のうち、提案額の 10%

までは全額を指定管理者の収入とします。なお、10%超えた部分の収入については、基準とし

て'その超えた部分の 50%を長崎市に納付するか、利用者還元に充てることとしますが、そ

の使途についても併せて提案してください。

また、次期指定期間に係る利用料金については、次期指定管理者に引継ぐものとします。

ウ 委託料の精算等

修繕料を除き委託料の精算は行いません。

ただし、指定期間内に次の状況となった場合は、利用料金収入及ぴ委託料について協議を行



うこととします。

(ア)指定管理業務を追加及び廃止した場合

(イ)「7の責任の分担」に基づく協議が必要となった場合

工修繕料の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、

長崎市が指定する日までに長崎市に提出するものとします。なお、精算じた結果、残金を生じ

たときは、長崎市が指定する日までに長崎市に残金を返還しなけれぱなりません。

(3)ロープウェイ

ア委託料

「長崎口ープウェイの管理に関する業務の収支予算書(様式4-2)」による提案に基づき、

収支(施設の管理運営にかかる経費)を計算していただきますが、指定管理者は全て利用料金

収入で管理運営を行.いますので.、委託半琳よありません。

イ固定納付金

(ア)利用料金に係る固定納付金

収支状況にかかわらず、指定管理者が長崎市へ納めていただく納付金です。

なされた場合は、その時点で失格とし、面接は行わないこととします。

なお、長崎市では経費の中には次のものを含んで積算しています。

・毎年度 1000千円(税込)の修繕料

寸金の

ウ変動納付金

(ア)利用料金に係る変動納付金

各年度の利用料金が 176651千円を超えた場合は、超えた金額の 10%までは全

額指定管理者の収入とU I0%を超えた部分の50兆を、毎会計年度終了後、長崎市の

指定する期日までに長崎市に納付していただきます。

(イ)・施設及ぴ設備の修繕の精算に係る納付金

58 600・千円以上て
凹

仕様書9 ①に記載のとおり、年間上限額』'四Q壬巴(税込)から実績額を差し引

いた額を長崎市へ納付していただきます。毎会計年度終了後、長崎市の指定する期日ま
、

でに紬付してください。

7 責任の分担

指定管理者と長崎市の責任分担については、次のとおりです。なお、詳細については、関係法令

に基づいて協定書に規定することとします。

してくださいこの額未満で提案が

0
制度・法令変更

施設管理運営に影響を及ぼず法令等の変更

指定管理者自身に影響を及ぼす法令等の変更

項目
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長崎市

0

指定管理者



税制度の変更

物価変動

運営費の膨張

利用者の変動

施設管理運営に影響を及ぽず税制変更

利用料金の未収

一般的な税制変更

魅力向上事業

リスク

物価変動に伴う経贊の増

人件費等の運営費の膨張

長崎市の事情による利用者の減

施設設備等の損

傷

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

利用料金の未収による収入減

魅力向上事業の実施に伴い発生するりスク

損害賠償

管理上の蝦庇による施設・設備・備品の損傷

経年劣化等管理上の暇庇によらない施設・設備・備

品の損傷

管理上の暇庇による施設・設備,備品の不備による

事故や火災等に伴う利用者への損害

運営りスク

管理上の暇症によらない施設・設備・備品の不備に

よる事故や火災等に伴う利用者への損害

0

管理上の理癌(指定管理者の責)1こよる施設・設

備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨時休

業等の運営りスク

不可抗力

0

0

管理上の暇癌によらない(長崎市の責による)施

設・設備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨

時休業等の運営りスク

指定期間開始前の準備及び業務引き継ぎにかかる費用負担

※0

運営管理'(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

※0

自然災害等による施設.・設備,備品の損傷、利用者

への損害、臨時休業等に伴う運営りスク

0

0

維持管理(清掃、施設保守点検、設備等法定点検、修繕、安全衛生管

理)

0

協議事項

0

管理事務所、倉庫等の物品管理

協議事項

0

有料施設の利用の許可(受付・許可、'料金徴収業務)

使用許可の受付,交付事務

0(責任の

範囲につい

ては協議す

る)

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・'報告、応急措置)

0

協議事項

0

0(修繕につい

ては、稲佐山公

園は1件当たり

の金額が20万

円以下、ロープ

ウェイは1件当

り50万円朱満

のもの)

0
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0

0

0

0



使用料の歳入

利用料金の収受

施設の目的外使用許可及ぴ目的外使用料の徴収

施設の法的管理(公園内行為許可、公園内占用許可、公園施設設置管

理許可等)

施設の整備、改修

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)にお、け

る指示等

災害復旧(本格復旧)

火災保険(火災及び災害)

施設賠償責任保険

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぽすものにっいては、その都度協議することとし.ます。

<本責任の分担のほか疑義があるものについては、その都度協議することとします。>

8 保険

(1)損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したと

きはそれによって生じた損害を長崎市に賠償しなけれぱなりません。指定管理期間の終了後、

又は指定の取消し後も同様とします6

(2)第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償については、

国家賠償法第1条(公務員の不法行為による損害賠償)、同法第2条(公の営造物の暇症による賠

償)に基づき.長崎市が行います。

ただし、長崎市が指定管理者の責めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対

して賠償したときは、長崎市は指定管理者に対して長崎市が賠償した金額及びその他賠償に伴い

発生した費用を請求するこどができます。

0

、
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0

0

0

0

0

0

(3)保険の付保

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必.要に応じて保険に加入して

ください。

なお、長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しています。同保険の賠償責

任保険の内容は次のとおりです。

0

0※市が加入

する保険と重複

しない範囲で必

要な保険に加入

する

ρ



てん補限度額

9

(1

公募に関する内容

)指定管理者の公募及ぴスケジュール

実施スケジユールは次のとおりです。

施設賠償責任保険契約類型

身体賠償

ア募集要項・資料の配布

財物賠償

イ質問書の受付

ウ.質問害に対する最終回答

1名につき

工

1事故につき

応募者説明会及ぴ現地説明会の開催

1事故につき

オ申請の受付

力面接審査の実施

1億円

キ選定結果の通知

D型

10億円

ク指定管理者の指定の手続き

2千万円

ケ事務引継

令和元年

令和元年1

コ

サ指定管理者による管理の開始

令和元年

令和元年1

指定管理者との協定締結

※力の日程、場所等詳細については、後日応募団体に連絡します。

※クの指定の手続きは、候補者選定後に長崎市議会の議決を伴いますので、議決後正式に指定管

理者として決定します。

9月2

0月3

令和元年10月下旬

7日

1日

令和元年1 0月9日(水)

9月2

0月1

(2)指定管理者の公募手続き

ア募集要項等の配布

募集要項、仕様書及び申請害等の資料は、長崎市指定管理者ホームページからダウン

ロードできます。また、長崎市中央総合事務所地域整備1課の窓口でも配布します。

長崎市指定管理者ホームページURL

httP ソ/W艸. oity. na部Sak i.1g. JP/syoka i/760000/764000/index. html

令和元年1

令和元年1

(金)から

(木)まで

7日

6日

令和元年11,月中旬

旧程等決定次第連絡)

(金)から

(水)まで

0月1

0月3

令和元年11月中に通知予定

0日

1日

令和元年12月

令和2年1月~3月

(木)

(木)

令和2年3月
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イ質問書の受付

募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。

質問への回答は、説明会参加団体及ぴ質問団体にFAX又は電子メールにて回答し、併

せてホームページにも掲載します。

から

まで

令和2年4月 1日(水)



受付期間

受付方法

9月2 ブ日(金)から令和元年10月16日(フk)まで

質問害(様式8)に記入のうぇ、 FAX又は電子メールにて送付し

提出先

てください。雷話口g、)での

※,FAX及ぴ電子メールでの送付については、必.ず通信の確認(電話

にて)をお願いします。

長崎市中央総合事務所地域整備1課(市役所本館5階)

担当(末川、山口)

〒舗0-8685 長崎市桜町2番22号(本館5階)

095-829-1164 (直通)・舌電

095-829-1165FAX

E→nail ohuo_se ib il@o i土y. na宮asak i.1g. JP

ウ

応募に関する事項

)応募資格

法人その他の団体であり、次の事項をすべて満たすものであること。

ア長崎市の有資格者であること。

イ長崎市内に本社を有する者である.こと。

※複数の団体がグループを組み応募すること(以下「グループ応募」という。)もできる

応募者説明会及び現地説明会の開催

募集要項の内容、提出書類、業務の内容及び施設の概要等について次のとおり

説明会を開催します。応

ヨは受け付けません

午後5時30分必着とします。

開催日時:令和元年10月9日(水).14時00分から 17時00分まで

開催場所:稲佐山公園野外ステ・フジリハーサル室

参加人数:各団体2名まで

申込方法.:申込書(様式9),に記入のうぇ、 FAX又は電子メールにて

【10月8日(火) 12時までに】送付してください。

※FAX及ぴ電子メールでの送付については、必ず通信の確認(電話にて)

をお願いします。

申込先:上記「イ質問書の受付」の提出先に同じ
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している

工 申請の受付

申請書類を次のとおり受け付けます。

受付期間:令和元年10月10日(木)から令和元年10月31日(木)まで

午前8時妬分から午後5時30分まで

提出期限:'10月31日(木)午後5時30分く必着)

受付場所':長崎市中央総合事務所地域整備1課(市役所本館5階)

※申請書等の提出は控量星!生郵送とします。

※郵送の場合は、書留郵便により提出期限の令和元年10月31日(木)

は必 してください

10

(1



二ととします。・ただし、この場合にあっては、グループを構成する団体すべてにおいて、

個別に応募資格を満たしている必要があります。また、応募に伴い代表構成員を定め、

責任.体制を明確にする二ととし、協定締結においては、すべての構成員を協定の当事者

としまず。

ウ 3年以上の実績を有する(過去3箇年分の財務諸表を提出できる)団体であること。た

だし、法人以外の団体においては、この限りではありません。

工長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る)、消費税及ぴ地方消費税を滞納していないこと。

才応募者説明会に参加しているこ、と。

【有資格者名簿への登録について】

本施設の指定管理者に応募するためには、長崎市の有資格者名簿に登録されていることを条件

とします。.名簿登録がない団体は、長崎市の

・物品製造等

・建設工事

・建設コンサル

のいずれかの名蓮への登録手続きを行ってください。

(手続先)

〒飾0-86舗長崎市桜町2番22号.(長崎市役所本館4階)

長崎市理財部契約検査課総務係電話095-829-1'160

(手続内容)

次の書類を持参又は郵送により提出してください。

※手続きに要する日数については上記手続先へお問い合わせください。

名簿の種類
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物品製造等

建設工事

競争入糺参加資格審査申請害(物品製造等)

建設コンサル

なお、必要な書類等については、契約検査課窓口、又は、・次のURLで取得できます。

物品製造等 ht如:ガWWW.d力yna宮舶aki.1客.ル6i三y0ノ詑0000侶21000/P026839.h力m]

建設工事址tp:ガWWW.dw.na客a卵ki.1宮.ip/ji部0/訟0000/321000/P026798.btm.1

建設コンサル h此P://WWW.dw.na宮asald.1客.jpm部0/訟0000/321000/P026834.htm.1

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書

~建設工事~

一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書

~建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等~

(2)応募団体の制限

応募しようとする団体(グループ応募の場合は、すべての構成団体)が次に掲げる項目に

該当しないこと。

ア長崎市契約規則第2条の規定により長崎市における」般競争入札等の参加を制限されて

いる場合。

イ会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第6U条の規定に基づく清算の開始

提出書類



又は破産法(平成16年法律第75号)第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開

始の申立てがあった場合。

ウ会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立て、

又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立

てがあった場合(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された場

合(建設工事に係る有資格者にあっては、更正手続開始又は再生手続開始の決定日以後を

審査基準日とする経営事項審査を受け、長崎市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、

その審査を経て有資格者として認定されだ者に限る。)を除く。)

工指定管理者の指定取消しを受けたこと又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた

ことがある場合。

オ長崎市指定管理者暴力団対策要綱第3条の規定により、・代表者等が暴力団関係者、暴力

団関係者を使用、暴力団関係者に対して金銭、物品その他の財産上の利益を供与、暴力団

関係者と密接な交際等を有している団体に該当する場合。

力長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領又は長崎市各種契約等における暴力団等の

排除措置に関する要綱の規定による指名停止措置の期間中である場合。

(3)必要な資格等

次の免許又は資格等を有する技術者を雇用していること。若しくは事業開始までに雇用見

込があること。なお、応募時点で雇用していない場合は、どのような手法で雇用するのか明示

すること。

また、グループで応募する場合は、いずれかの団体が取得し、又は雇用していること。(取

得又は雇用見込みを含む。)なお、ア、イ及ぴウの資格を必要とする業務については再委託不

可とします。

ア'甲種防火対象物の防火管理者の資格所有者

なお、仕様書に定める各業務において、資格が必要となるものがあ'ります。

イ安全統括管理者の要件を満たす者

ウ索道技術管理者の要件を満たす者

工第3級陸上特殊無線技士

(4)指定を受けた応募者が指定管理期間前に請け負う業務

スロープカーにっいては、令和2年2月からの供用開始・を予定しています。今回、指定を受

けた応募者は、指定管理を行う以前の期間(令和2年2月から令和2年3月)において、長崎

市から別途運行業務を請け負うことを、応募の条件とします。

※その運行に.かかる費用は、今回の指定管理とは別に業務委託としますので、提案額の積算

には含めないようにしてください。

1
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11 申請書類

申請時に以下の書類を提出してください。※提出書類

( 1 )

( 2 )

指定管理者指定申請害

( 3 )

グループ応募構成書兼委任状※グループ応募の場合のみ

( 4 )

団体の概要書

事業計画書

※事業計画書は、「13 審査及び選定の基準jの評価項目と連動

し・て記載するようになっていますので、中項目ごとに記載する量

の上限をA 4の 1枚(MSゴシック、12ポイント1400字までと

します。・なお、魅力向上事業の提案は、事業区分ごとに2枚

2800 字までとします。)

提出に必要な書類

( 5 ) 稲佐山公園の管理に関する業務の収支予算書(5箇年)

(別紙4参照)

原本1部、写い0部

(6 )

長崎口」プウェイの管理に関する業務の収支予算書(5箇年)

偶1俳氏4参照)

(フ)

定款、寄附行為、規約その他これらに類する婁類

申請書を提出する日の属する事業年度の申請団体の収支予算書及

ぴ事業計画書並ぴに前3事業年度の収支計算書、事業報告書、財

産目録、貸借対照表、損益計算書

(明細書付)、法人税申告書別表1、 4、 5の写し

(税務署の受付が確認できるもの(電子申告については、

受信通知の写しを添付すること))その他団体の事業及ぴ経営の

状況を明らかにする書類 6去人以外の団体を除く。)
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様式1

備考

( 8 )

様式11

樣式2

( 9 )

法人の登記事項証明書(法人以外の団体にあっては(3)で確

認)及ぴ役員名簿

様式3

(1の

印鑑証明書(発行から3箇月以内のもの)

納税に関する証明書(発行か'ら.3箇月以内のもの)

ア長崎市税においては完納証明書、イ法人事業税(長崎県分)の納

税証明書(直近の事業年度分)、ウ消費税及び地方消費税の納税証明

書(直近の事業年度分)

※納税義務のある場合のみ。

納税義務のない場合は、'その旨の申立書(様式6)を提出するこ

と。

様式4-1

(1D

様式4-2

申立表

任意様式

a2)

「 1 0

申立書

任用様式

【注意事項】

稲佐山公園、、長崎口ープウェイの利用の見込み

応募に関する事項

様式7

様式12

i

様式5

(2),応募団体の制限」に該当しない旨の

証明書

証明書



1 提出書類は、官公署が発行する証明害等やむを得ない場合を除き日本工業規格

のA版とします。 J

2 原本を含むもの.を1部、原本を写したものを10部提出してください。二穴綴

じファ.イルとします。ステープラー留めは不可です。

3 写じ10部は、審査の公平性を確保するため、団体(構成団体を含む。)が特定

できないよう団体の名称、住所、電話番号等をすべて伏せて提出してください。

12 申請に際しての留意事項

(1)接触の禁止

本件提案に関して、稲佐山公園・長崎口ープウェ・イ指定管理者の候補者の選定審査会(以

下 r審査会」という。)委員、.長崎市職員、その他本件関係者に応募者が接触.することを禁

止します。応募者が特定のものを有利にし、又は不利にす・るような働きかけを行ったとき

は、失格とする場合があります。なお、審査会委員は次のとおりです。

田中一誠(九州北部税・理土会長崎支音の

中村'聖三(長崎大学大学院工学研究科)

入江紀弥(雲仙口「プウェイ株式会社)

與賀田千春(長崎市学童保育連絡協議会)

河添・行和(一般社団法人日本旅行業協会長崎支部)

(2)応募の制限等

ア本(同一)・施設への応募ぱ、 1団体(グループ応募の場合は、グループを構成する各団

体)につき1申請のみとします。

イ単独で応募する団体は、グループで応募する場合の構成団体と重複した応募はできませ

バノ。

ウ長崎市の同種の施設(公園、索道施設)に応募している団体は、同時,に本施設への応募

はできないものとします。

工同種の施設の指定管理者となっている団体及ぴ指定管・理者候補者と.して選定された団体

は、本施設と指定期間が重複する場合は本施設への応募はできないものとします。

(3)申請内容変更の禁止

提出された書類の内容については、提出期限後において変更することはできません。

ただし、提出期限後のその.内容に明らかな錯誤あると認められる場合は、審査会での協議

により、訂正することができます。
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( 4 ) 虚偽の記載をした場合の無効

提出された書類に虚偽の記載があった場合は失格とします6

申請書類の完備

「11 申請書類」に掲げるすべての申請書類が揃っていない場合は、申請を受け付けませ

( 5 )



人ノ。

(6)応募書類の取り扱い

提出書類は返却しません。なお、申請団体が提出した書類の著作権は、申請団体に帰属し

ます。ただし、長崎市は指定管理者候補者の選定を行う際や長崎市議会の審議等必要な場合

は、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

また、害類は長崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。

(フ)応募の辞退

申請後、辞退する場合には辞退届(任意様式)を提出していただきます。

( 8 ) 費用負担

応募に際して発生する費用は、選定の有無に関わらず応募者の負担となります。

13

(1

審査及ぴ選定の基準

)審査方法

指定管理者の選定にあたっては、外部委員による審査会において、技術点及ぴ価格点の合

計で評価を.行う総合評価方式により審査し、審査会での審査の結果を踏まえ長崎市において

指定管理者候補者を選定後、議会の議決を経た上で指定管理者を指定します。

12

(2)審査の内容

ア資格審査

提出された書類において、必要資格等の審査を長崎市において行います。

イ書類,・面接審査

応募内容や事業計画の取り組み内容などについで、.審査会が、書類及ぴ面接にて審査を

行います。
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(3)選定基準

ア安定した経営能力については、提出された書類により評価を行います・。

イ'上記以外において、審査における評価項目及び配点は次のとおりです。

配点区分

稔

8

大項目

技術点
事業計画

施設の設置目的と

言十画

中項目

36
サービスの向上

評価項目

魅力向上事業

施設の効用を最大限に発揮し、施設の設置目的に沿っ

た成果が得られるものであるか。また、稲佐山活性化

のコンセプトの提案があるか

施設の利用者の増加や利便性を高めるための提案で

あるか

別紙1を参照とし、稲佐山活性化のコンセプトに沿っ

た魅力向上事業の提案があるか

詳細



評価と改善

基本事項

基本方針

平等利用の確保

事業の提案に創意工夫や評価・改善体制があるか

個人情報の保護

管理運営

体制

当該施設の管理運営業務について、施設の設置目的等

に合った基本方針・理念を持っているか

施設の利用に関・し、公平性を確保する考え方と方策が

適切であるか

人員配置

施設の利用者の個人情報の保護に関する措置は適切

か

収支計画・施設管理

価格点

職員配置は、当該施設の業務を行うのに適切か、また、

施設の維持・安全管理が適切に行えるか。グループ応

募の場合、業務におけるグループ内の責任体制等明確

化されているか。

緊急時の対応

、

価格

当該施設の業務に係る収支予算害・管理に関する基本

的事項は適切であるか

経費

緊急時における、連絡体制等危機管理体制は適切か

・経費は適正か

※上限の範囲内において、一定の基準額までは経費

の削減努力を評価しますが、その基準額を下回る

場合はサ」ビス水準の低下が懸念されることか

ら、'評価が下がります。

・固定納付金の額は適正か、かつ経費削減.や収入増の

努力がなされているか

※一定の基準額までは努力を評価しますが、その基

準額を上回る場合はサービス水準の低下等が懸

念されることから、評価が下がります。

(4)失格基準

ア施設を管理運営する安定した経営能力がないとき

イ・.「6 経費に関する事項」で定める長崎市が支払う委託料の上限額を超えて提案がなさ

れたとき

ウ「6 経費に関する事項」(3)イ(ア)で示している固定納付金の額より低い額で提案

がなされた・とき

工評価項目の大項目のすべてにおいて、配点の50%未満となるとき

オ技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるとき

カ'「人員配置」「緊急時の対応」のいずれかが0点であるとき

4

4

4 12

4

゛

8

(5).選定結果

選定結果については、採択、不採択に関わらず、申請団体に通知するとともに、長崎市指定

管理者ホームページ等において、申請者名、順位、点数等を公表します。指定管理者候補者に

決定した団体については、.指定管理者決定通知書により通知しますので、指定管理者候補者承

4

16

4
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諾書く様式10)を速やかに提出してください。

また、指定管理者候補者に決定した団体が、'管理の開始までに「10 応募に関する事項」

に規定する要件を満たさなくなったときは、すみやかに長崎市に届け出てください。

叫指定管理者の指定の手続き

指定管理者は、地方自治法の規定により長崎市議会の議決を経たうぇで指定されます。指定議

案は令和元年'11月長崎市議会定例会1,こ提案することを予定しており、議決後、指定団体に通知

します。

15 協定に関する事項

指定管理者の指定後に指定管理者と長崎市とにおいて、指定管理業務に係る管理業務上詳細な

事項について、協定を締結します。また、協定書に定めのない事項が発生した場合には、改めて

協議することとします。

(1)協定に盛り込む事項

ア総括的事項

・施設の概要(施設の名称、規模、開館時間、休館日など)

・指定期間

イ管理業務の履行に関する事項

・業務の範囲に関する事項

・個人情報保護に関する事項

・情報公開に関する事項

・職員への教育・研修

・利用者等からの苦情への対応

ウ施設の利用に関する事項

・利用料金に関する事項

・魅力向上事業に関する事項

工委託料に関する事項

・委託料の金額

・支払方法及び精算方法

オ紬付金に関する事項

・固定納付金に関する事項

・変動納付金に関する事項

力事業の実施に関ずる事項

・実施計画の実施に関する取り決め事項

キ責任分担に関する事項

クモニタリングに関する事項

・事業報告書の作成及ぴ業務報告に関する事項

・利用者アンケートに関する事項

・事故報告に関する事項

ケ指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
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業務不履行時等における違約金に関する事項

指定期間終了に伴う措置に関する事項

その他必要な事項

( 2 ) 協定の締結に際し必要な事項

協定の締結に際し必要な事項にっいては、指定管理者と長崎市が協議のうえ定めることと

します。

( 3 ) 協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取り消す

ことがあります。

ア正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

イ財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき

ウ著しく社会的信用を損なうなど、指定管理者としでふさわしくないと認められるとき

16 モニタリ・ング

長崎市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理業務の実施状況を把握するモニタ

リングを実施します。指定管理者ば、長崎市が行うモニタ'りングに必要な調査及ぴ報告を行うこ

ととします。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていないと認め

るときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止や指定の取消

しを行うことがあります。

17

(1

指定の取消し及ぴ違約金

)指定取消し等の要件

長崎市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認められるときは、その指定を取消

し、・又は期間を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、長崎市は

その賠償の責めを負いません。

また、指定を取消した場合において、長崎市に損害、損失又は増加費用があるときは、指

定管理者は長崎市に対し、その損害等を賠償する,ことになります。

ア指定管理者が虚偽又は不正な手段により指定を受けたとき6

イ自,らの責めに帰すべき事由により、指定を受けた後、'業務の辞退や協定書の解除の申し

出により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。

ウ協定又は関係法令等の条項に違反したとき。

工本募集要項「10 応募に関する事項」の「(1)応募資格」に定める要件(アを除

く)を満たさなくなったとき。

オ・施設の管理に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。

力著しく社会的信用を失ったとき。
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キその他、市長が必要と認めるとき。

(2)業務不履行時等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、違約金として指定管理者が長崎市に提出,し

た・本施設の管理に関する業務の収支予算書における指定期間に係る委託料の額から、長崎市

が認める正当な履行部分に相当する額を除し、た額の100分の 10に相当する額を長崎市に納

付していただきます。

なお、「6 経費に関する事項」(1)により前金払いにて支払われた委託料のうち、業務

不履行部分にかかる委託料については、返還していただくこととなります。

18

(1

その他の事項、

)指定管理者と.して議会の議決.が得られなかった場合等の措置

次のいず.れかに該当した場合は指定管理者に指定しません。

なお、'いずれの場合においても、指定管理者候補者が応募に関して負担した費用及ぴ管理

運営の準備のために負担した費用については、すべて指定管理者候補者の負担とします。

ア長崎市議会での議決が得られない場合

イ議決を得るまでの間1弐指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事項が

生じた場合

(2)業務の継続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに

長崎市に報告するものとし、その場合の措置については、次のとおりと・します。

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又は、そのおそ

れが生じた場合には、長崎市は指定管理者に対して改善等の指示を行い、期間を定めて改

善策の提出及び実施を求めることができるものとします。

また、指定管理者がその期間内に改善することができなかった場合には、長崎市は指定

管理者の指定を取消L又は業務の全部若しくは一部の停止を命じることができるものとし

ます。

なお、指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部もしくは一部が停止された場合

には、 17の(1)、(2)と同様に取り扱うこととし、その旨を協定書に規定するものと

しまず。

イ不可抗力等による場合

不可抗力その他指定管理者及び長崎市の責めに帰することができない事由により業務の

継続が困難となった場合は、指定管理者と長崎市は、業務継続の可否等について協議を行

い、継続が困難と判断した場合は、長崎市は、指定管理者の指定の取消し又は業務の全部

若しく,は一部の停止を命じることができるものとします。

(3)・業務の引き継ぎについて

,
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指定期間の終7又は指定の取り消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、円滑かつ支

障なく引き継ぎができるように協力していただくこととなります。

【問い合わせ先】

■稲佐山公園

長崎市中央総合事務所地域整備1課(長崎市役所本館5階)

担当中央総合事務所'地域整備1課'末川(管理1係)

住所〒 850-8685 長崎市桜町2番22号(本館5階)

095 -829 -11 64 (直通)

095-829-1165

話電

FAX

E-mail

■長崎口ープウェイ

ι、

長崎市文化観光部観光政策課(商工会館4階)

担当文化観光部観光政策課山口(施設活用係)

住,所〒 850-0031 長崎市桜町4番1号(商工会館4階)

電話 095-829-11 52 (直通)

095-829-1232FAX

kanko_se isaku@o ity. nagasak i.1g. jpE-ma門
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稲佐山公園・口」プウ土イの指定管理者を募集するにあたっては、稲佐山全体の活性化

につながる新たな魅力ある事業を「魅力向上事業」として提案、実施していただきます。

魅力向上事業についてはイ「緑あふれる公園」、「市民のうるおいと憩い.の場」、「素晴ら

しい夜景を楽しめる場」を踏まえた管理運営のコンセプトを提案していただいたうぇで、

そのコンセプトに沿った魅力ある事業を提案してくださ・い。都市公園法による設置管理許

可によって管理運営を行う場合も併せて提案してください。

提案する際には、指定管理者としてスロープカーを含む稲佐山公園と長崎口ープウェイ

を一体的に管理運営することを前提としながら、本市が求める以下3つの事業区分(1、

2、 3)について個別に提案,していただきますが、すべての事業区分を提案Lていただく

必要はあり・ません。

魅力向上事業につぃては、指定管理者に決定後、提案事業をも'とに本市と協議のうぇ実

施事業の詳細を決定します。提案した内容はこれを確約するものではありません。、必要に

応じて修正等していただくことがあります。

魅力向上事業について

【事業区分】

1 既存施設の活用

既存の公園施設にっいては、施設の特性や立地場所に相応しい魅力ある施設として、

市民や観光客が訪れ、すべての人が楽しめる場を創出するイベント企画、PR活動な

どを含め事業提案を求めます。(参考1の稲佐山公園平面図をご参照ください。)

ア展望台

イ野外ステージ

ウ鉢巻山

工その他

・別紙 1

※年間イベントスケジュール(平成30年度)

時期

4月末

7月

つつじまつり

7月

サマーナイトフィーバー(ディスコ)

8月

9月

コンサート(スターダストレビニー)

9月

コンサート(スカイジャンボリー)

Ⅱ月

茶会

内容

12月

運動会

学童まつり

クリスマスナイトフィーバー(ディスコ)

野外ステージ

場所

展望台

野外ステージ

野外ステージ
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2 新たな公園施設等の活用

稲佐山の新たな魅力を創出する施設の活用として、長崎稲佐山スロープカーの活用

や、都市公園法に規定する設置管理許可制度を活用することで、市民や観光客の利便

性やサービス向上に資する,事業提案を求めます。

アスロープカーと口ープウェイの連携にかかる事業提案

イ都市公園法に規定の設置管理許可制度による事業提案

当該制度の活用による事業提案を行う場合は、稲佐山公園の特性を理解し、魅力

向上に結び付く収益施設・集客機能の設置提案を求めますので、どういう内.容をど

の場所で行うか具体的な提案をして_ください。
(参考2の都市公園法による設置・管理許可をご参照ください。)

、

※設置管理許可による事業提案にっいては必須ではありませんが、提案があった

・'けこだ,し、提案があった内容を必ず許可するものではあり'ません。)

3'管理許可施設である光のレストラ'ンとアゼリアとの連携

次の既存施設における管理許可施設との連携について提案を求めます。

a).展望台3階レストラン(光のレストラン)

ア現状

・長崎市が総稲佐山観光ホテルに、令和2年度まで管理許可に係る協定を締結

している。

イ今後の方針

・令和3年度からの新たな管理者については、レストラン運営を行う事業者を

広く公募により選定し、管理許可を行う。

②稲佐山公園売店(アゼリア)

ア現状

・長崎市第5期障害福祉計画において障害者の経済的自立を図るため、継続

安定した就労の場の確保を推進していることから、(一社)長崎市心身障害

者団体連合会への管理許可とし、就労支援の場として活用Lている。

イ今後の方針

・今後も障害者の経済的自立を図るため、.継続安定した就労支援の場として

活用するため同連合会に引き続き管理許可を与える。ただし他の民間事業者

が別に売店を設置することは妨.げない。

、

L
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■稲佐山公園平面図

参考1
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1.設置・管理許可制度

都市公園法第6条の規定により、公園管理者以外の者の公園施設の設置等について、

次のいずれかに該当する場合、公園管理者の許可を得て認めている。

・公園管理者が自ら設け、'又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

・公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資する

と認められるもの

都市公園法による設置・管理許可

川対象公園施設

項目

②設置又は管理の期閻

③設置する場合の使用料

④管理する場合の使用料

下記2のとおり

参考2

10年を超えることができない

(更新するときも同様)

内容

使用する土地の価格に100分の

2を乗じて得た額

※設置及び管理の使用料については収益施設のみとする。

2

使用する建物の価格に100分の

6 を乗じて得た額に使用する土

地の価格に100分の2を乗じて

得た額を加算した額に100分の

110を乗じて得た額

設置・管理許可ができる公園施設

【都市公園法第2条第2項】

都市公園法第2条2項及び

都市公園法施行令第5条

1 ち'

根拠

都市計画法第5条第3項

2ち'

園路及ぴ広場

3方'

植栽、花壇、噴水その他修景施設で政令で定めるもの

長崎市都市公園条例第10条

関係別表2

4ち'

休憩所、・ベンチその他迷蓑施設で政令で定めるもの

5ち'

滑り台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの占ミら人ノこ、

長崎市都市公園条例第10条

関係別表2

6ち'

野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定める,もの

7ち'

植物園、動物園、野外劇場その他の数養施設で政令で定めるもの

8石'

飲食店、売店、駐車場、便所そ.の他の便益施設で政令で定めるもの

9ち'

門、'柵、.管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの

前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの
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【都市公園法施行令第5条】

丁項 修景施設

2項 休養施設

植栽、芝生、

滝、つき山、

ものとする

1 石'

3項

休憩所、ベンチ、野外卓、ピクニック場、キャンプ場その他

これらに類するもの

遊戯施設

2万'

花壇'、いけがき、'日陰だな、噴フK、フK流、池、

彫像、灯籠、石組、飛石その他これらに類する

前号に掲げるもののほか、都市公園ごとに地方公共団体の設

置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体が条例で定め

る休養施設、国の設置に係る都市公園にあっては国土交通大

臣が定める休養施設

1ぢ

4項

ぶらんこ、,滑り台、シーソー、ジャングルジム、ラダー、.砂

場、徒渉池、舟遊場、魚釣場、メリーゴーランド、遊戯用電

車、野外ダンス場その他これらに類するもの

運動施設

2ち' 前号に掲げるもののほか、、都市公園ごとに地方公共団体の設

置に係る都市公園にあっては_当該地方公共団体が条例で定め

る遊戯施設、国の設置に係る都市公園にあっては国土交通大

臣が定める遊戯施設

1 万' 野球場、陸上競技場、、.サッカー場、ラグピー場、テニスコー

ト、バスケットボール場、バレーボール場、ゴルフ場、ゲー

トボール場、水泳プール、温水利用型健康運動施設、ボート

場、スケート場、スキー場、キ酎美場、弓場、乗馬場、鉄棒、

つり輪、りハビリテーション用運動施設その他これらに類す

るもの及びこれらに附属する観覧席、更衣室、控室、運動用

具倉庫、シャワ一その他これらに類する工作物

5項 教養施設

2ち' 前号に掲げるもののほか、・都市公園ごとに地方公共団体の設

置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体が条例で定め

る運動施設、国の設置に係る都市公園にあっては国土交通大

臣が定める運動施設

1 ち' 植物園、温室、分区園、動物園、動物舎、水族館L 自然生態

園、野鳥観察所、動植物の保護繁殖施設、野外劇場、野外音

楽堂、図害館、陳列館、天体又は気象観測施設、体験学習施

設、記念碑その他これらに類するもの
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2万'

6項

古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復元したもので

歴史上又は学術上価値の高いもの

3ち'

便益施設

7項

前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに地方公共団体の

設置に係る都市公園にあっては当該地方公共団体が条例で定

める教養施設、国の設置に係る都市公園にあっては国土交通

大臣が定める教養施設

管理施設

飲食店(風営法に係るものを除く)、売店、宿泊施設、駐車場、

園内移動用施設及ぴ便所並びに荷物預り所、時計台、水飲場、
手洗場その他これらに類するものとする

門、柵、管理事務所、詰所、倉庫、車庫、材料置場、苗畑、

掲示板、標識、照明施設、ごみ処理場(廃棄物の再利用施設

、含む)、くず箱、水道、井戸、暗渠、水門、雨水貯留施設、水



8項 効用を全

うす,る施

【都市公園法施行規則第1条の2】

災害応急対策に必要な施設

質浄化施設、護岸、擁壁、発電施設その他これらに類ずるも

のとする

展望台及び集会所並ぴに食糧、医薬品等災害応急対策に必要

な物資の備蓄倉庫その他災害応急対策に必要な施設で国土交

通省令で定めるもの

3 公園施設の建築面積の割合

適用法令

都市公園法

第4条第1項

耐震性貯水槽、放送施設、情報通信施設、へりボート、係留

施設、発電施設及ぴ延焼防止のための散水施設とする

都市公園法施行令

第6条

施設区分

公園施設の建築物

1①休養施設、運動施設、

教養施設等

1②国宝、重要文化財等

③屋根付広場、壁を有しない

雨天用運動場等

④仮設公園施設

公園施設

の特例

※稲佐山公園の既存建築物の状況

稲佐山公園

開設面積'

L-ーーーーーー....ーーーーーーーーーーーーーーーーー.■闘..■■■...

建築面積の割合

(建ぺい率)

927,60o r6

建ぺい率

(2%の場合)

+10%ま・で

+20%まで

(①と②をともに整備す

る場合は十20%)

十10%まで

+筋まで

筋

、

18,552 rr;

既存公園施設

建築面積

3,394 rr;

追加可能

建築面積

15,158 rrr
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【男1孫氏2】稲佐山公園・長崎口ープウェイ利用者数及び使用料(H27~H3の

暑

公園利用者数

野外ステージ

稲佐山公園利用状況

野外ステージ(りハーサル室)

展望台(車両利用)

展望台(シャトル利用)

ロープウェイ利用者

平成邪年度

認,868

区分

平成28年度

40,000

展望台駐車場、野外ステージ

野外ステージ附属設備

400

292,661

64,079

ロープウェイ

平成⑳年度

合計

14,920

81,042

E

60,762

2,199

※口ープウェイはH27年度に施設改修のため約9力月間運休。

^.

(単位:人)

261,374

75,803

56研733

平成30年度

18,フ70

52,870

ゞ

195,218

1,585

H27使用料

256,732

590;660

82,801

12,546,1釧

19,280

51,027

201,584

2,197

H28使用料

559.700

253,526

605.、501

61,378,540

74,484,431

53,678

9,847,609

、195,329

H29使用料

38工 573

192,629,,340

606'.811

202,858,522

9,781,958

(単位:円)

1,147,541

H30使用料

194,733; 810

205,663,309

9,261.960

462,153

198,407.,110

2船,131,223
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、 【別紙2-2】平成3'0年度施設利用減免額(チ測左山公園)

野外ステージ

日付

4月6日

4月1.3日

4月18日

学校

4月26日

学校

4月27日

学校

4月28日

学校

4月29日

申請者

学校

5/3~5/4

フ/12~フ/14

こだも園

8/17~8/19

市民団体

市民団体

9月22日

法人

11月10日

法人

保育園

学童

ダンスの練習

展望台ホフル

歓迎遠足

歓迎遠足

使用目的

歓迎遠足,

歓迎遠足

日付

歓辺遠足

7月14日

第52回稲佐山つつじまつり

11/2~3/31

12月15日

NAGASAKI Musio Fes'

スターダストレビューニンサ「ト

個人

スカイジャンボリー

法人

運勵会

減免率四励

個人

学童クラブ交流会

申請者

70

70

減免額(円)

70

70

70

6,673

70

ディスコイベント

100

6,673

相佐山フ才トコンテスト20怡民示及ぴ壷彰式

100

6,673

ディスコイベント

6,673

20

使用目的

6,673

20

8,523

70

20,386

70

24,356

計

69.922

102.804

11,970

減免率(%)

11,970

283、296

一

20

100

減免額(円)

20

計

3,141

22,113

3.141

、

28.395
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●稲佐山公園・長崎口ープウェイ募集要項 6 (.1)ア「利用料金の減免規定」,

0長崎市都市公園条例

(利用料金の減免)

第27条指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定める基準に基づき、利用料金を減免する

ことができる。

0長崎市都市公園条例施行規則

(使用料等の減免)

第12条条例第10条第3項の規定により減免することができる有料公園施設の使用料の額並びに

条例第27条に規定する稲佐山公園等の有料公園施設(稲佐山公園展望台駐車場を除く。)及ぴ長

崎市平和会館の利用料金の減免の承認の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定め

ると二ろによる。

①次のいずれかに該当するとき使用料又は利用料金(以下この条において「使用料等」とし、う。

の全額

ア本市又は本市の機関が主催し、又は経費の一部を負担する行事に利用するとき。

イ本市が設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう.。

第3号アにおいて同じ。.)が教育の目的達成のための行事に利用するとき。

ウ本市が設置する児童福祉施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定す

る児童福祉施設をいう。第3号イ,において同.じ。)がその活動のための行事に利用するとき。

工市長が定める地域に住所を有する者(以下この条において.「地域の住民」という。)が長崎東

公園運動場を利用するとき。

オ地域の住民が当該地域の交流を図るための行事にコミュニティ体育館の競技場を利用すると

き。

力地域の住民(60歳以上の者に限る。)がコミュニティ体育館の浴室を利用するとき。

キ本市に住所を有する者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第2部号)第15条に定める身体

障害者手帳、精神保健及ぴ精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第鮖条に

定める精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定め

る療育手帳を所持するもの'(これらの者を介護する者がある場合は、その者(1人に限る。)を

含む。)がコミュニティプール又はスロープカーを利用するとき。

ク本市に住所を有する者であって、福祉事務所が発行した生活保護診療依頼証を所持するもの

がスロープカーを利用するとき。

ケ住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により県内の市又は町の住民基本

台帳に登録されている者であって、出入国及ぴ難民認定法(昭和26年政令第319号)第19

条の3に規定する在留力ードを所持し、同法別表第1の4の表の留学の在留資格をもって在留

するものがスロープカーを利用するとき。

②国若しくは県又は公益財団法人長崎市スボーツ協会(当該協会に加盟する団体を含む。)その

他スポーツ団体(第6号において「スポーツ団体」という.。)が主催するスボーツ大会、競技会そ

の他の行事(入場料等を徴収する行事を除く。同号において同じ。)で市長が別に定めるものに利

用するとき使用料等の全額又は5割に相当する額

【別紙3】

53



③次のいずれかに該当するとき使用料等の7割に相当する額

ア本市に所在する学校(第1号イに規定する学校を除く。)が教育の目的達成のための行事に利

用するとき。

イ本市に所在する児童福祉施設(第1号ウに規定する児童福祉施設を除く。)がその活動のため

の行事に利用するとき。

ウ本市に所在する社会教育関係団体が児童又は生徒の活動のための行事に野外ステージ、コミ

ユニティ体育館の競技場、コミュニティプ」ル及び三和少年交流センター(次号イにおいで「野

外ステージ等」という。)を利用するとき。

④'次のいずれかに該当するとき使用料等の5割に相当する額

ア本市に所在する心身障害者団体若しくはその育成団体又は社会福祉事業を行う団体がその目

的達成のための行事に利用するとき。

イ本市に所在する社会教育関係団体がその目的達成のための行事に野外ステージ等を利用する

とき。

ウ.本市に住所を有する幼児(就学前の者をいう6)が、土曜日(長崎市立小、中学校管理規則(昭

和33年長崎市教育委員会規則第2号)第3条第1項第3号から第6号までに掲げる期.間内の

土曜日を除く。以下同じ。)にスロープカーを利用するとき。

エ・本市に住所を有する者であって、市長が発行した老人福祉力ードを所持するものがスロープ

カーを利用するとき。

オ本市に住所を有する者であって、健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に

基づく健康増進事業により交付された健康手帳を所持する6,0歳以上のものがスロープカーを

利用するとき。

力本市に住所を有する者であって、・本市に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第

7条第1項に規定する児童福祉施設(以下単に「児童福祉施設」という。)又は学校(高等学校、

大学及び高等専門学校を除く。)の児童又は生徒及ぴその引率者がスロフプカーを利用し、次の

いずれかに該当するとき'(引率者にあっては、(ア)に限る。)。

(ア)学習の目的を持って利用するとき。

(イ)'土曜日に利用するとき。

キ本市に住所を有する者以外の者であ.つて、第1号キに規定するものがスロープカーを利用す

るとき。

⑤次のいずれかに該当するとき使用料等の5割以内の額

ア地域の住民がコミュニティ体育館の競技場を利用するとき(第1号オに該当するときを除

く。)。

イ地域の住民(小学校の児童、、中学校の生徒又は高等学校の生徒を除く。工において同じ。)が

ニミュニティ体育館のトレーニング室を利用するとき。

ウ本市に.住所を有する者(65歳以上の者に限る。)又は地域の住民(12歳以上(小学校の児童

を除く。)60歳未満の者に限る。)がコミュニティ体育館の浴室を利用するとき。

工地域の住民が長崎東公園庭球場を利用するとき。

⑥.本市又ば本市の機関が後援する行事に利用する場合又は市長が認めるスポーツ団休が主催・し、

経費の一部を負担し、若しくは後援するスボーツ大会、競技会その他の行事に利用する場合(第2

号に該当する場合を除く。)で、市長が別に定めるものに該当するとき。使用料等の2割に相当
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する額

⑦市長の承認を得て指定管理者が発行した割引券(スロープカーの利用料金に係るものに限る。)

を提示し、又は提出したとき。当該割引券に記載した割引率を利用料金に乗じて得た額又は利

用料金の額から当該割引券に記載した金額を減じて得た額(料金の額が記載された割引券にあっ

てはイ既に減免されたものとみなす。)

(8)'その他市長(稲佐山公園等の有料公園施設及び長崎市平和会館にあつては、市長又は指定管理

者。以下.この号及ぴ第3項において同じ。)が特に必要と認めるとき。、市長が別に定める額

(令 1規則 101・一部改正)

2.条例第27条に規定する長崎市平和会館の利用料金の減免の承認の基準は、'長崎原爆資料館条例

施行規則(平成7年長崎市規則第53号)第19条の規定の例による。

3 条例第10条第3項の規定により減免することができる附属設備(コインロッカー及ぴシャワー

を除く。以下この項において同じ。)の使用料及び条例第27条に規定する稲佐山公園等の有料公

園施設の附属設備の利用料金の減免の承認の基準は、市長が別に定める。

4 第 1 項第 1号キ、ク若しくはケ又は同項第 4号工、オ、カ('(ア)を除く。')若しくはキ又は同

項第7号の規定により使用料等の減免を受けようとする者は、第1項第1号に掲げる身体障害者

手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳ゞ生活保護診療依頼証若しくは在留力」ド若しくは同項

第4号に掲げる老人福祉力ード若しくは健康手帳を係員に提示し、又は同項第7号に掲げる割引

券を係員に提示し、若しぐは提出しなけれぱならない。

0長崎市索道施設条例

(利用料金の減免)

第6条指定管理者は、あらかじめ市長の承認を、受けて定める基準に基づき、利用料金を・減免する

ことができる。

【別紙3】

0長崎市索道施設条例施行規則

(洞蝿料金の減免)

第7条条例第6条に規定する利用料金(条例第5条第2項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)

の減免の承認の基準は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

①本市に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの利用料金(前売券の利用料金を

除く。以下同じ。)の全額

ア身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳を所持する者

イ精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神

障害者保健福祉手帳を所持する者

ウ療育手帳制度要綱'(昭和朝年厚生省発児第156号)に定める療育手帳を所持する者

エア、イ又はウに掲げる者を介護する者'(1人に限る。)

オ福祉事務所長が発行した生活保護診療依頼証を所持する者

力住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本市の住民基本台帳に登録さ

55



れている者であつて、出入国管理及び難民認定法'(昭和26年政令第319号)第19条の3に規

定する在留力・「ドを所持し、"同法別表第1の4の表の留学の在留資格をもつて在留する者

②本市に住所を有する者で、次のいずれかに該当するもの利用料金の5割に相当する額

ア土曜日(長崎市立小、.中学校管理規則(昭和33年長崎市教育委員会規則第2号)第3条第1

項第3号から第6号までに掲げる期間内の土曜日を除く。以下同じ。)に利用する幼児・(就学

前の者をいう。)

イ市長が発行した老人福祉力ードを所持する者

ウ健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項に基づく健康増進事業により,交付され

た健康手帳を所持する60歳以上の者

③本市に所在する児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(以下単に「児童福祉施設」という。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定

する学校(高等学校、大学及び高等専門学校を除く。以下単に「学校」という.')の児童又は

生徒及びその引率者で、次のいずれかに該当するもの(引率者にあつては、アに限る。)利

用料金の5割に相当する額

ア学習の目的を持つて利用する者

イ土曜日に利用する者

④本市に住所を有する者以外の者で、次のいずれかに該当するもの次に掲げる区分に応

じ、それぞれに定める額

ア第1号ア、イ、ウ又は工に該当するもの利用料金の5割に相当する額

イ第1号力中「本市の」とあるのを「県内の市又は町の」と読み替えた場合の者に該当する

もの利用料金の全額

⑤指定管理者が発行した割引券を提示し、又は提出した者当該割引券に記載した割引率を

利用料金に乗じて得た額又は利用料金の額から当該割引券に記載した金額を減じて得た額(料

金の額が記載された割引券にあつては、既に減免されたものとみなす。)

⑥その他指定管理者が特別の理由があると認める者指定管理者が定める額

2 前項第1号、第2号(アを除く。)、第4号又は第5号の規定により利用料金の減免を受けようと

する者は、同項第1号に掲げる身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、生活保護

診療依頼証若し.くは在留力ード若しくは同項第2号に掲げる老人福祉力ード若しくは健康手帳を

係員に提示し、又は同項第5号仁掲げる割引券を係員に提示しイ若しくは提出・しなけれぱならな

い。

3 '第1項第3号ア又は第6号の規定により利用料金の減免を受けようとする者・は、長崎市索道施設

利用料金減免申請書'(第8号様式)を指定管理者に提出しなけれぱならない。

4 第1項第3号イの規定により利用料金の減免を受けようとする者は、本市に所在する児童福祉施

設又は学校の児童又は生徒であることを証明するものを係員に提示しなけれぱならない。

【別紙3】
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閉嚇氏4・】稲佐山公園・'長崎口ープウェイ'募集要項

過去の実績伊剛左山公園・長崎口ープウェイ)

(スロープカーにかかる令和.2年に供用開始するため実績がありません)

決算資料

需用費

(消耗品費)

役務費

(通信運搬費)

※需用費には燃料費、印刷製本費、飼育費は含まれておりません。

※役務費にはホームページ使用料、機器使用料、保険料は含まれておらず、通信運搬費のみになります。

27年度

1,583

光熱水費(電気)(kwh)

ノ

光熱水費

(金)

161

28年度

光熱水費(ガス)(金)

1,006

(上下水道)

385

29'年度

27年度

(千円)(税込)

287,031

1卜184

5,479

185

30年度

28年度

41,フ

347,.904

1,018

5,921

187

29年度

63,8

356,894

5,530

30年度

71,0

341,419

6,099

59,5
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稲.佐山公園

指定管理者業務仕様書

施設の運営に関する業務

2 施設の維持管理に関する業務

長崎市中央総合事務所地域整備1課

令和・.2年' 4月
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施設の運営に関する業務

1 目的

稲佐山公園は、長崎市民の憩いの場であるとともに、音楽イベシトや学校行事等にも利用され

る施設である。また一方、世界新三大夜景に認定された長崎市を代表する国際的な観光施設でも

あり、長崎口「プウェイと、新設する長崎稲佐山スロープカーとの一体的管理を行い、市内の種々

のイベントと連携を図りながら、利用事務の円滑化はもとよ'り、施設の機能を十分に発揮させ、市

民サービスの向上や、・更なる利用拡大を図るもの。

2

(1

施設の概要

)稲佐山公園

ア所在地

イ開設年月日

ウ施設休館日

工開館(利用)
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長崎市稲佐町、大浜町、水の浦町、淵町他

昭和26年4月26日

無し野外ステージのみ12月9日~1.月3日

時間

展望台

施設名

野外ステージ

展望台駐車場

中腹駐車場

積'約93へクタール(開設区域面積)面

有料施設野外ステージ(330 肘)、展望台駐車場 a,135rrt)、スロープカー

無料施設展望台(180 市)、猿舎・鹿放牧場(2,90ort;)、ドッグラン(2,20o r6)、中

腹駐車場(12,500 市)、、野外ステージ前広場(10,ooo rr;)イ旧音楽堂(968

雨)、草スキー場広場(8,50ont)、公園便所(7箇所)、鉢巻山展望台(展望

施設 1 棟)、遊具広場(4,ooor6)、管理事務所(1 棟、 101,73 肺)、中腹駅

(242.03 r6)、山頂駅(449.46 市)

許可施設展望台レストラン、稲佐山公園売店

利用者数及び使用料利用料金収入実績(募集要項別紙2のとおり)

1月1日から 12月31日まで

1月4日から 12月28日まで

1月1日から 12月31日まで

期間

1月1日から 12月31日まで

( 2 ) 長崎稲佐山スロ・「プカー

所在地長崎市稲佐町、大浜町

開設年月日令和2年2月

施設休館日無し※高圧電源保守点検に1日及ぴ悪天候による運休日あり

長・.500メートル延

最大乗車80人両 40人/両 X 2両連結車 ^

レーン数 2レーン

午前9時から午後10時まで

午前9時30分から午後9時まで

利用時間

午前0時から午後12時まで

午前9時から午後10時まで

J

オ
カ
キ

ア
イ
ウ
エ
オ
カ

ク
ケ



最大輸送能力 960人/時間/往復【片道480人/時間】

片道所要時間約8分(運行速度約80m/分)

舎 2箇所(中腹駅、山頂駅)駅

運行時間 9:00 ・-22:00

間 9:・ 00~1 8:00尽

夜 間 1 8:00 《一 22:00

運行間隔昼間:2.0分(1レヤン使用)、夜間:15分(2 レーン使用)

利用者数及び使用料利用料金収入見込み偶11紙2のとおり)

コ

3 指定管理者が行う業務の範囲

(1)施設の運営に関する業務

アスロ「プカーの運行に関する業務

イ施設利用の受付、調整、案内に関する業務

ウ施設利用の許可(取り消しを含む、)に関する業務

工施設の利用料金の徴収に関する業務

利用料金は指定管理者自らの収入になります'

オ施設の利用に伴う備品類の貸出しに関する業務

力施設の開場、施錠に関する業務

キ'その他の施設運営に関する業務

(2)施設の維持管理に関する業務

施設及び設備の保守点検に関する業務

施設の清掃に関する業務

備品類の管理・調達に関する業務

動物の飼育に関する業務

その他の維持管理に関する業務

4 施設の修繕

(1)長崎市が行う修繕

計画修繕及び次の(2)で定める指定管理者が行う修繕以外の修繕及ぴ、市が委託料に含

めて支払う20万円の修繕料を超える修繕については、長崎市が行います。

(2)指定管理者が行う修繕

施設の附属設備や備品の故障、雨漏りなどの施設運営において緊急を要する修繕で'1件当

たりの金額が20万円以下の修繕については、責任,分担表に示すとおり長崎市が委託料に含

めて支払う17,458千円の修繕料の範囲内で指定管理者において・対応するものとします。
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(3)修繕の執行

修繕の執行(業者選定、見積徴収、契約等を含む。)は長崎市契約規則(昭和39年規則第

26号)に準じて行うようにしてください。この場合、長崎市内に本社を有する市の有資格

業者を優先してください。

(4)修繕料の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、

長崎市が指定する日までに長崎市に提出するものと」精算した結果、残金を生じたとき1ま、

長崎市が指定する日までに長崎市に残金を返還しなけれぱなりません。

5 人員配置

公園の管理運営業務に関して、利用の受.付に関すること等に十分対応できるようにすること。

また、その他施設の維持管理に必要な人員配置を行うこと。

スロープカーの運行においては、窓口受付、乗車券確認及びオペレーターとして、9時から 18

時までは3 人体制、18時から22時までは4人体制を基本とし、ゴールデンウィーク(4月下旬、

月上旬に 1'0日間)、お盆(8月11日~15日)、シルバーウィーク(9月に4日間)、年末年始(12

月28.日~1月3日)、ランタンフェスティバル(1月~2月の 15日間)の41日間は繁忙期として、

9、時から 18時までは5人体制、18時から22時までは6人体制を基本としたうぇで、必要な人員

配置を行うこと。

6 施設利用の受付・使用許可・案内について

(1)市民の平等利用を確保すること。利用受付にあっては、利用の受付期間の制限や特定団体

の利用回数の制限を行い、他の利用者との均衡を図ること。

(2)地元の利用についてはイ十分な配慮を行うこと。

〔3)利用状況を把握すること。特に、同一利用時間帯に複数団体の利用が重なる事態がないよ

うにすること。

(4)使用の許可を行った場合には、許可書等を発行すること。

(5)権限(責任)の所在

施設利用許可(目的内)

利用受付

許可書交付

料金収納

減免確定

利用不能確定
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料金返還

施設利用許可姻的外)

指定管理者

0

長崎市



行為許可

7 利用の調整

(1)団体利用の許可をした場合には、一般の公園利用者の妨げにならないよう各団体と十分な

協議を行うこと。

(2)営業性が認められる行為の許可に関してはイ土木総務課の承認を得.ること6

(3)団体等により、一般の利用ができない場合は、現場において周知を図ること。

占用許可

設置管理許可

8 施設の利用不能

雨天等の理由により、当日利用が出来ない施設については、利用不能の処理を行うこと。

9 料金の徴収

手処理で有料公園施設の利用許可を行ったときには、長崎市都市公園条例で定める額を上限と

して、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て設定する料金をその場で徴収し・、現金領収書を

発行すること。

10 料金の減免

減免事務は指定管理者が行うこと。

11 料金の収納

料金は、収納したその日に計算し、収紬した日又はその翌日(その日が日曜日もしくは土曜日、

又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」'とい

う。)又はその日後においてしその日に最も近い休日でない日)に管理のための口座に納入するこ

と。なお、展望台駐車場の利用料金にっいてはごの限りではない。

12 料金の返還

有料公園施設の利用ができなかった場合においては、料金の返還処理にかかる受付事務を行う

こと。
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13 書類の管理

業務に関する一切の文書については、指示に従い適正に管理すること。

報告

次に掲げる事項を記載した事業報告害嶋報)及び事業報告書(年報).を作成し、事業報告書

14



絹報)においては月ごとに作成し翌月10日までに、事業報告書(年報)においては、毎会

計年度終了後30日以内に、市に提出しなけれぱならない。ただし、事業報告書(月幸勵・.におい

ては第4号を除く。

0)本業務の実施状況に関する事項

(2)稲佐山公園の利用状況に関する事項

(3)利用料金の収入実績

(4)管理経費等の収支状況等

(5)利用者からの苦情とその対応状況

(6)魅力向上事業の実施状況

(フ)修繕費の支出明細書

(8)前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

15 防犯等の対策

(1)不審物等を発見した場合、地域整備1課をはじめ関係機関に連絡し、指示に従うこと。

(2)防犯対策及び防火対策を十分に図ること。

16 放置物の取扱い

遺失物と考えられるものは一定期間経過後、廃棄すること。意図的に廃棄された物については、

地域整備1課へ報告し、廃棄すること。
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17 緊急時の対応

'協定書に基づき、対応を行うこと。

・事故や災害時な・ど、迅速に対応できる体制を確立すること。

・発生時には、状況に応じて被害者の救済、誘導を図り'、地域整備1課をはじめ関係機関に連絡

すること。

・スロープカーにおいて緊急な事態が発生した場合には、運行マニュアルに基づき対応し、

利用者、職員の安全に努めることb

18 賠償責任保険への加入

協定書に基づき、対応を行う二と。指定管理者の管理に過失があった場合については、指定管

理者に賠償責任が生じることとなるので、賠償責任保険に加入すること。

19 関係法令の遵守

指定管理者は、地方自治法、個人情報保護に関する法律、消防法、労働基準法、労働安全衛生法、

最低賃金法その他労働関係法令_、条例、規則及び仕様書に記載しているその他の関係法令等を遵

守し、業務を履行すること。

(1)地方自治法、地方自治法施行令ぼか行政関連法規

(2)都市公園法、都市公園法施行令、都市公園法施行規則



(3)長崎市都市公園条例、,長崎市都市公園条例施行規則

(4)・'個人情報保護に関する法律及ぴ長崎市個入情報保護条例

(5)消防法

(田労働基準法、労働安全衛生法イ最低賃金法その他労働関係法令

(フ)その他必要と認める法令等

20 モニタリング

長崎市は、当該施設の円滑な運営を確保する,ため、指定管理業務の実施状況を把握するモニタ

リングを実施する。指定管理者は、長崎市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこ

と。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていないと認め

るときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止や指定の取消

しを、行うことがある。

(1)実施方法

ア事業報告書の提出

指定管理者は実施した事業に関する報告妻(事業報告書)'を作成し、月ごと、年度ごとに

長崎市に提出すること。

イ施設利用者のアンケートの実施

指定管理者は、サアビスの向上や利用者の増加が図られるなどの効果があったか厳正に

評価し検証する観点から、ア.ンケート等により、施設利用者の意見、苦情等を聴取し、そ

の結果及び業務改善への反映状況について長崎市に報告すること。

ウ担当職員による現地調査

担当職員が、直接施設に行き、管理運営の状況を調査すること。

工指定管理者による自己評価

指定管理者は、業務にっ.いての白報や月報等を作成することにより、事業計画との整合

が取れているか等の自己評価を行い、事業計画との詑離がある場合は、早期に原因究明を

行い、対策を講じること。

オその他

長崎市は、指定管理者の管理運営状況を把握するため、必要に応じた監視,指導を行う

ものとする。

21'その他

管理許可施設(稲佐山公園売店、展望台レストラン)は指定管理業務の対象としない。

、

64



施設の維持管理に関する業チ

公園利用者が快適に施設を利用するための、公園全体の施設及ぴ設備を常に適切に保つこと。

1 施設の維持管理

場所

園内 園内清掃業務

便所清掃業務

業務内容

樹木等管理業務

園内除草業務

施設・設備保守点検業務

貯水槽水質検査点検及び清掃等

業務

汚水槽点検及び清掃業務

清掃業務

公園全体

規模

芝生管理業務

屋外・7箇所

ドッグラン関係業務

管理事務所

公園全体

噴水池清掃管理業務

12.9ha

廃棄物処理業務

期間

1 回/日

動物広場

1式

施設・設備保守点検業務

1 回/日

1箇所

衛生害虫及びそ族駆除業務

年間

施設・設備保守点検業務

仕様書

1 回/月

7箇所

仕様害1

飼育業務

T回/月

展望台

1式

仕様書2

動物舎清掃業務

1 回/週

1.7ha

仕様害3

施設・設備保守点検業務

2,20o n;

仕様嘗4

汚水層点検及ぴ清掃業務

資格名

2 回/年

1箇所

仕様害5

貯水槽水質検査点検及ぴ清掃等

業務

年間

1式

仕様書7

7回/年

1式

汚水層点検及ぴ清掃業務

2回/日

1箇所

仕様書8

自家用電気工作物保安管理業務

3回/年

1式

仕様書稔

※1

年間

1式

仕様書22

清掃業務

1 回/月

2,90o n;

仕様書26

警備業務

3 回/年

1式

仕様書27

1 回/月

1箇所

使用書訟

展望台エレベーター保守点検業

務

1 回/日

1箇所

仕様書5

1 回メ日

消防設備点検業務

仕様書6

1 回/月

1箇所

仕様書5

2回/年

1式

仕様害9

1 回/週

仕様書 10

1式

仕様書5

2回/年

1式

仕様書8

1 回/月

仕様書7

1式

年間

仕様書8

1 回/日

1式

仕様書11

1 回/月

仕様書12

仕様書13

第3種電気主任

技術者(国)

2 回/年

仕様書叫
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警備業務認定

(全国警備業協会)

仕様書 15

昇降機検査資格

者(国)

消防設備土又は

消防設備点検資



場所

展望台 マット賃貸借業務

展望台エレベーター監視カメラ

賃貸借業務

野外ステー

業務内容

空調機器保守点検業務

施設・設備保守点検業務

貯水槽水質検査点検及び清掃等

業務

汚水層点検及び清掃業務

自家用電気工作物保安管理業務

4箇所

規模

1式

清掃業務

消防設備点検業務

1箇所

期間

1 回/週

1式

年間

1箇所

野外ステージ舞台関係業務

仕様書

1 回/年

1箇所

仕様書16

1 回/月

1式

仕様書17

格者(国)

1 回/週

野外ステージ舞台照明設備保守

点検業務

1式

仕様害28

資格名

2回/年

野外ステージ吊物保守点検業務

1式

仕様書5

1 回/月

野外ステージ音響設備保守点検

業務

仕様書7

年間

1式

芝生管理業務

仕様書8

展望台駐車

場

2 回/年

野外ステージピアノ調律業務

仕様書11

空調機器保守点検業務

仕様書12

年間

1式

汚水層点検及ぴ清掃業務

仕様害朽

第3種電.気主任

技術者(国)

山頂駅舎

展望台駐車場ゲートシステム管

理業務

1式

1式

交通整理業務

仕様書18

消防設備士又は

消防設備点検資

格者(国)

年問

衛生害虫及びそ族駆除業務

1.7ha

清掃業務

年間

1'式

照明技術者技能

検定'2 級以上

または舞台機構

調整士2級以上

年間

仕様書 19

1箇所

7 回/年

1箇所

仕様書20

ピアノ利

用時

1箇所

仕様書21

1 回/年

1式

仕様書22

2回/年

1箇所

仕様書23

年間

1式

仕様婁28

年問

仕様書8

2回/年

仕様書24

1 回/日

仕様書25

仕様書6
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場所

山頂駅舎 消防設備点検業務

業務内容

マット賃貸借業務

空調機器保守点検業務

中腹駅舎

自動ドア保守点検業務

時刻表等モニター保守点検

施設・設備保守点検業務

衛生害虫及びそ族駆除業務

1式

規模

自家用電・気工作物保安管理業務

清掃業務

6箇所

ト賃貸借業務マツ

期間

2回/年

1箇所

空調機器保守点検業務

※1 第2種酸素欠乏危険主任者(国)、貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者厚生労働省認定(水

質検査)

1箇所

自動ドア保守点検業務

1箇所

時刻表等モニター保守点検

仕様書

1 回/週

1式

仕様書巧

レール保守点検

2

1 回/年

1箇所

施設の維持管理業務に係る事業計画書及び収支予算害

業務実施に先立ち事業計画書及び収支予算害を作成し、長崎市の承諾を得ることとする。

1 回/年

1式

1 回/月

仕様書16

消防設備士又は

消防設備点検資

格者(国)

3 備品の維持管理

a)備品の管理及び指定管理者による備品等の購入等については、協定に基づき行うこと。

(2)指定管理者は、長崎市の所有する備品については、「長崎市会計規則」に定める台帳を備

えてその保管に係る.備品を整理し、廃棄等については、長崎市と協議するとともに管理状況

について定期的に長崎市に報告することとする。

(3)備品の取り扱いについての詳細は次のように行う.。

ア事務に必要な備品等

管理事務所にある机、椅子、ロッカー等事務に必要な備品については無償で貸与する。

その他必要な事務用品は、委託料には含まれないので、指定管理者が自ら用意する。

中腹駅舎、山頂駅舎にある備品についても同様とする。

イ施設及び設備の管理にかかる消耗品について

施設内の消耗品の補充は、指定管理者が行い、その費用は指定管理料に含む。

ウ備品台帳には記載がないものの、各仕様害に記載された業務を行う上で必要があると思

資格名

1 回/月

1式

仕様書28

2回/年

7箇所

仕様書29

'仕様婁,30

1 回/月

1箇所

2箇所

仕様書5

1 回/日

1箇所

仕様書6

1 回/週

1箇所

仕様書 11

1 回/年

f回/年

仕様害12

1 回/月

仕様書16

第3種電気主任

技術者(国)

5 回/年

仕様書28

仕様書29

仕様書30

仕様書31
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われる備品は、指定管理者が自ら用意すること。

業務仕様書一覧

NO

2

園内清掃業務

3

便所清掃業務

4

樹木等管理業務

5

園内除草業務

6

施設・設備保守点検業務

7

衛生害虫及ぴそ族駆除業務

8

仕様書名

貯水槽水質検査点検及び清掃等業務

9

汚水槽点検及び清掃業務

10

飼育業務

11

動物舎清掃業務

12

自家用電気工作物保安管理業務

13

清掃業務

14

警備業務

15

展望台エレベーター保守点検業務

16

消防設備点検業務

17

マット賃貸借

18

展望台エレベーター監視カメラ賃貸借

19

1日1回

業務回数

野外ステージ舞台関係業務

20

、

1日1回

野外ステージ舞台照明設備保守点検業務

21

年間

野外ステージ吊物保守点検業務

鯰

月1 回

野外ステージ音響設備保守点検業務

23

月1 回

芝生管理業務

24

年2~3回

野外ステージピアノ調律業務

25

週1回

展望台駐車場ゲートシステム管理業務

26

年2回

交通整理業務

27

1日 1 回

28

ドッグラン関係業務

1日 1 回

噴水池清掃管理業務

29

月1回

空調機器保守点検業務

30

年間

31

自動ドア保守点検業務

1日1回

時刻表等モニター保守点検業務

32

月1 回

レール保守点検業務

年2回

廃棄物処理業務

週1回

年間

舞台利用時

年1回

年1回

年1回

年7回

ピ・アノ利用時

年間

年間

1日 2 回

年3回

年1回

年1回
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1 業務対象'管理区域面積12.9ha

(池、野外ステージ、管理事務所、中腹駅舎、山頂駅舎、使用中の動物舎を除く)

2 業務回数 1日1回(巡回清掃)

3 業務内容

a)園内のゴミ、空き缶、吸い殻など取りこぽしのないように回収L、指定箇所に集積するこ

と。

(2)側溝に土砂等の堆積がある場合は、その都度対応すること。

(3)公園に隣接する市道脇の法面も管理区域であることから、折れ枝、'落葉や歩車道上に侵入

する雑草等を取り除くこと。

稲佐山公園園内清掃業務仕様書

仕様書1
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業務対象

稲佐山公園便所清掃業務仕様書

2

設置場所

業務回数

屋外

3 業務内睿

(1)ゴミを回収し適切に処理すること。

(2)利用者が利用に支障のないように常に清潔に保っように努めること。

(3)"利用に支障をきたすような汚れがある場合は、その都度清掃を行うものとする。

(4)トイレットペーパーが不足することのないように確認・補充を行う.こと。

(5)便器及びその他の設備等の破損、故障等があう.た場合は、市へ連絡すること。

1日 1回(巡回清掃)

箇所数

7

仕様書2

J
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'

1 業務範囲

(1)業務の対象範囲は、管理区域とする。

(2)管理区域内の樹木等の数量・規格については、下表のとおりである。

(3)法面及び自然林については、スロープカー沿線の枯木・枯れ枝撤去及ぴ病害虫駆除を対象

とする。なお、新たに植栽される樹木等についても対象とする。

稲佐山公園樹木等管理業務'仕様書

高木

名称

高中木

低木

地被類(芝以外)

ハナミズキ

2 高・中木の年間管理

(1)剪定

公園利用に支障がある樹木,枝等及ぴ景観上問題となる樹木・枝等については、樹形を考慮

して剪定すること6 また、強風や台風で発生した樹木・折れ枝については、来園者への安全対

策を行い処理する。

なお、、甚大な被害の場合は、バリケード等で隔離し、長崎市に報告し協議を行うこと。

(2)施肥等

樹勢の悪い公園樹に対しては、施肥等を施し、樹勢回復に努める。

(3)濯水

長期の日照りや干ぱつ等の場合には、'状況に応じて潅水を行う。

(4)病害虫

樹木に病害虫が発生した場合及ぴ発生すると予測される場合には、その都度、治療・駆除・

予防等を行うこと。

被爆二世クスノキ

幹周 30cm 以上 60cm未満

幹周 30cm未満

株物・寄贈

仕様書3'

規格

71

数量

約 5,000本

約 200 本

80,000 株

0.71 n{

58本

1本



3 低木の年間管理

(1)剪定

樹種に応じて年1回以上の整姿剪定(刈り込み)を行うこと。公園利用に支障がある樹木及

ぴ枝等、ならびに.景観上問題となる樹木及び枝等については、樹形を考慮して、剪定すること。

また、強風や台風災害で発生した倒木・折れ枝についても、その都度、撒去・剪定等の処置

、を行うこと。
、

(2)施肥等

樹勢の悪い公園樹に対しては、施肥等を施し、樹勢回復に努めること。

(3)濯水

長期の日照りや干ぱつ等の場合には、状況に応じて潅水を行なうこと。

(4)病害虫

樹木に病害虫が発生した場合及び発生すると予測される場合には、その都度、治療・駆除・

予防等を行うこと。

.

4 地被類の年間管理

必要に応じて、施肥,潅水・補植・病害虫駆除・病害虫発生予防等を行い、常に良好な状況を保

つこと'また、公園利用に支障となる場合及ぴ景観上問題となる場合には、長崎市と協議して撤

去・移植等を行うこと。

5 'ハナミズキ、被爆2世クスノキの管理

ハナミズキ、被爆2世クスノキについては、「3低木の年間管理」1こ準じて、特に適切に管理を

イテうこと。

6 剪定くず・倒木・折れ枝等の処分

剪定で生じた枝葉くず及ぴ倒木・折れ枝等については、指定箇所に集積し、まとめて廃棄物処理

すること。
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稲佐山公園ハナミズキ配置図

、
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ハナミズキ本数 25 本

0 ステラヒ゜ンクフ本

0 アハラチアンミスト 6本

0 アハ゜ラチアンスノー 6本

O USAビーナスハ゜テント無し

アハ゜ラチアンスフ゜りング 6 本

0区画

V

ソ

dl

、→1

一→1

ハナミズキ本数 2本

0 ステラヒ゜ンク無し

0 アハ゜ラチアンミスト無し

0 アハ゜ラチアンスノー 1本

O USAビーナスハ゜テント 1本

アハ゜ラチアンスフ゜りング無し
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業務対象

2 業務回数

稲佐山公園',園内除草業務仕様害

3 業務内容

(1)除草及ぴ必要に応じて樹木の下枝払いを行うこと。

(2)低木間の除草は、手作業にて行うこと。'

(3)刈り取った草等は、廃棄物処理をすること。

面積 12.9ha

月1回

仕様書4

ノ
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、

業務対象

2・業務内容

(1)月に 1回、月例点検表に沿って点検を行う。

(2)台風、大雨後の災害の後に前号と同様の点検を行う。

(3)日常点検としては、巡回時に目視にて電灯の球切れ等の確認を行う。

(4)点検時に発見された不具合事項は、点検表に記録し、速やか対応し、処理内容、.処理日を

記録する。

(5)月例点検の際に、展望台地下にある電気メーターの確認を行い、他機関(下のとおり)が使

用する電気使用量を把握し、市に報告すること。

〔他機関:警察、ウェ.ザーニューズ、稲佐山観光ホテル、長崎市文化観光部〕

(田遊具の目視点検については、「遊具施設点検事項」に沿っで、溶接部及びボルト類、可動部

等、使用において安全上問題が無いか、月仁1回点検を行うこと.。また、突発的な不具合発生

の通報等があった場合は、速やかに対応すること。

使用に支障となる程度の不具合が見受けられた場合は、使用を禁止すると,ともに、市へ連

絡すること。

稲佐山公園施設・設備保守点検業務仕様書

管理事務所、展望台、野外ステージ、山頂駅舎、中腹駅舎
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一般事項

点検は、月の上旬に行う。

注意事項

※1

※2

※3

施設維持管理点検表(管理事務所)

雨樋点検時にルーフドレーンの清掃を行うこと

雨漏りの有無は天井のしみで判断すること

水が入っているかの確認

点検日

点検項目

建築関係(外部)

屋根の破損等の目視点検

外壁のはがれ、割れの目視点検

外部建具(サッシ類)の作動点検

令和

外部ドア伯動共)の作動点検

点検者

雨樋の取付状態の目視点検

年度

外構の目視点検

a則溝、塀、等の破損状態)

2

0

建築関係(内部)

雨漏りの有無の点検

フフ

その他内部の建築物の目視点検

盤関係の目視点検

(電流値,球切れ等)

3 電気設備

0
外部機器の取付状態

の目視点検

(アンテナ,避雷針,外部盤,等)

※1

0

0

照明機器の外観点検

(球切れ、・汚れの点検)

※2

受変電設備の外観の目視点検

(さぴ、破損等)

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
.
0

0
0

4
 
・
/

5
/

6
/

フ
/

8
/

9
/

伯
/

れ
/

桧
/

ー
/

2
 
:
/

3
/



点検日

点検項目

4 機械設備・(以下機器抽出表による。・)

0 給水設備

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

令和

点検者

各水栓類(水漏れの点検)

0 排水設備

年度

床排水の確認

0 消火設備(外観の破損状態のみ)

給湯設備

消火器の設置状態(定位置にあるか)

0

給湯機の取付状態の確認

ガス設備(破損の状態の目視点検)

配管の水漏れ、保温、.腐食の状態

ガス機器の外観確認

※3

ガスホースの外観確認

(ゴムの割れ、ホースバンドの状態)

0 空調設備(冷暖房期に限る)

エアコン・(破損、腐食、異音の有無)

エアコン室外機

価皮損、腐食、・異音の有無)
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換気扇(破損、腐食、.異音の有無)

0

4
/

5
/

6
/

フ
/

8
 
,
/

9
/

伯
/

Π
・
、
/

桧
/

ー
/

2
/

3
/



一般事項

点検は、'月の上旬に行う。

注意事項

※1

※2

※3

雨樋点検時にルーフドレーンの清掃を行うこと

雨漏りの有無は天井のしみで判断すること

フKが入って・いるかの確認

施設維持管理点検表'(展望台)

点検日

点検項目

建築関係.(外部)

屋根の破損等の目視点検

外壁のはがれ、割れの目視点検

外部建具(サ"類)の作動点検

外部ドア伯動共)の作動点検

令和

雨樋の取付状態の目視点検

点検者

外構の目視点検

(側溝、塀、等の破損状態)

2

年度

建築関係(内部)

雨漏りの有無の点検

防火戸の目視点検

排煙口の作動点検

6

その他内部の建築物の目視点検

3

0

※1

電気設備

i

外部機器の取付状態の目視点検

(アンテナ,避雷針,外部盤,等)

0

※2

受変電設備の外観の目視点検

(さび、破損等)

0 盤関係の目視点検

(電流値,球切れ等)

0

79

照明機器の外観点検

(球切れ、汚れの点検)

0 放送機器の作動点検

(球切れ、汚れの点検)

2
/

桧
/

伯
//

,

5
/

4
 
.
/

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

フ
/

8
/

9
/

Ⅱ
/

ー
/

3
/



点検日

点検項目

4 機械設備(以下機器抽出表による。)

0 給水設備

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

令和

点検者

各水栓類(水漏れの点検)

0

自動水栓の誤作動チェック

年度

排水設備

床排水の確認

0

換気扇(破損、腐食、異音の有無)

消火設備(外観の破損状態のみ)

0

自動火災報知器(外観目視)

絵湯設備

誘導灯、誘導標識(外観目視)

給湯機の取付状態の確・認

消火器の設置状態

(定位置にあるか)

※3

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

0 ガス設備(破損の状態の目視点検)

ガス機器の外観確認

ガスホースの外観確認

(ゴムの割れ、ホースバンドの状態)

0 空調設備(冷暖房期に限る)

(破損、腐食、異音の有無)エアコン

80

エアコン室外機

(破損、腐食、異音の有無)

4
/

5
/

6
/

フ
/

8
/

9
/

伯
/

η
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/

松
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/

2
/
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/



一般事項

点検は、月の上旬に行う。

注意事項

※1

※2

※3

照明機器の外観点検

(球切れ、汚れの点検)

施設維持管理点検表(野外ステージ)

雨樋点検時にルーフドレーンの清掃を行うこと

雨漏りの有無は天弁のしみで判断すること

水が入っているかの確認

点検日

点検項目

建築関係'(外都)

屋根の破損等の目視点検

外壁のはがれ、'割れの目視点検

外部建具(サッシ類)の作動点検

外部ドア値動共)の作動点検

令和

雨樋の取付状態の目視点検

点検者

外構の目.視点検

(側溝、塀、等の破損状態)

2

年度

建築関係(内部)

雨漏りの有無の点検

0

防火戸の目視点検

放送機器の作動点検

(球切れ、汚れの点検)

排煙口の作動点検

その他内部の建築物の目視点検

3

0

電気設備

※1

外部機器の取付状態の目視点検

(アンテナ,避雷針,外部盤,等)

0

※2

受変電設備の外観の目視点検

(さぴ、破損等)

0

81

盤関係の目視点検

(電流値,球切れ等)

0

3
/

2
/

柁
/

柏
/

4
/

0
0
0
0
0
0

0
 
0
 
0
 
0

5
/
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/

フ
/
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/
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/
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/

ー
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点検日

点検項目

4 機械設備(以下機器抽出表による。)

0 給水設備

配管の水漏れ、保温、.腐食の状態

令和

点検者

各水栓類(フK漏れの点検)

自動水栓の誤作動チェック

0

年度

排水設備

給湯設備

床排水の確認

0

給湯機の取付状態の確認

消火設備(外観の破損状態のみ)

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

自動火災報知器(外観目視)

誘導灯、誘導標識(外観目視)

ノ

消火器の設置状態

(定位置にあるか)

※3

0 ガス設備.(破損の状態の目視点検)

ガス機器の外観確認

82

ガスホースの外観確認

(ゴムの割れ、ホースバンドの状態)

0 空調設備(冷暖房期に限る)

エアコン(破損、腐食、異音の有無)

エアコン室外機

価劇員、腐食、異音の有無)

換気扇(破損、腐食、異音の有無)

0

4
/

5
/

6
/

フ
/

8
/

9
/

W
/

村
/

桧
/

ー
/

2
/

3
/



一般事項

点検は、月の上旬に行う。

注意事項

※1

※2

※3

施設維持管理点検表(山頂駅舎)

雨樋点検時にルーフドレーンの清掃を行うこと

雨漏りの有無は天井のしみで判断すること

水が入っているかの確認

点検日

点検項目

建築関係(外部)

屋根の破損等の目視点検

外壁のはがれ、割れの目視点検

外部建具(サッシ類)の作動点検

外部ドア嶋動共)の作動点検

令和

雨樋の取付状態の目視点検

点検者

外構の目視点検

(側溝、塀、等の破損状態)

2

年度

建築関係(内部)

雨漏りの有、無の点検

防火戸の目視点検

排煙口の作動点検

その他内部の建築物の目視点検

3

0

※1

電気設備

外部機器の取付状態の目視点検

(アンテナ,避雷針,外部盤,等)

0

※2

受変電設備の外観の目視点検

(さぴ、破損等)

0 盤関係の目視点検

(電流値,球切れ等)

83

0 照明機器の外観点検

(球切れ、汚れの点検)

0 放送機器の作動点検

(球切れ、汚れの点検)

3
/

2
/

円
/

9
/

フ
/

4
/

0
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0
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0
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0

5
/
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点検日

点検項目

4'機械設備(以下機器抽出表による。)

0 消火設備(外観の破損状態のみ)

誘導灯、誘導標識(外観目視)

令和

点検者

消火器の設置状態

(定位置にあるか)

0

年度

ガス設備(破損の状態の目視点検)

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

ガス機器の外観確認

ガスホースの外観確認

(ゴムの割れ、ホースバンドの状態)

0

84

空調設備(冷暖房期に限る)

(破損、腐食、異音の有無)エアコン

エアコン室外機

(破損、腐食、異音の有無)

給湯機の取付状態の確認

換気扇(破損、腐食、異音の有無)

0 給湯設備

4
/

5
/

6
/

フ
/

8
/
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/

伯
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一般事項

点検は、月の上旬に1予う。

注意事項

※1

※2

※3

施設維持管理点検表(中腹駅舎)

雨樋点検時にルーフドレーンの清掃を行うこと

雨漏りの有無は天井のしみで判断すること

水が入っているかの確認

点検日

点検項目

建築関係(外部)

屋根の破損等の目視点検

外壁のはがれ、割れの目視点検

外部建具(サ"類)の作動点検

外部ドア伯動共)の作動点検

令和

雨樋の取付状態の目視点検

点検者

外構の目視点検

(側溝、塀、等の破損状態)

2

年度

建築関係(内部)

雨漏りの有無の点検

放送機器の作動点検

(球切れ、'汚れの点検)

防火戸の目視点検

排煙口の作動点検

その他内部の建築物の目視点検

3

0

※1

電気設備

外部機器の取付状態の目視点検

(アンテナ,避雷針,外部盤,等)

0

※2

受変電設備の外観の目視点検

(さび、破損等)

0

85

盤関係の目視点検

(電流値,球切れ等)

0 照明機器の外観点検

(球切れ、汚れの点検)

0

3
/
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点検日

点検項目

4 機械設備(以下機器抽出表による。)

0 消火設備(外観の破損状態のみ)

消火器の設置状態

(定位置にあるか)

令和

点検者

0 空調設備(冷暖房期に限る)

年度

エアコン(破損、、腐食、異音の有無)

エアユン室外機

(破損、腐食、異音の有無)

換気扇(破損、腐食、・異音の有無)

0 給湯設備

給湯機の取付状態の確認

86

配管の水漏れ、保温、腐食の状態

ノ

4
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5
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/
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/
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、

令和 年

遊具名

月

遊具施設点検事項

日

ロープ才、、ソト

検査項目

ボルト緩み

、

ボルトカバー破損

すべり台

目視

ロープネット磨耗

点検方法

触診

錆、腐食

打診

ボルト緩み

ターザンロープ

塗装剥離

点検者

処置項目

ロープの磨耗

複合遊具

ワイヤーの緩み、

磨耗

ボルト緩み

備考

スプリング遊具

割れ、劣化

腐食、ぐらつき

ミーブランコ

劣化、破損

チェーンの錆、

よじれ

ボルト緩み

塗装剥雛
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業務対象

稲佐山公園.・、衛生害虫及びそ族駆除業務仕様書

管理事務所

管理事務所横飼料倉庫

施設

動物餌調理場

中腹駅舎

2 業務内容

(1).衛生害虫駆除

有効な薬剤による噴霧及び煙霧により駆除を行う。

(2)"そ族駆除

有効な薬品の入った鼠の好餌を適切な場所に配置して行う。

山頂駅舎

延床面積(m')

101.73

,15.00

3 その他

(1).作業に必要な薬剤、・器具等にかかる費用は全て受託者の負担とする。

(2)作業実施後、その効果について調査点検し、有効な措置を行うこととし、死骸を発見した場

合は直ちに処分すること。

(3)各回の駆除業務ごとに、作業報告書(作業写真添付)を作成すること。

回数

10.00

3回

506.90

3回

185 43

仕様書6

3回

6月、 10月、.2月

実施時期

2回

6月、扣月、2月

2回

6月、 10月、,,2月

6月、 1月

6月、1月

、

88



稲佐山公園貯水槽水質検査点検及ぴ清掃等業務仕様書

業務対象

第1受水槽

野外ステージ横水槽

場所

展望台地下水槽

2

(1

業務内容

)水質検査(週1回)

各貯水槽内の水は、基本的に上水道から引き込まれているが、使用頻度により貯水槽内での

滞留期間に差異が生じることから、各貯水槽内の水質について、試薬を用いて簡易な検査を実

施すること。その結果、遊離残留塩素濃度が0.1啼ん未満の場合は直ちに原因を究明し、塩素

剤の投入など適切な措置を行う。

10o t

(2).点検及び清掃等"(年1 回)

ア'マンホールの蓋の施錠の点検

イ槽内の水の濁り、浮遊物、沈殿物の確認

ウ周壁面、底面部からの水漏れ点検

工配管、弁接合部からの水漏れ点検

オ配管イ弁等の腐食状態の点検

力電極棒保持器、取付け部分の腐食状態の点検

キボールタップの点検

ク槽内の清掃

ケ槽内の消毒

コ残留塩素測定

サ水質検査(色度、'濁度、・残留塩素、昧、臭気、 PH、一般細菌数、大腸菌群)

シ清掃前,中・後の写真を撮っで提出すること

ス作業の着手する前、地域整備1課及ぴ上下水道局浄水課に連絡すること

その他の連絡先:光のレストラン(8能一1050)

長崎口ープウェイ(861-6321)

アゼリア(長崎市心身障害者団体連合会847-0680)

3 資格要件貯水槽清掃及ぴ点検については、貯水槽清掃作業監督者の資格を有する者

36 t

36 t

仕様書7

89

容量



業務対象

稲佐山公園汚水槽点検及び清掃業務仕様書

猿鹿舎汚水槽

展.望台地下水槽

展望台駐車場地下水槽

場所

野外ステージ横水槽

屋外便所7箇所

2 業務回数

(1.)点

清( 2 )

3

(1

業務内容

)点検

次頁「汚水・中継ポンプ槽点検記録表」に基づいて行う

「排水・通気及び衛生器具設備等点検一覧表」に基づく

年2回

( 2 ) 清 掃

ア汚水槽内の清掃については、酸素欠乏危険作業主任者の資格を有するものが作業を指揮

し、最初に酸素濃度力t'18%以上、.硫化水素濃度力t'10ppm以下であることを確認してか

ら行い、十分換気を行うこと6

イ汚水を汲み取った跡に汚水槽内にたまった異物(ごみ類固形物)を除去すること。

ウ異物の処分ぱ、適切に処理すること。

工作業前、作業中、作業後において写真を撮影し、提出及ぴ保管すること。

オ作業時においては、安全管理に十分留意し、作業員の安全確保に努めること。

90
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施設場所

点検年月日

ポンプ品名

汚水・・中継ポンプ槽点検記録表

平成

ボンプ本体

型式

年

起動状態

揚水量

月

出力

過負荷

日

軸受の加熱

KW

電圧

振動の有無

点検者氏名

良・・否

電流

V

良・否

良・否

【参考様式】

良,'否

原動機故障・電気系統の断線・接触状態

A

口径

電気系統

良・否

羽根車の磨耗・巣トレーナーの詰まり

電流計

回転部の接触・軸の曲力札ナグランドパッキンの状態

全揚程

φ

接地抵抗測定.値

玉軸受けの損傷・油潤滑の量

計器の作動状況

羽根車の詰まり・軸の曲がり・玉軸受の損傷

盤内の接点端子の状況

汚水槽内

吐出量

rn

フロートSの作動

対応・処置

m/rnlh

自動運転装置の状況

重量

備考

底部汚泥堆積

k容

A 絶縁抵抗値

良'否

使用状況

Ω 表示灯の作動

良・否

保護継電気

良・否

ジョイントホ、ツクス部の状態

良・否

各機器の作動状態

配電盤内の湿度・発錆

Om

良・否

浮遊物

良・否

Ω

良・否

良・否

良・否

良・否

有・無

釧



、弔弔

、

機

排

邪

慶8「1 排水・通気及び衛生機具殷備等点検一覧表(3')

畠

水

J

梢

点検項目

a)槽内の堆瑞物、 沈殿

物

②内外部、塗装、さぴ
の発生

(3)損侮、価霞、漏水
(4)警報装遣の機能
(5)'電極棒の点検
(6)マンホールふたの腐

食、旋錠

〔カタラップの腐食、損
傷

(8)防血網の損侮

(9)サクションパイブな
ぞ

類

典

日

嘉靴

週

検鄭潮薪間,

通

月

σ)圧力、電流の測定
②圧力計、電力計
御異音、振動
(4)軸受の点検、グリス

の柿給、入れ替え注
油

q〕回転郁、可動部、摺
'動部等の摩耗、損傷、
水もれ

(6)吐出弁、逆止弁

(フ)さ,びの発生、腐食
(8)モーター発熱、温度

注抽

(9)自勧制御装置、誉報
装置の機能

(1の絶課抵抗の測定
al)ポンプモーターの

分解

年

ぜル管理法規則第4条の2
鋼板製

.

考

横・
立

.

..

、

補絵

.

注抽

、

1焼え

.

.

(1)カップリングの芯ず

ロ)グランドパッキンの
点検'交換

0)ポンプモーターの据
付、.ボノレトナットの
締め具合

水

.

(水中)

.

.

中

゛

形 (D絶縁抵抗の測定
(2)メカニ抑ノレシール

.

(水中)
.

.

.

.

.

.

3~.5年毎

8-8
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業務対象 稲佐山公園動物広場内サル、シカ

稲佐山公園・飼育業務仕様書

区分

哨乳類

噛乳類

2

種別

業務回数

猿

3.業務内容

(1)各種飼育動物の適切な種類'量の餌の発注を行うこと。

(2) 1日において、種類毎に必要な回数の餌付けを行うこと。

(3)健康状態を観察し、適切に対処すること。

(4)動物が死亡した場合は、市に報告するとともに、適切に対処すること。

(5)感染性の病気の流行が疑われる時は、特に注意深く観察すること。

(6)感染性の病気の櫂患が確認された場合は、他への蔓延を防ぎ、来園者による拡散の可能性

も視野に入れながら、適切に対処すること。

(フ)'次項の飼育業務日報に記載を行うこと。

鹿

ニホンザル

1.日 1 回

シカ

種類

合計

(令和元年8月時点)

個体数

成体

仕様書9

成体

21

55

76

93



ノ

ニホンザル

飼育業務日報

さつまいも

給餌

じゃがいも

にんじん

曜日

バナナ

日付

りんご

5.00 臨

キヤベツ

要観察

0.50 k宮

日

モンキービット

0.50 k宮

日

2. oo k宮

要観察(ケガ、

出血、等)

月

特記事項

0.40 k宮

日

0,14 k宮

火

カップ

1杯

日

水

2

仕様書9

良好

シカ

要観察

日

令和年月

木

要観察

良好

日

金

要観察

日

良好

土

さつまいも

給餌

要観察

良好

日

じゃがいも

にんじん

要観察

曜日

良好

マイルドクラブ

日付

t
ヘイキューブ

要観察

6. oo k宮

要観察(ケガ、

出血等)

良好

特記事項

1.50 k宮

日

1.30 陥

要観察

良好

日

1袋

月

1袋

要観察

良好

日

良好

要観察

火

良好

要観察

日

水

良好

日

木

要観寮

良好

日

金

要観察

良好

日

土

要観察

良好

日

要観察

良好

要観察

良好

94
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業務対象

稲佐山公園・動物舎清掃業務'仕様書

稲佐山公園動物広場サル放牧場、シカ放牧場

サル放牧場

施

2

シカ放牧場

業務回数

その他

3 業務内容

(1),動物広場内のごみ・餌の食べこぽし、動物の排池物等の清掃を行うこと。

(2)・週1回高圧洗浄機を使用し、池等の清掃も行うこと。

(3)来園者が触れる場所については、衛生上問題が無いように特に清潔に保つごと。

(4)ゴミ等の処理、排水ピットの清掃(随時)

'(5)糧、遊具の損傷の点検(適宜)

(6)次項の動物清掃業務日報に記載を行うこと。

面積(市)

1日1回

・十

250

2,500

仕様書10

150

2,900
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サル放牧場

ゴミ・餌の残津、排池物等

の清掃

給餌

動物舎清掃業務日・報

゛

高圧洗浄機による清掃

曜日

池の清掃

日付

ゴミ等の処理、判bkピット

の清掃

特記事項

桜、遊具の損傷の点検

日

日

月

2

日

火

シカ放牧場

日

水

仕様書10

日

木

ゴミ・餌の残津、排世物等

の清掃

日

給餌

金

高圧洗浄機による清掃

日

土

曜日

池の清掃

日付

ゴミ等の処理、排水ピット

の清掃

日

特記事項

、

橿イ遊具の損傷の点検

日

日

月

日

火

日

水

日

木

日

金

日

土

日

96



゛

電気工作物の概要

稲佐山公園自家用電.気工作物保安管理業務仕様書

事業場の名称

事業場の所在地

受電設備容量

受電電力

^^^1王

2 業務内容

自家用電気工作物の工事、維持及ぴ運用が適正に行われるように当該電気工作物の保安管理業

務を行う。

長崎市稲佐町364

展望台

150kvA

( 1 )

( 2 )

( 3 )

51kw

660OV

月次点検.主として施設の運転中に行う点検、測定及ぴ試験

年次点検主として施設の運転を停止して行う点検、測定及び試験

臨時点検異常が発生した場合及ぴ発生する恐れがある場合など、必要に応じて行う・応

急措置、事故原因の探求、再発防止の助言、点検、測定及び試験

法令に基づく立入検査の立会

電気工作物の設置又は変更工事の工事期間のうち、1か月以内を限度とした法令に基づく

立入検査の立会

野外ステージ

長崎市大浜町1 33 1

( 4 )

( 5 )

フ 75kvA

仕様書11

415kw

660OV

長崎市稲佐町1200番1

3

中腹駅舎

受注者の要件

電気事業法施行規則第52条の2の各号に規定する要件を満たすものであること。

81 0KVA

253KW

660OV

97



業務対象

、

2

(1

対象業務,

)本仕様書の対象業務は、次のとおりとし、いずれも本業務の主要な部分とする。

・日常清掃業務

・定期清掃業務

・日常巡回清掃業務

・窓ガラス清掃業務

・外部建具清掃業務

・外壁清掃業務

'建物周囲清掃業務

展望台等

稲佐山公園'清掃業務'仕様.書

( 2 ) 業務の範囲及ぴ実施頻度

本業務範囲及ぴ実施頻度は、別糸氏1「清掃面積等調書」のとおり.とする。

3 受注者の負担

業務の実施に当たり必要となる次の経費は、受注者の負担とする。

・業務の実施に必要な電気、ガス、水道等の使用にかかる費用

・業務の実施に必要な外線電話等の使用にかかる費用

・業務の実施に必要な清掃用資機材

・文具等の事務消耗品、コピー代

・日誌及び報告害の用紙、記録ファイル

・衛生消耗品、トイレットペーパー

仕様書・1 2
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別紙1

床の日常清掃

(展望台)

項目

清掃面積等調書

【地下1階】
床面

階段

場所

トイレ

螺旋スロープ(室外)

【1 階】

床面

エレベ^タ^

【1階から3階へのスロープ】

床面

【3階】

床等の日常清

掃(展望台外)

床面(レストラン部分を除く)

材質及ぴ作業内容

硬質床

トイレ

硬質床

【屋上】

硬質床

床面

硬質床

エレベーターホール

除塵及ぴ部分水ぶき

駐車場

除塵及び部分水ぶき

硬質床

駐車場から口ープウェイ乗馬

への通路

除塵及び全面水ぷき

硬質床

除塵及ぴ部分水ぶき

ノ

床以外の日常

清掃(展望台)

ロープウェイ乗場付近トイレ

硬質床

除塵及ぴ部分フKぶき

【外付け螺旋階段】

清掃周期

階段

除塵及び部分水ぶき

硬質床

渡り廊下

硬質床

除塵及び部分水ぷき

トイレ

毎日

【地下1階1

毎日

硬質床

階段

除塵及び部分水ぶき

面積

毎日

硬質床

螺旋スロープ(室外)

除塵及び全面水ぶき

拾い掃き

毎日

トイレ

拾い掃き

除塵及ぴ部分水ぶき

24

毎日

除塵及び部分水ぶき

毎日

硬質床

9

36

【1 階】

61

毎日

硬質床

玄関

硬質床

ホールのイス、テーブル

除塵及ぴ全面水ぶき

262

毎日

硬質床

エレベーター

毎日

2

除塵及び部分水ぶき

【1階から3階へのスロープ】

手すり、壁ふき

スロープ

除塵及び部分水ぷき

336

手ずり及び壁面、部分水ぷき

毎日

除塵及ぴ全面水ぷき

ごみ収集、"扉・便所面台のへだ

て部分ふき、洗面台及ぴ水栓ふ

き、鏡ぶき、衛生陶器洗浄、衛生
消耗品補充及び汚物収集

毎日

103

【3階】

毎日

フロアー

18

毎日

【屋上】

腰掛

320

毎日

説明版

2,1 11

ト除塵フロアマツ

部分水ぶき

毎日

210

除塵及び部分水ぷき

毎日

23.67

毎日

手すり、窓枠、イス及ぴ壁面、

水ぷき

週1回

週1回

90

壁面、部分水ぷき

23

毎日

8

除塵及ぴ部分水ぶき

部分水ぶき

9

61

36

毎日

毎日

毎日

毎日

26

14

99

週1回

2

336

毎日

週1回

1船

64

1.2



床以外の日常

清掃

(展望台外)

項目

駐車場テラス付近設置説明板

ロープウェイ乗場付近トイレ

場所

【外付け螺旋階段】

階段

日常・巡回清掃

渡り廊下

トイレ

上

部分水ぶき

地下1階、 1,階、 3階、屋上床

面、屋上.エレベーターホール

及ぴ1階から3階スロープ並
ぴに地下螺旋スロ【プ(室

外)、外付け螺旋階段、螺旋階
段渡り廊下、屋上腰掛部分

ごみ収集、扉・便所面台のへだ

て部分ふき、洗面台及び水栓ふ

き、鏡ぶき、衛生陶器洗浄、衛生

消耗品補充及ぴ汚物収集

材質及ぴ作業内容

手すり、壁、部分水ぶき

地下イ3階、螺旋階段トイレ及

び口」プウェイ乗場付近トイ
レ

手すり、部分水ぶき

床の定期清掃

(展望台)

ごみ収集、扉・便所面台のへだ

て部分ふき、洗面台及び水栓ふ
き、鏡ぶき、衛生陶器洗浄、衛生

消耗品補充及ぴ汚物収集

清掃周期

駐車場、駐車場から口ープウ
エイへの通路

週1回

除塵及び部分水ぶき

【地下1階】

毎日

床面

面積

階段

【1 階】

0.3

床面

23.67

床部分水ぶき、洗面台部分ぷき、

鏡部分ぶき及び衛生陶器洗浄、
ごみ収集、衛生消耗品補充、汚

物収集

週1回

【1階から3階へのスロープ1

窓ガラス等※

週1回

床面

毎日

【3階】

床面

拾い掃き

【屋上】

床面

90

地下ドア、'玄関ドア、玄関、

1階ホール、 1階から3階ス
ロープ、屋上エレベーターホ

ール、 3階部分のガラス及び
屋上ガラスフェンス、展望台

・目1」テラスガラスフエンス

23

毎日

※1階ホール、

につ.いては、

硬質床

8

硬質床

1,298

硬質床

一般洗浄

剥離洗浄

1階~3階スロープ、 3階部分のガラス及び展望台前テラスガラスフェンス

内側のみの洗浄等

硬質床

毎日

一般洗浄

硬質床

剥離洗浄

部.67

硬質床

毎日

汚れの目立つ部分を水ぷきした

後、乾拭する。

剥離洗浄

年2回

年2回洗浄する

一般洗浄

年2回

2,321

年2回

年2回

24

年2回

262

年2回

336

毎日

103

年2回

320

4舗

100



床の日常清

掃・床以外の

日常清掃

項目

631

中腹駅待合室

場所

中腹駅プラツトホーム

山頂駅

1階

地階

トイレ

45.87 nf

3.64 nイ

除塵及ぴ部分水ぶき

フロアマット除塵、扉ガラス部分

拭き、什器備品除塵、ごみ収集及

ぴ金属部分除塵

山頂駅待合室、窓口、風除

室、入口、更衣室、廊下

待合室舗.06阿
フ.16tr;声口

風除室' 8.45"
5; 32 n{入口

更衣室 12.26 市
廊下.3.72n{

作業内容

除塵及ぴ部分水ぶき

ごみ収集及び手すり拭き

除塵

ごみ収集、扉・便所面台のへだて
部分ふき、洗面台及ぴ水栓ふき、

鏡ぶき、衛生陶器洗浄、衛生消耗
品補充及ぴ汚物収集

山頂駅プラットホーム、バ

ルコニー

プラットホーム 103.93 市
バルコニー1 階 40.14市

バルコニー地階 28.42市

床の定期清掃

清掃周期

除塵及ぴ部分水ぷき

ごみ収集及び金属部分除塵、フロ

アマット除塵、扉ガラス部分拭

き、什器備品除塵

毎日

山頂駅休憩室

12

中腹駅待合室

面積

中腹駅プラットホーム

75.8

毎日

山頂駅待合室、窓口、風除

室イ入口

床の定期

掃・床以外の

定期清掃

毎日

除塵及ぴ部分水ぶき

ごみ収集、手すり拭き

山頂駅トイレ郁皆

96.1

山頂駅.プラットホーム、バ

ルコニー

清

49.51

床の定期

掃・床以外の

定期清掃

毎日

除塵及ぴ部分水ぶき、ごみ収集

野外ステージ

( 2箇所)

表面洗浄

表面洗浄

清

121.97

表面洗浄

野外ステージ・管理事務所

野外ステージ湯沸室

便所清掃

表面洗浄

野外ステージ会議室

表面洗浄

毎日

野外ステ」ジ廊下

野外ステ」ジ階段

除塵及び部分水ぶき

ごみ収集、扉・便所面台のへだて

部分ふき、洗面台及び水栓ふき、

鏡ぶき、衛生陶器洗浄、衛生消耗
品補充及び汚物収集

172.49

毎日

月1 回

除塵及ぴ部分水ぶき

フロアマット除塵、扉ガラス部分

拭き、什器備品除塵、ごみ収集及
ぴ金属部分除塵

月1 回

47.16

月1 回

75.8

月1 回

96.1

月1 回

105.99

週1回

45.87

144.07

年2回

56

年2回

101

年2回

年2回

年2回

28

10
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業務対象展望台・・野外ステージの警備

業務内容

1)通常の警備業務 "ノ

稲佐山公園展望台・野外ステージを自動警報装置等により次の警備業務を行う。

ア監視情報異常の早期発見と対応及び処置

イ事故確認時における緊急連絡先及ぴ関係機関への通報連絡

ウ'監視情報は次のとおりとする

(ア)盗難、'火災

(イ)非常押しボタン(1階障害者用トイレ、エレベーター)

(ウ)画像伝送(1階玄関及び3階レストラン(2箇所)へ防犯カメラを設置。24時間デジ

タルレコーダーへ録画。)

※デジタルレコーダーは、おおむね7日以上の録画画像の蓄積が可能である.こと。

工展望台及ぴ中腹駐車場の巡回、施錠、開錠

(ア)巡回、開錠午前7時から午前8時1名

(イ)巡回、施錠午後10時から午後11時1名

稲佐山公園.警備業務・仕様書

5 その他

受託者は施設の運営上必要と認める業務で、.契約上合理的な範囲内のものについて、この仕様

ー、

3 機器等の設置

業務上必要な警備機器及びこれに付帯する一切の設備は受託者の負担において設置、撤・去を行

うとともに、適切に保守、.点検を実施し、'機器の作動に支障の無い状態に保つこと。

仕様書13

102

4 業務の引継等

(1)受託者は、契約後直ちに委託者が指定する者より業務の引継ぎを受け、・受託期間開始日ま

でに本業務が円滑に行えるようにすることとし、これに係る経費は受託者が負担するものと
、

する。

(2)受託者は、契約期間内もしくは契約期間満'了後に業務を引き継ぐ必要が生じた場合にぱ、

本業務が円滑に行えるよう委託者が指定するものに対して業務の引継ぎを行うこととする。

1
 
2



書に記載されていない事項であっても、信義に従っ.て誠実に実施するものとする。
、

また、緊急出動料金及ぴ保守点検費用(センサー電池交換含む)、及ぴ発注者が警備装置のセッ

ト及ぴりセットを行う力ード等は、受注者の負担とする。

6 位置図
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1 業務対象

(1)稲佐山公園展望台設置の三菱油圧間接式エレベーター

(HVA) j台乗用積載質量750捻速度45m/刑in 総階床

(停止階床)数4

(2)エレベーターに付属する下記の装置

・停電時自動着床装置 1 台 、、

・地震時管制運転装置 1台

・火災時管制運転装置・1台

稲佐山公園展望台エレベーター保守点検業務,仕様書

2 業務内容

(1)保守点検内容

ア毎月1 回、特に訓練された技術員と監督技術員.を派遣し、エレベーターを安全かつ良好な

運転状態に保つ.ため、別紙「点検内容」に基づきエレベーター各部の点検清掃、注油及び適正

な調整を行う二と。なお、使用する潤滑油はメーカフ所定の仕様に基づいて調合したものを使

用すること。

イ機器の磨耗、劣化等を予測し、エレベーターの機能の維持及び安全かつ良好な運転状態の

確保を図るため、部品の修理又は取替を行い、予防保全に努めること。

ウ毎年1 回、担当技術監督者により検査を行い、設備全般の精密試験及び安全装置の機能試

験を実施するこ・と。

工月次、年次の点検、試験等の内容及ぴ実施結果については、完了後、当月の月報に記載する

こと。

オ法令の改正、官公庁の命令もしくは指導による検査、装置・機器.・部品の改造、新規取付等

は発注者の負担とする。

J

,104

仕様書14

(2)故障対応

ア不慮の事故,故障等に備えて、直ちに技術員を派遣し、・また、円滑かつ迅速に部品を供給す

る体制を常に整えておくこと。なお、エレベーターを休止せざるを得ない場合においては、そ

の休止時閻の短縮に努めること。



イ'次の監視項目の異常信号を受信した場合、事故・故障等を発見又は通報等により認,知した

場合には、迅速かつ的確な対策を講・じ、復旧に向けて専門技術者を派遣し、必要な対応を行う

もの'とする.。

(ア)電源系統異常

(イ)安全装置異常

(ウ)閉じ込め

(エ)起動不能

(オ)・扉開閉不良

ウ事故・故障等の内容及ぴ対応結果にっいては、完了後、,速やかに書書面により報告するこ

と。また、対応中である事案についても、発注者の求めに応じて途中経過等を報告する_こと。

工閉じ込め事故のため、エレベーターカ.ゴ内の乗客と受注者の事故対策部局の専門員と直接

の通話が可能な体制を整えること。状況によっては、受注者の事故対策部局の専門員からエレ

ベーターカゴ内の乗客に向けて直接の通話を行うこと。

(3)監視装置

遠隔監視に必要な監視装置、通信に伴う電話回線は、"受注者において所要の設置及ぴ撤去

を行い、.設置した機材等は受注者が所有するものとする。

また、本業務遂行に伴い発生する残材及ぴ撤去物については、受注者の負担において適切な

処理を行うこと。

4 その他

(1)労働安全衛生法に基づく、総括安全衛生管理者の申請を条件とする。

(2)労働安全衛生規則第36条に基づく、特別教育の終了認定を受けた者を作業に従事させるこ

と。

(3)利用者、歩行者及ぴ作業員等に危険が及ぱないよう作業に際しては細心の注意を払うこと。

(4)いかなる場合においても、迅速な部品の供給体制を整え、速やかな対応を行うこと。
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1'業務内容

ぐ1)・消防法第17条の3の3 に基づく消防設備の点検、報告を行うこと。

対象施設及び実施時期につ.いては次のとおりとする。

稲佐山公園消防設備点検業務仕様書

対象施設

展望台 自動火災報知設備

設備概要

非常警報設備

野外ステージ

誘導灯

屋内消火栓設備

非常雷源設備

消火器

山頂駅舎

(2)その他

ア設備に応じた資格を有する者が点検を行うこと。

イ作業日程は事前に市・に連絡し、調整を行った上で実施すること。

ウ作業実施後は、所轄の消防署及ぴ長崎市に報告害を提出すること。

※,展望台及び野外ステージにっいて、警備業務を再委託している場合はイ作業前に各施設の

警備業者に連絡すること。

仕様書15

個数

自動火災報知設備

誘導灯

1台

消火器

1式

誘導灯

13 ム

点検種別/実施時期

消火器

1式

1式

19 本

2 その他

(1)費用の負担

業務実施に必要な機材、薬剤、消耗品等にっいては、消火器噴射点検後の消化剤の再充填費

用等を含め、すべて受託者の負担とする。

点検結果が不良であったために発生する設備の修理、交換等の業務は含まない。

総合点検10月

機器点検10月・3月

8台

12 本

4本
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借入物件玄関用マット

2 規格・数量等

稲佐山公園.マット賃貸借仕様書

展望台1階正面入口

展望台1.階左側入口

展望台2階外廊下入口

設置場所

展望台屋上エレベーター入口

管理事務所入口

中腹駅舎①

中腹駅舎②

中腹駅舎・山頂駅舎③

山頂駅舎④

山頂駅舎⑤

仕様書16

備考

・消防庁が認定する防炎加工及び薬品加工されたマットを使用すること

(規格は同程度とする。)

・ 7日間に1回交換すること

規格

150omX 180釧

750mX 90cm

90cm X 150cm

90釧X150飾

90omX 150釧

、

90omX 120om

1枚

90omX 150cm

1枚

90cmX 750m

1枚

90omx.150cm

1枚

90om X 120cm

1枚

3枚

2枚

3枚

1'枚

4枚
」
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稲佐山公園展望台エレベーター監視カメラ賃貸借

借入物件

2 業務概要エレベータフ内の防犯のため、監視カメラを設置し、定期的に保守点検等を実施

する。

土レベーター用防犯カメラ装置一式

3

(1

業務内容

)借入物件仕様

アデジタル式の録画機能を有する機器であること

イおおむね7日分以上の録画画像の蓄積が可能であること。

(2)点検等

ア 6か月に1回、機器の外観、機能及ぴ画像の点検を行い、機器が正常な機能を保つよう機器

の清掃等必要な措置を講じること。

イ・録画装置のバックァップ用電池の使用推奨期間が経過する前に交換を行なうこと。

ウ部品の消耗等の理由により機器が故障した場合には、機器の修理及び部品の交換を行うこ

ととし、修理期間中については代品を設置して対応すること。

工録画した画像を確認する場合及び他の記録媒体に録画する場合には、必要な機器を用意し、

現地立会いを行なうこと。

仕様書1'フ

仕様書

(3)機器等の設置

業務上必要な機器及ぴこれに付帯する一切の設備は受託者の負担において設置、撤去を行

うとともに、適切に保守、点検を実施し、機器の作動に支障のない状態に保つこと。

109



1 業務概要

稲佐山公園野外ステージの舞台・照明・音響等に係る機器類の操作及び点検を実施し、・施設の円

滑な管理・運営を行う。

稲佐山公園野外ステージ舞台関係業務仕様書

2 業務従事者の資格等

業務従事者の資格経験等については、次のとおりとする'

種別

監督者 1 照明技術者技能検定2級以上の免状又は舞台機構調整士2級以上の免状い

ずれかーの免状.を保持している者で、10年以上舞台関係業務に従事した経験

のある者

2 前号に規定する者と同等以上の技能を有する者

補助者

種別の説明(いずれか1つに該当する・者)

1 照明技術者技能検定2級以上の免状又は舞台機構調整士2級以上の免状い

ずれかーの免状を保持している者

2 5年以上舞台関係業務に従事した経験のある者

3 前2号に規定するものと同等の舞台関係業務の経験を有すると認められ

る者

仕様書18

3 業務内容

アステージ利用時の立会及ぴ開錠、施錠

イステージ利用者との打ち合わせ(必要な場合のみ)

ウステャジ利用者の案内、指導

エステージの舞台・照明・音響等に係る機器類の操作及ぴ月1回以上の日常的点検(機器類の

点検のうち、特殊な技術を要するものやピアノの調律等の業務は除く)

オステージの器具・備品類の貸出、返却

力長期にわたりりハーサル室以外の利用が無い場合におけるステージの簡易な清掃その他、

ステージの円滑な管理・運営に必要な業務

4 業務を要する日・時間

・原則としてステージの利用がある日、設備機器の保守点検、工事等による立会を行う必要が

1 10



ある日のみ業務を行う。

・原則として午前8時から午後10時までの間に行う。ただし、行事の内容によって、午後10時

以降の利用がある場合は、業務を要する時間を延長するものとする。

5 ・業務従事者の配置

本業務を遂行するため、常に長崎市と緊密な連携を図り、利用者へのサービス水準が低下する

ことがないよう十分留意すること。

各行事別の人員配置の目安は次のとおり.とする。2名以上の場合は必ず監督者を配置すること。

行事1 (舞台使用、'照明・音響操作イ備品貸出)

行事2 (舞台使用、'備品貸出〔照明・音響操作なし〕)

リハーサル室のみ利用

保守点検立会

機器点検等

6 業務の報告等

(1)ステージの器具・備品類のうち、有料貸出品の貸出を行った場合には、規定の書式にて報告

すること。

(2)施設・装置・備品等に故障、破損等を発見した場合は、速やかに連絡すること。

7 その他

受注者は施設の運営上必要と認める業務で、契約上合理的な範囲内のものについて、この仕様

書に記載されていない.事項であっても、信義に従って誠実に実施するものとする。

1 1 1

ア
イ
ウ
エ
オ

名
名
名
名
名
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2
 
2



稲佐山公園野外ステージ舞台照明設備保守点検業務

業務回数

2 点検方法

(1)専門的な知識・経験のある技術者が設備の保守点検業務を行うこと。

(2)本仕様書に記載なき事項でも、安全かつ良好な機能を完全に維持するために必要と認めら

れる保守・ネ削彦は、監督職員と協議の上行うこと。

(3)点検中は周囲の安全を確保し第三者災害の防止に努めるとともに、利用者の支障にならな

いように配慮する二とb 特にステージ上の安全確保に努めること。

年1回

3 点検内容

(1)主幹盤、各種分岐盤

主幹開閉器、電磁開閉器L 負荷開閉器、各端子増締め等の点検、調整、整備、清掃

(2)サイ'りスター調光器盤

サイリスター調光器盤等の点検、調整、整備、清掃

調光器出力特性測定、絶縁抵抗測定、.負荷端子増締め・等

(3)照明調光操作盤

マスター、クロス、グループフ工」ダー等の動作確認、調整、清掃

フェーダー出カレベル測定、各信号波形測定、各直流電流測定

(4)舞台負荷設備

照明(吊物上)、各配線、ボーダーケーブル、各端子増締め等の点検、調整、整備、清掃

(5)その他

保守点検に要ずる部品等は受注者の負担とする。

仕様書19

仕様書

1 12



業務回数

稲佐山公園野外ステージ吊物保守点検業務仕様書

2 点検方法

(1)専門釣な知識・経験のある技術者が殷備の保守点検業務を行うこと。

(2)"本仕様書に記載なき事項でも、安全かつ良好な機能を完全に維持するために必要と認めら

れる保守・補修は、'監督職員と協議の上行うこと。

(3)点検中は周囲の安全を確保し第三者災害の防止に努めるとともに、利用者の支障にならない

ように配慮すること。特にステージ上の安全確保に努めること。

年1回

3 点検内容

(1)駆動機構

電動機、ブレーキ、減速機、電動機械、ラックギア機構、スクリュー機構、ワイ、ヤー

ロープ機構、チェーン機構、レバー機構、摩擦口ーラ機構、ロッキング機構等

(2)構造部

ガイドレール、ガイドジューラー、車、'輪、舞台鉄骨、.支持鉄骨、墓礎アンカー等

(3)吊物関係

バトン、吊、枠、反射板装置、諸幕等

(4)油圧関係

油圧ユニット、ブランジャ、配管ホース、清掃給油等

(5)電気関係

制御盤、操作盤、信号表示、りミットスイッチ、集電器・配線、電流値、抵抗値等

(6)その他

保守点検に要する部品等は受注者の負担とする。

仕様書20
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稲佐山公園野外ステ「ジ音響設備保守点検業務仕様書

業務回数

2・点検方法

(1)専門的な知識・経験のある技術者が設備の保守点検業務を行うこと。

(2)本仕様書.に記載なき事項でも、安全かつ良好な機能を完全は維持するために必要と認められ

る保守・ネ削匿は、監督職員と協議の上行うこと。

(3)'点検中は周囲の安全を確保し第三者災害の防止に努めるとともに、利用者の支障にならない

ように配慮すること。特にステージ上の安全確保に努めること。

年1回

3 点検内容

下記項目の点検、調整、整備、清掃

(1)音声調整機器

イコライザー、レベル計、.押しボタンスイッチ等

(2)入出力機器(2F 調光室)

入出カジャック等

(3)入出力機器(ステージ)

フロアコンセント(4箇所)等

(4)電力増幅機器

電源電圧ランプ、イコライザー等

(5)効果機器

ワイヤレスマイク、カセットデッキ、CDプレーヤー、.モニタースピーカー

(6)その他

保守点検に要する部品等は受注者の負担とする。

1 14
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業務対象

名称

稲佐山公園芝生管理業務仕様書

芝生

2 業務内容

(_1)刈.り込み

ア芝生敷地内にある施設等を損傷しないように注意し、刈りむら・刈り残しの無いように均一

に刈り込む.。

イ刈り込み高は、市と協議する。

ウ刈り取った芝は、集積し、まとめて廃棄物処理とするとともに、刈り跡はきれいに清掃す

る。

工刈り込み回数は年7回とする。'・(5月から 11月まで 1 回/月)

(2)施肥

ア所定の施肥量を芝生面にむらにならないように均一に散布する。

イ施肥回数は年1回とする。

(3)除草

ア芝生をいためないように除草ホークなどを用いて根より丁寧に抜き取る。

イ抜き取っ.た雑草は、集積し、まとめて廃棄物処理するとともに、除草跡はきれいに清掃す

る。 、

ウ除草回数は月1回とする。

(4)目土散布

ア.植物の根、瓦礫、赤土等がなく、ふるい分けした目土用土を用いるb

イ'指定の厚さにむらなく均一に十分すり込み、芝生面に不陸がある場合は修正を勘案しなが

らイテう。

ウ散・布の回数は年1回とする。

(5)補植・養生

破損している個所については、芝生の補植・養生を行う。

(6)潅水

必要に応じて、'潅水を行う。

野芝・高麗芝

規格 面積

17,000 け; 野外ステージ前広場、遊具広場、草スキー場

仕様書22

場所
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(フ)'病害虫防除

ア薬剤に関しては、農薬取締法などの農薬関連法規及びメーカーで定めている使用安全基準、

使用方法を遵守すること。'また、利用者の状況に考慮しながら作業すること・。

イ散布量は、指定の濃度に正確に希釈したものを、枝葉の表裏両面に細かい水滴がつく程度

にむらなく均一に散布すること。

ウ.散布の際は、隣接家屋、住民、公園利用者及び池や飼育動物等に対する安全を確認するこ

と。

工散布日は、風、日照、降雨等の天候条件を考慮し実施すること。

オ.作業範囲を明確にし、バリケードや口ープで囲い、作業関係者以外の立ち入.りを禁止する

こと。

力病害虫防除は、発生時にその都度行うこと。

116



業務内容

野外ステージのグランドピアノの調律、調整を行い、正確な機能の保持を図ること。

稲佐山公園厘チ外ステージピアノ調律業務仕様書

2 点検方法

(1)調律資格のある技術者が業務を行うこと。

(2)本仕様書に記載なき事項でも良好な機能を完全に維持するために必要と認められる保守、

補修は市と協議の上で行うこと。

('3)保守点検に要する部品等は受注者の負担とする。

仕様書23

、
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稲佐山公園展望台駐車場ゲートシステム管理業務

業務対象

2 業務内容

受注者は以下の業務を実施するものとする。

(1)稲佐山公園展望台駐車場ゲートシステムの不具合等に常時対応できる体制をとること。

(2)・利用者から不具合等に関する連絡を受けた'ときは、当該不具合解消のため、利用者に対し

て的確な指導を行うこと。

(3)(2)において、当該不具合が解消に至らないときは、現地へ出向き、当該不具合の解消作

業を行うこと。

(4)設備故障等が生じた場合は、速やかに必要な措置を講じること。

(5).駐車場の利用状況に関する情報を常時インターネット上で表示すること。

展望台駐車場出入口

3 その他

(1)業務上必要な機器及び業務に係る一切の費用については受注者が負担すること'感熱磁気

駐車券及ぴ感熱磁気口ール紙サービス券の購入も委託料において負担すること。ただし、次

の場合の修理、調整に係る費用は含まないものとする。

ア天災・地変,'火災による故障

イ指定の技術者によらない不当な修理又は改造による故障

ウ利用者の誤使用・過失による故障

工本市の都合により行う工事又は設備の移設、改修

(2)不具合等が解消しないときは、速やかに報告すること6

(3)その他、当該業務の遂行に必要な事項で、契約書及ぴ仕様書に定めのないものについ

ては、発注者と受注者で協議し決定することとする。

仕様書24

仕様害
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業務場所

2 業務時間

稲佐山公園交通整理業務仕様書

中腹駐車場、展望台駐車場、スロープカー駅舎及びゲート周辺

3 業務内容

中腹駐車場、展望台駐車場、スロープカー駅舎及ぴゲート周辺における交通混雑を予防すると

ともに、混雑発生に伴う車鞆及ぴ通行入によ.る事故を防止するため交通整理を行う。各配置場所

における業務内容は「牙1俳氏1」による'

(1)土日祝 9人体制

(2)繁忙期 14人体制(スロープカー駅舎等に追加で5名を配置するD

18時~22時(スロープカーの運行時間)

※年末年始の展望台等業務は別紙1の時間帯

※1

※2

上記a)、②の期間はタクシー規制を行う。

繁忙期は41日とする。

・ゴールデンウィーク 10日、お盆5日、シルバーウィーク 4日、年末年始.7日、ランタン

フエステ、イバル15日

仕様書25

4 その他

・本業務は、'警備業法第二条第二項の警備業務とする。

・受注者は、警備業法第四条の規定に基づき、都道府県公安委員会の警備業務の認定を受けて

いること。

・受注者は、施設の運営上必要と認める業務で、契約上合理的な範囲内のものについて、この

仕様書に記載されていない事項であっても、信義に従って誠実に実施するものとする。
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1 事前準備

(1)満車時の案内板を中腹駐車場の満車時に使用するため、設置場所Aに準備しておく。

(2).スロープカー運行案内板を、設置場所B、 C、 Dの3か所に設置する。

2 ・人員体制

(1)土日祝日配置場所①に2名、②~⑧に各1名配置する。信+9名)

(2)繁忙期配置場所①、⑨に2名、②~⑧、⑩~⑫に各1名、配置する。信十14名)'

※年末年始(1?/31~1/1)の展望台等業務(下記3⑬)においては、新たに配置場所⑬に2名

配置する。

各配置場所における業務

3 配置場所

①_青上二三^

(1)展望台駐車場に向かう車両のうち、タクシー、身障者同乗車両、マイクロバスのみを青レ

ーンに誘導、許可車両はゲート出口に誘導し、その他の一般車両はすべて中腹駐車場へ誘導

する。

(2)説明を求められた場合、次のことについで適宜案内する。

・混雑緩和のため、・一般車の展望台駐車場への.乗り入れは御遠慮いただいていること。

・中腹駐車場から展望台までは、スロープカーカや15分間偏で運行していること.。

・中腹駐車場より展望台まで、徒歩15分~20分である二と。

、

別紙1

2 ゲート~緊急時通行力ード挿入機~ロータリー付近

劇)青レーン以外から車両が進入してきた場合

・許可車両は、緊急時通行力ード挿入機を操作し、出口部分から進入させ、許可車両の進

入時は、出庫しようとする車両を優先させる。また、無線機器にて、展望台駐車場に向か

つた許可車両の特徴を、配置場所「③展望台駐車場」の整理員に連絡する。

・一般車両は、中腹駐車場に誘導する。

(2)車両の運転手より説明を求められた場合、「配置場所①(2)」を適宜案内する。

※ゲート機器に異常が生じた場合は、出口側に設置してあるインターホンによりイ

「コールセンター」に状況を報告し復旧対応を依頼する。
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③^

(1)光のトンネルからの観光客等の歩行者の安全確保及ぴ、マイクロバス等の乗降客の安全確

保及び整理を行う。

(2)マイクロバス等のUターン場所の確保を行う。

(3)無線機器にて、他の配置場所の整理員への展望台駐車場の空車状況等の連絡調整を行う。

4 青レーン中間部入口~交差点付近

(1)スロープカー運行終了20分前までは、状況をみながら配置場所①または配置場所②の業

務を行う。

(2)スロープカー最終便出発を確認したら、配置場所①及び配置場所②の整理員と連携しなが

ら一般車両へのゲートの開放を行う。

5

r

城山台方面からの中腹駐車'入口前

城山台方面からきた車両は一旦停止させ、展望台駐車場に向かうかどうかの確認を行い誘導

する。

(1)展望台駐車場に向がう車両には、'「3 配置場所①(2)」を適宜案内し、中腹駐車場へ誘

導する。

(2)許可車両は、ゲート出口に誘導する。

(3)その他の車両は、そのまま通行するよう誘導する。

6 中腹駐車場内入口

(1)駐車場に入場してきた車両を一旦停止させ、次の内容を確認し適宜誘導する。

・スロープカフ利用又は中腹駐車場での待機

・中腹駐車場に駐車して展望台への徒歩又は公園利用

(2)_無線機器を使用し、中腹駐車場の空き状況を「配置場所⑦」の整理員と逐次連絡を取る。

(3)駐車場が満車になった場合

・進入しようとする車両を旭大橋方面もしくは城山方面に誘導する。

・満車時案内板を、中腹駐車場入口に設置する。

121

⑦_」^

(1)中腹駐車場に入ってきた車を空きスペースに誘導する。

(2)無線機器を使用し、'中腹駐車場の空き状況を「配置場所⑥」の整理員と逐次連絡を取る。

(3)中腹駐車場が満車で空きがなくなうた場合は、「配置場所⑥」の整理員へ連絡を行い、



満車の看板を設置するよう連絡する。

(4)マイクロバス等の入場はバス専用駐車場に誘導する。

旦_」^

許可車両進入時、山頂から来る車両の整理及ぴ歩行者の安全確保を行う。

9 スロープカー乗り場(中腹駅)

乗り場までの観光客等の歩行者の安全確保及びスロープカー利用者の整理を行う。

スロープカーバス駐車場付近(中腹駅)

シャトルバスを専用駐車場に誘導し、乗車客の安全確保及ぴ交通整理を行う。

スロープカー乗り場.(山頂駅)

(1)ロープウェー乗車客、スロープカー乗車客の行列をそれぞれの駅舎に誘導する。

(2)乗車客の行冽が光のトンネルを超えて展望駐車場側まで伸ぴた場合は、展望駐車場のタク

シー等.の通行に支障のないようにパーテーションを用いて誘導する。

(3)ロープウェー降車客、スロ・」プカー降車客を展望台に誘導する。

※繁忙期対応

展望台入口※忙期対応

展望台利用者の交通整理、雑踏整理及び、・バス、タクシー等の誘導を行う。

※繁忙期対応

※繁忙期対応

展望台※年末年始対応

(1)年末年始の交通整理、雑踏整理等のため、以下の表により業務を行う。

12月31日午後8時~

1月1日午前6時

時間

1月1.日

午前6'時~午前8時

、

展望台駐車場

展望台駐車場ゲート

場所

展望台(主に屋上)

人員

1名

1名

交通整理・雑踏整理

業務内容

交通整理、満車時中腹駐車場

への誘導

2名 雑踏整理

注意事項の呼ぴかけ(「足元注

意」等)
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( 2 ) 1月1日に次のとおり写真撮影を行う。

撮影時間

午前6時及ぴ午前8時

午前6時、午前7時、午前8時及び日の出

その他

マイクロバスは、展望台駐車場での駐車ができないため送迎のみの扱いとなり、乗客を展望

台駐車場で下車させ一旦下山し、中腹駐車場で待機して再度展望台に迎えに行くよう案内する。

また、乗客を展望台駐車場で下車させたマイクロバスは、中腹駐車場のいつでも出庫できる

場所に誘導する。

場所

展望台駐車場及び中腹駐車場

展望台(入口前、 1階、 2階、屋上)
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4月

日月

土日祝8

火水

7 8

14 15

21 22

1月

日月

交通整理予定表(令和2年(2020年))

5月土日祝8.繁忙期7 6月繁忙期3

木金土日月火水木金土日

2 3 4

9 10 11

繁忙期4

木金土

3 4 5

10 11 12

17 18 19

24 25 26

16 17 18 10

23 24 25 17

24

31

7月

日月

土日祝9

火水木

7 8

14 15 16

21 22 23

28 29 30

9月

日月

月

月

11月

日

8 9

15 16

22 23

29 30

3月

日
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土日祝5

火水

2 3

9 10

土日祝9

火水

土日祝8

火水

1 2

8 9

15 16

22 23

土日祝6

火水

1 2

8 9

15 16

23

29 30

8月

日月

10月

日月

456789

10 11 12 13 14 15 16

2717 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 28
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4月

日月

交通整理予定表(令和3年(2021

土日祝8.繁忙期3 5月土日祝8.繁忙期7

火水木金土日月火水木金土

1 2 3

7 8 9 10

14 15 16 17 9 10 11 12 13 14

21 22 23 24 16 17 18 19 20 21

23 24 25 26 27 28

30 31

土

1月

日月

2月

日月

7月

日月

土日祝10

火水木

6 7 8

13 14 15

20 21 22

27 28 29

15

土

9月

日月金

年))

6月

日月

月

月

月

月

8月

日月

8

月

月

土日祝9

火水

1 2

8 9

15 16

22 23

29 30

土日祝8

火水

7 8

14 15

21 22

土日祝 11

火水木

土日祝10

火水木金

2--3-4--5

9 10 11 12

16 17 18 19

23 24 25 26

30

土日祝8

火水木

1 2 3

8 9 10

15 16 17

22 23 24

29 30

土日祝7

火水

3 4

10

17 18

24 25

31

土日祝9

火水

土日祝5

火水

125

土日祝7.繁忙期4

火水木金土

1234

7 8 9 10 11

14 15 16 17 18

21 22

28 29 30

繁忙期5

木金土

5 6 7

45678

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 27 28

30 31

※土日祝:10o e X9 人=900人※繁忙期:41 e X14 人=574人

3月

日月

繁忙期

木金

繁忙期3

木金土

繁忙期4

木金土

2 3 4

9 10 11

16 17 18

23 24 25

土

-1-

土
5

金
4

2
 
9

土
5

金
4

木
3

6

2
 
9

2
 
9

4
司
袷
舗

5
桧
円
鈴

6
 
袷
⑳
刀

4
れ
袷
鈴

5
松
円
鈴

土
3
W
n
N
釧

1
 
日

6
 
3
 
0

1
 
2
 
3

8
巧
訟
⑳

3
円
打
熊
釧

6
怜
⑳
刀

4
訓
怜
鮖

7
叫
創
那

5
松
円
紛

2
 
9

2
 
2

6
 
3
 
0

1
 
2
 
3

6
怜
⑳
刀

金
1
8
巧
訟
四

7
叫
幻
鉛

れ
日

9
 
6

1
 
2

1
 
8
 
5

ー
ー
 
2

0
 
7

2
 
2

2
 
9
 
6

ー
ー
 
2

6
 
3
 
0

1
 
2
 
3

劉
船

7
叫
劉
鈴

5
 
松
円

8
巧
訟
四

6
 
怜
⑳
刀

桧
日

3
 
0
 
7

1
 
2
 
2

5
桧
円
鈴

6
袷
⑳
刀

怡
船

7
 
4

1
 
2

袷
鉐

9
 
6

1
 
2

6
 
捻
⑳
刀

7
叫
訓
器

0
7
4
1

ー
ー
 
2
 
3

1
 
8
 
5

ー
ー
 
2

2
 
9
 
6

ー
ー
 
2



4月

日月

交通整理予定表(令和4年(2022年))

土日祝8.繁忙期3 5月土日祝7.繁忙期7 6月

火水木金土日月火水木金土日月

1 2

5 6 7 8 9

12 13 14 15 16
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41 e X 14 人=574 人
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※土日祝:99 eX9人=891 人※繁忙期

ランタンフェスティバルの日程は未定
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4月

日月

土日祝8

火水

交通整理予定表(令和5年(2023年))

繁忙期3 5月土日祝6.繁忙期7 6月
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業務対象

2 業務回数

(ア)点検及ぴ利用状況調査・ 1日2回

(イ)'庠駄見登録受付業務(随時)

稲佐山公園ドッグラン関係業務仕様害

ドッグラン面積 2,200.rrt

3 業務目的

(ア)施設・設備を定期的に保守点検することにより、破損箇所、不具合を早期発見し、かつ、対

応することにより、適切な施設維持管理を行うこと。

(イ)利用者から新規登録の申請があった際は、稲佐山公園ドッグラン利用登録申請書兼誓約書

等の必要書類を確認後、許可証を発行すること。

4 業務内容

(1)施設内のフェンス、蛇口、錠等不具合がないか点検を行うこ.と。

(2)・点検時に発見された不具合事項は、点検表に記録し、処理内容、処理日を記録すること。

(3)点検と併せてイ利用状況につい'て'も記録を行うこと。

(4)利用者間のトラブルについては、利用者同士で解決するよう促す。

仕様書26
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業務対象

2

稲佐山公園噴水池清掃管理業務仕様書

業務回数

3 業務内容

(1)沈殿物、周囲の壁面等の汚れに対し、水を抜いた状態で清掃を行うこと。

(2)水質の状態が悪い場合は、水を入れ替えること。

(3)ゴミ等の浮遊物・沈殿物が見受けられるときは、除去を行うこと。

(4)特に、噴水用ボンプ等に詰まり等の生じないよう、集塵機内のゴミを取り除くことb

(5)回収物については、適切に処理すること。

(6)噴水設備について、雨天時や強風時においては、通常の自動運転の設定を止め、作動可能な

状況になったら自動運転に戻すこと。

遊具広場内池、噴水設備

年3回 (実施時期〔目安〕:鮒前、夏休み前、年末)

仕様書27

131



業務対象

2

稲佐山公園・・'空調機器保守点検業務仕様書

業務回数

3

展望台、野外ステージ、中腹駅舎、山頂駅舎の空調機器

業務内容

各空調機器について点検作業を行い、記録表を地域整備1課に提出すること。

年1 回

4 主な点検項目

フィルターダクト、フィルター、空調機吸込み口、空調機吸込みフィルター、加湿器、

給気ファン、空調機系統等

J

5 その他

(1)作業を行うにあたり、フロン排出抑制法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関

係法規を厳守し、・また、環境衛生上の諸注意に留意して実施すること。

(2)不適切な使用により機能障害が生じた場合の修理代・改修工事代は、すべて発注者(指定管

理者)の負担とする。

(3・)発注者は、必要があるときはこの契約の内容を変更し、又は契約の履行を中止させること

ができるこ"ととし、この場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害の賠償につい

て、協議のうぇ定めるものとする。

仕様書28
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業務対象

(1)中腹駅舎 1箇所

・欄建鋼社製スリムウォール

・ナブコ製'エンジン装置

稲佐山公園自動ドア保守点検業務仕様害

( 2 ) 山頂駅舎 2箇所

※令和元年8月の時点で製品名が確定していない。次項の図面のとおりの物を発注予定。

2 業務回数

3 業務内容

声動ドアの機能を常に良好な状態にし、故障等を未然に防止することを目的とする.。

(1)装置の異常の有無の点検

(2)扉の開閉速度及びクッションの調整

(3)装置の電気回路の点検

(4)各部のビス・ボルト・ナット等の締め直し

(5)オイル、潤滑油の点検及び補充

年1回

仕様書29

4 その他 仕様書に定めのないものについては、双方協議のうぇ決定する。
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業務対象

稲佐山公園時刻表等モニター保守点検業務'仕様書

2 業務回数

3 業務内容

時刻表等モニター2台が常に良好な状態で稼働しY故障等を未然に防止することを目的とする。

モニターに発車時刻に連動した時刻表や料金表を表示しているものにおいて、下の動作が正常

に稼働するか点検を行う。

中腹駅舎・山頂駅舎にそれぞれ設置する時刻表等モニター

月1 回

(1)動作条件

アインターネット接続にて正確な現在時刻を取得してし.、る。

イ.定刻表示モニターは拡張モー・ドにより表示する。

ウ中腹駅、.山頂駅の管理用PC各1台にインストールされていて、2台のPCは独立して動作

する。(LANでの接続ではない)

エ(2)(3)に示すAページを30秒表示した後、 Bぺ'ジを1・0秒表示する。以降はこの

繰り返し。

1

' 仕様書30

(2)定刻表示VVEBページ(Aページ)

現在時刻を参照,し、次の発車時刻とその次の発車時刻を表示する。

アのりぱ.(①番、②番)の表示

イ発車5分前~発車時刻まで、「改札中」'を表示

ウ最終便のときは「最終便」を表示

工運行間隔の表示

オ上り最終、下り最終時刻の表示

力現在日時の表示

キお知らせ(テキストが右→左方向へ流れる)

この部分は画面上の隠しボタンをクリックすることで、あらかじめ登録してあるテキスト

文,を変更できる。
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Aページ画面イメージ(レイアウトはサンプル)

次の発車は

21:20

N雌XTD圧P轟IURE

2、1:40

<お知らせ> 8/1~8/30まで展望台1階ホールで000イベント開催中!

(3・)料金表ページ(Bぺ・」ジ)

SEnⅥCEFERQL彫NC1旺S 20min

4

0 ず

.

スロープカー運賃

弄

.

.

. 最終便
LAST TR炉

」

目

・1'歳未満の乳児は無料です。

・個人の方は、券売機で乗車券をお買い求めください。

・団体乗車券は、窓口でお買い求めください。
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業務目的

長崎稲佐山公'園スロープカーの運行を安全に行うために、レールの保守点検を行うもの。

稲佐山公園'レール保守点検業務仕様書

2 業務回数

・定期点検

・年.次点検

3 点検内容

(1)構造部関係点検整備

(2).軌道関係点検整備

(3)駆動装置及ぴ伝動装置点検整備

(4)安全装置点検調整

(5)車体点検整備

(6)電気設備点検整備

(フ)その他設備点検整備

年5回

年1回

゛

ノ"

4 消耗品の交換

(1)トロリーシュー

(2)オイル

(3)グリース等雑品

仕様書31

ノ
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一般廃棄物業務対象

稲佐山方面車道

稲佐山公園廃棄物処理業務仕様書

稲佐山方面歩道

展望台登山道

箇所

ドッグラン広場及びその周辺

ハナミズキ園

つつじ園

草スキー場及ぴその周辺

噴水・遊具広場及びその周辺

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

野外ステージ広場

伐草材、伐採材(枝葉'幹)

鉢巻山展望所及ぴその周辺

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

対象

2

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

仕様書32

産業廃棄物業務対象

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

管理事務所

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

展望台・展望台駐車場

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

野外ステージ・里チ外ステージ前広場

数量(市)

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

箇所

中腹駐車場

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

噴水広場・遊具広場・鉢巻山展望台

伐草材、伐採材(枝葉・幹)

80.0

中腹駅舎・.山頂駅舎

80.0

3 業務内容

伐草材、伐採材及び産業廃棄物は指定場所に集積した後、廃棄物の処理及ぴ清掃に関す

る法律その他関係法令を遵守し、適切に処理すること。

40.0

産業廃棄物

価.0

産業廃棄物

25 0

20.0

産業廃棄物

対象

160..0

産業廃棄物

50 0

産業廃棄物

200.0

産業廃棄物

70.0

数量(市)

101,8

1315.0

10330.0

12500.0

4000,0

138
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長崎口ープウェイ

指定管理者業務仕様書

1 施設の運営及び施設の維持管理に関する業務

長崎市文化観光部観光政策課

令和元年.'9月
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設の運営に関する業務

ノ

1 趣旨

本仕様書は、ロープウェイの指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定めるこ

とを目的と'します。

2 管理に関する基本的な考え方

ロープウェイの管理運営にあたうては、次に掲げる項目に沿って行ってください。

(D 口ープウェイは、本市が推進する夜景観光の拠点施設のひとつとして位置づけてい

ます。本施設を、観光の振興、地域の活性化及ぴ市民の福祉の増進を図る場として積極

的に活用することとする長崎市の基本的な運営方針に基づき、管理運営を行ってくださ

レ、

②利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好な施

設の維持管理を行うことを基本としてください。

③利用者の意見を管理運営に反映させてください。

④個人情報の保護を徹底してください。

(5)効率的な運営を行ってください。

(6)管理運営費の削減に努めてください。

3 指定期問等

令和2年4月1日から令和7年3月.31日までとします。

(指定期聞中、会計年度 C4月1日から翌年の3月31_日まで)ごとに、長崎市と細目を定

める協定を締結するものとします。)

4 施設の概要

①所在地等

1,000円

所在地

営業時間

750円

運行間隔

【淵神社駅】

胖剛左岳駅】

9 00~22:00

長崎市淵町8番1号(淵神社内)

長崎市稲佐町364番地

00~18

00~22

利用料金

1 個人の利用におげる基準額(令和元年10月1,日以降)

00

00

1回/20分

1回/15分

一般

高等学校または

中学校の生徒

500円小児

通常の料

金

片道

730円

前売券の料

金

520円

410円

580円

通常の料

金

410円

往復

1,250円

330円
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前売券の料

金

940円

620円
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2 団体の利用に係る基準額

15人以上100人未満

駐・車場

区分

100人以上

②施設概要

淵神社駅に自家用車15台分、バス2台分。

金・士・日'祝日は長崎ダイヤモンド、スタッフ総の駐車場を借用して

いる。

【駅舎・】

淵神社駅舎

稲佐岳駅舎

【ロヤプウェイ】

個人の通常の料金の 100分の80に相当す

る額

全長

高低差

個人の通常の料金の 1ρ0分の70 に相当す

る額

最急勾配

金額(1人につき)

面積:・494.03 金

搬器乗車定員

面積:606.フ71寸

搬器積載重量

運転速度

1,090m

索道種別

298m

支索

26度

曳索

31 名

平衡索

1,860kg

、

18km/h(5m/S)

5 法令等の遵守

ロープウェイの管理にあたっては、本仕様書のほか、次に掲げる法令を遵守してください。

①地方自治法、地方自治法施行令

②長崎市索道施設条例、'長崎市索道施設条例施行規則

③労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

④個入情報保護に関する法律、長崎市個人情報保護条例

⑤消防法

⑥下水道法

⑦水道法

⑧.電気事業法、電気事業法施行規則

⑨鉄道事業法、,鉄道事業法施行規則

複線交走式普通索道(ゴンドラが交互に動く)

直径 52mm(メインロヤプ)

直径22血俳創左岳駅舎引,き綱)

直径20血(淵神社駅舎引き綱)
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aの長崎市索道施設安全管理規定

aD 複線交走式普通索道運転細則及び整備細則

a2)警備業法

a3)公安委員会規則

a4)廃棄物の処理及び清掃に関する法律

(15),電波法

a6)その他、業務を遂行_する上で、関連する法令等がある場合は、それらを遵守してく

ださい。

指定期間中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様としま

す。

6 従業員の配置等について

①職員の配置

ロープウ.エイの管理における業務遂行にあたり、適格で健康な職員等を、必要な人数配

置しでください。

その他台風等により施設などに被災等の影響が予想され、臨時的に対応が必要な場合に

ついても必要な人員を配置してください。

(2)統括責任者を1名配置してください6

(3)鉄道事業法に基づく安全統括管理者を.1名配置してください。

④鉄道事業法に基づく索道技術管理者、索道技術管理員を配置してください。

(5)業務ごとに必要な知識及び経験を有する者を配置し、指揮命令が統一できるように

してください。また、専門的な資格、技術等を要する業務については、必ず当該資格者

等を配置してください。

(6).従業員の勤務形態は、労働基準法を遵守し、'ロープウエイの運営に支障がないよう

に定めてください。

(フ)従業員は伶明艮を着用し、利用者にいささかも不快感を与えることのない様、常に身

だしなみに気を配るようにしてください。また、佑明艮は、.あらかじめ長崎市の承認を得

てください。

(8)従業員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施してください。

7 指定管理者が行う業務の範囲

(.D 施設の運営に関する業務

ア開・閉場に関する業務

(ア)開場時刻までに各建物及び設備に異常のないことを確認の上、開場時刻に出入

口の悶扉を開けてください。

(イ)建物内に入場者のいないことを確認の上、閉場時刻に出入口を閉めてください。

イ施設の受付、.案内に関する業務
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(ア)ロープウェイの概要等の基本情報を把握し、来館者又は電話等の問い合わせに

対応してください。

(イ)各料金区分ごとに乗車券を作成し、料金の収受の際に交付してください。

(ウ)来館者又は電話等による苦情については、誠意を持って適切かつ'迅速に対応し

記録してください。

ウロープウェイの運営に関する業務

(ア)鉄道事業法等の関係法令を遵守し、適正な管理・'運営を行ってください。

(イ)運行については、安全統括管理者の指示のもと、長崎市索道施設安全管理規程、

複線交走式普通索道運鰯W則及び整備細則に基づき実施してください。

(ウ)異常事態に迅速に対応ずるため緊密な連絡体制を整備してください。

(エ)利用者の安全性を確保するため、施設内及び利用者駐車場等における適正な誘

導や警備員等の配置、安全確認などを行い、事故防止に努めてください。価主車場関

係業務:'業務仕様書5、 6)

工観光案内に関する業務

(ア),長崎観光の基本情報を把握し、来館者又は電話等の問い合わせに対応してくだ

さい。

オ広告・宣伝・誘客等に関する業務

(ア)ロープウェイ利用者数の推移や観光動向などを分析し、広報宣伝や誘客などの

利用者増対策を、積極的かつ継続的に取り組んでください。

(イ)市や観光事業者、関係機関(長崎県観光連盟や長崎国際観光コンベンション協会

等)とも連携を図りながら、宣伝・誘客活動を行ってください。

(ウ)さまざまな媒体(テレビ・インターネット・紙媒体など)の特性を把握し、効果的

に活用した広告宣伝を行ってください。

(エ)ホームページを作成し、ロープウェイの概要等の紹介を行うとと.も.に、定期的

な更新作業を行い、最新の情報提供に努めてください。

(オ)リーフレヅトを4か国語(日本語、英語、中国語、韓国語)にて作成して駅舎に

設置すると・ともに、市内の宿泊施設などに配布するなど、ロープウェイへの誘導を

図る.ように協力体制の構築に努めてください。

(カ)旅行代理店等に対し、旅行企画商品への口ープウェイの採用、修学旅行などの

団体送客等を働きがけ、誘客に努めください。

(キ)主要な合同誘致活動などには積極的に参加し、県外からの誘客に努めてくださ

い。

力施設の利用料金の徴収に関する業務

(ア)施設利用に係る料金は利用料金とし、指定管理者の収入とします。

(イ)利用料金は、あらかじめ長崎市の承認を受けて定める基準に基づき、減免する

ことができます。

(ウ)釣り銭は必要に応じて準備U 利用者の便宜を図ってください。

キその他の施設運営に関する業務
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(ア)施設利用実績の統計事務

(イ)文書送達事務

(ウ)遺失物の届出に関する業務

(エ)旅行代理店等と送客契約に関する業務

(オ)索道事業に関連する団体等との連絡調整に関する業務

②施設及び設備の維持管理及ぴ修繕に関する業務

ア施設及び設備の保守点検に.関する業務

(ア)適正な運営のため、施設及び設備の保守点検を行ってください。(業務仕様書2、

フ、 8、 9)

(イ)ロープウェイの設備に関しては、安全統括管理者の指示のもと、必要な管理、

整備、点検等を行ってください。

(ウ)整備細則江基づく始業点検・1月検査・3月検査・,12月検査を行い、検査結果

等を報告してください。

イ施設及び設備の修繕に関する業務

(ア)来場者の安全の確保を図るため、.1件あたり50万円来満の修繕は速やかに行っ

てください。

ウ施設の清掃や樹木の剪定に関する業務

(ア)施設内及び利用者駐車場等のごみ拾いや清掃を行うなど、施設全体の美化に努

めてください。

(イ)施設周辺の雑草の定期的な除草や、運行上支障となる樹木の枝等を定期的に剪

定するなどし、景観の維持や口ープウェイの安全運航ができるよう努めてください。

(業務仕様書4)

工施設の警備に関する業務

(ア)開場時間,中は、定期的に巡回するなど、利用者の安全に配慮し、事故防止に努

めてください。

(イ)事故が発生した場合は被害者の救済、保護などの応急措置に講じるほか、ただ

ぢに長崎市及び関係機関に連絡を取り対処してください。

(ウ)・施設及び設備についても、異常がな.いか定期的に巡回をするなど確認を行って

ください。

(エ)施設を閉場している時閻帯は、機械警備により警備を行うてください。(業務

仕様書1)

オ施設から排出される産業廃棄物の処理に関する業務

(ア)口とプウェイの設備から排出される、廃油、廃プラスチックな"どの産業廃棄物

は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令を遵守のうぇ、適正に処

分を行っ.てください。(業務仕様書3)

力備品類の管理・調達に関する業務

(ア)「,11備品の取扱い」に記しています。
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キその他の維持管理に関する業務

(ア)維持管理に係る経費の支出に関するとと。

(イ・)維持管理に係る備品及び印刷物、消耗工具の調達・管理に関すること。

(ウ)台風等災害対策に関するごと。

(エ)保守点検、工事等による立ち会いに関すること。

(3)設置の目的のために必要な業務

ア'長崎市事業への協力

(ア)長崎市が行う行事等を実施する際は、事業が円滑に実施できるように協力をし

ていただきます。

④その他の業務

ア事業計画書及び収支予算書の作成

イ事業報告書の作成

ウ施設の環境マネジメントシ・ステムの運用における必要な記録(法定点検、施設点検

等)の報告

工職員研修

オ利用者等からの苦情への対応

8 業務報告

①指定管理者は、管理運営業務の利用状況・実施状況等を記載した業務日報を作成し、

長崎市が指定する期聞保管し、求めがあったときは提出してください。

②毎月、業務日誌に基づいて業務報告書を作成し、翌月5日までに長崎市に報告して

ください。

(3)・緊急事項にっいては、ただちに長崎市に連絡すると'ともに適切な処置をとり、事故

報告書.を提出してください。

9 経費等

①修繕料の支出

修繕料は、利用料金収入の中から、協定内に定める金額内で支出してください。なお、

修繕料の支出の内訳を明らかにした精算書による実績報告を受け、精算tるものとします。

②事業報告

会計年度終了後、1か月以内に事業の報告を行ってください。なお、収支報告について

は、収支計算書を提出してください。

(3)経理規定

指定管理者は、'経理規定を策定し、経理事務を行っ.てください。

(4)立入検査について

長崎市は、必要に応じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うこととし

ま,、。
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10 保険

①損害賠.償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失し

たときはそれによって生じた損害を市・に賠償しなければなりません。

(2)第三者への賠償

指定管理者の責めに帰すべき事由により施設利用者等第三者に損害が生じた場合、指

定管理者はその損害を賠償しなければなりま・せん。_ただし、その損害が市の責めに帰す

べき事由又は双方の責めに帰すべき事由による場合はこの限りではありません。

③保険の付保

長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しています'同保険の賠償責任

保険の内容は次のアのとおり'です。ただし、保険の対象は「賠償責任保険(身体賠償,

財物賠償等)」のみであ,り、「補償保険(見舞金等)」は対象になりません。また、指

定管理者が自らの責任と費用に羚いて実施ずる自主事業や、医療行為などの保険の対象

とならない業務に起因する事故等によるものについても対象になりません。指定管理者

は自らの.りスクに対応し、炊のイの保険及び必要に応じた保険に加入してください。

ア指定管理者が対象となる「全国市長会市民総合賠償補償保険」の内容

施設賠償責任保険契約類型

てん補

限度額

イ指定管理者が加入する保険(任意)

・ロープウェイ監視カメラ損害保険

・自動車損害保険

身体賠償

11 備品の取扱い

a)指定管理者は、長崎市の所有する備品等については、「長崎市会計規則」に定める備

品台帳等を備えてその保管に係る備品等を整理しイ購入及ぴ廃棄等については、長崎市

と協議するとともに異動について定期的に長崎市へ報告してください。

(2)指定管理者は、長崎市が貸与する備品等において、故・意又は過失により破損又は滅

失した場合は、自己の費用により購入又は調達してください。

(3)指定管理者は、(D及び(2)に定めるもののほか、任意で自己費用により備品等を購

入等することができます。との場合により購入等した備品等は、指定管理者の所有に帰

属しますが、指定期間後は、原則として指定管理者が自己の責任と費用で撤去してくだ

さい。ただし、長崎市と指定管理者の協議において両者が合意した場合は、指定管理者、

は、長崎市の所有に引き継ぐことができるものとします。

(4).備品等の詳細の取り扱いにっいては、別途協定書において定めることとします。

財物賠償

1名につき

1事故につき

1事故につき

D型

1億.円

10億円

2千万円
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12 業務実施上の注意事項

業務を実施するにあたづては、炊の各項目に留意して円滑に実施してください。

(D 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うとととし、特定の団体

等に有利に、あるいは不利になる運営をじないでください。

'(2),施設の管理運営に係る各種規程・要綱等がない場合は、長崎市の諸規程に準じて、あ

るいはその精神に基づき業務を実施してください。

③指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要綱等を作成する場合は、長崎市と

協議を行ってくださし・、。

④'消防法(昭和23年法律第186号)第8・条の規定に基づき、防火管理者を定めるものと

しま,、。

(5)市民の利便に資するため、運行時間、運休日の変更が必要であるど市長が認めたと

きは、指定管理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行ってください。

(6)その他、仕様書に記載のない事項については、長崎市と協議を行ってください。

(フ・)才旨定期間中、年度ごとの予算にういては、長崎市の財政の状況等により金額が変更

となる場合があります。

ノ

13 協議

この仕様書に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及び処理について疑義が生じ

た場合は、長崎市と協議し、決定します。
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NO.

2

3

機械警備委託

4

自家用電気工作物保安業務委託

5

産業廃棄物処理業務委託

除草及ぴ剪定等業務

7

淵神社駅専用駐車場交通誘導・警備業務委託

業務仕様書一覧

8

稲佐岳駅及び稲佐岳駅周辺誘導案内・警備業務

仕様書名

'消防設備等点検業務委託

9

稲佐岳駅エレベータ「保守点検等業務

無線局定期検査申請業務委託

月1 回

業務回数

月1 回

年間

3か年に1回程度

1日1回

1日1回

年1・回

3か月1回

5年ごとに1回

(次回は令和5年度)

、
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1 用語の定義

(1,・)「業務」とは、施設警備に当たるこ・とをいう。

(2)'「施設警備」とは、施設内における盗難等の事故の発生を警戒し、防止することをいう。

(3)"「警備員」とは、警備業務に従事するものをいう。

(4)「機械警備」とは、施設に設置し,た警備業務用機械装置が感知した信号を基地局へ送信し、

その受信により警備員が当該施設へ急行し、警備業務に当たることをいう。

「基地局」とは、機械警備に係る受信装置の設置された施設をいう。( 5 )

2.業務仕様

(1)本仕様書に記載さ.れていない事項は、「長崎市施設維持管理業務共通仕様書」(以下「共通

仕様書」という。)による。

(2)・業務報告書の作成に当たっては、原則として国土交通省大臣官房官庁営・繕部計画課保全

指導室監修の「建築保全業務報告書作成の手引き(最新版)」による。

長崎口ープウェイ機械警備業務仕様書

3 対象業務

本仕様書の対象業務は、機械警備業務とする。

4 関係法令の遵守

本業務の実施にあたっては、警備業法、公安委員会規則及ぴその他諸法令を遵守し、本仕様書に

従い忠実に履行しなけれぱならない。

5 履行場所・稲佐岳駅及ぴ淵神社駅偶味氏図面参照)

6 業務条件【共通仕様書第3第3項】

履行場所の施設について、次の業務を行うものとする。
、

(1)機械警備業務

ア警備用機械装置配置

警備用機械装置は、火災、盗難、不法侵入の予防となるように配置すること。

イ警備用機械装置の機能

警備用機械装置は、次の機能を有する未使用新品のものとする。

・建物外周部のドア、ガラス等の破損及び開閉を感知する機能

・施設内への侵入者を感知し、表示する機能

,火災発生を感知する機能

・機械装置及びセンサーの破壊、配線の切断等の異常を監視する機能

・施設内各種設備警報盤と結線し異常を種類別に監視する機能
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・警,備の開始、解除の操作を行う機能

・基地局に異常等の信号を送信する機能

・」般公衆回線の断線を監視する機能

・一般公衆回線が使用中の場合、強制断線して警報信号を送信する機能

ウ警備基準時間

警備用機器装置のセット時から解除時までとする。

ノ

6 業務の実施要領

(1)機械警備業務

(2)警備用機器の設置

・警備対象施設の遠隔監視

・緊急時の現場確認

・施設管理担当者への連絡

・基地局への連絡

・警察署、消防署等への連絡

7 受注者の負担の範囲【共通仕様書第1第3項】

(1)業務の実施に必要な機器及ぴこれに付帯する設備一式は、・指定管理者が設置するものと

し、所有は指定管理者のものとする。また指定管理者は、履行期間終了後、'設置している機

器等を撤去し、原形に復旧すること。機器等の設置、撤去にあたっては、施設に影響を及ぼ

さ.ないようにすること。

(2)工事費及ぴ諸手続費は、指定管理者の負担とする。

(3)指定管理者は、警備用機器装置を常に良好な状態に維持」毎日正常に作動しているか点

検確認することとしイ万一故障になった場合は、遅滞なく市へ報告するとともに、指定管理

者の負担において修理するものとする。

(4)緊急出動料金及ぴ保守点検費用(センサー電池交換含む)は、指定管理料に含むものとす

る。

(5)指定管理者が警備装置のセット及ぴりセットを行う力ード等は、・指定管理者の.負担とす

る。

(6)指定管理者は、指定管理期間内若しくは同期間満了後に業務を引き継ぐ必要が生じた場

合は、本業務が円滑に行えるよう市が指定するものに対し業務の引き継.ぎを行うものとし、

その費用は指定管理者の負担七する。

8 業務関係図書

次の害類を作成し、定められた期日までに施設管理担当者へ提出する。

警備業務用機械装置の配置図面(作業着手前まで)
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9 業務の報告【共通仕様書第4第8項】

報告書等による報告期限(ただし、緊急性のあるものは適宜報告する。)

10 業務責任者【共通仕様書第3第2項】

業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、次の事項にっ.いて書面をもって通知する。

なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

※経歴書※生年月日※氏名

※'.業務に関する資格者証(写)※.受注者との雇用関係を証明する書類

11 緊急時等の措置

異常事態が発生した場合は、緊急要員をその情報を受信した時から25分以内に急行させ、

速やかに臨機の措置を講じ事態拡大防止に努めること。

12 施設の鍵について

施設の鍵につぃては、指定管理者へ預託するが、次の・とお・り取扱うものとする。

・厳重に保管する。

・複製しない。

・業務完了後に返却する。

・鍵の使用及ぴ貸出は、施設管理担当者の指定方法により管理する。

18 損害賠償

指定管理者は、業務履行中に指定管理者の責めに帰すべき理由により市の所有する施設、設

備及び第三者に損害を与えた場合は、そのすべてについて賠償責任を負うものとする。
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長崎自ープウェイ自家用電気工作物保安業務仕様書

電気工作物の概要

事業場の名称

事業場の所在地

2 業務内容

長崎口ープウェイに設置している自家用電気工作物の工事、維持及び運用が適正に行われるよ

うに当該電気工作物の保安管理業務を行う。

(1)月次点検:主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験

(2)年次点検.主,として施設の運転を停止して行う精密な点検、測定及ぴ試験

(3)臨時点検:異常が発生した場合及び発生ずる恐れがある場合など、必要に応じて行う応急措

置、事故原因の探求、再発防止の助言、点検、測定及び試験

(4)法令に基づく立入検査の立会

(5)電気工作物の設置又は変更工事の工事期閻のうち、、1か月以内を限度とした法令に基づく

立入検査の立会

3 受注者の要件

電気事業法施行規則第52条の2の各号に規定する要件を満たすものであること。

受電設備容量

受電電力

受電電圧

長崎口ープウェイ

長崎市稲佐町3 64-1

425kvA

258 kw

6.60OV

仕様書2

'
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業務対象場所

2 業務内容

長崎口ープウェイの施設から排出される産業廃棄物を、廃棄物の処理及ぴ清掃に関する法律そ

の他関係法令を遵守のうえ、収集、運搬及び処分を行う。

長崎口ープウェイ産,業廃棄物処理業務仕様書

長崎口ープウェイ稲佐岳駅及ぴ淵神社駅

3 廃棄物の種類

(1)グリス・廃灯油

(2)廃塩酸

(3)廃プラスチック.類

(4)廃蛍光灯

(5)その他

4 廃棄物の積替保管

'収集・運搬の過程において、産業廃棄物の積替えは行わない二ととする。

5 適正処理に必要な情報の管理

(1)産業廃棄物の適正な処理のために必要な次の情報を、「廃棄物データシート」(環境省の「廃棄

物情報の提供に関するガイドライン」(平成18年3月)を参照)の項目を参考に書面にて管理

することとする。

ア産業廃棄物の発生工程

イ産業廃棄物の正常及ぴ荷姿

ウ腐敗、揮発等性状の変化に関する事項

工混合等により生ずる支障

オ日本工業規格 C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マ

ーク表示に関する事項

力石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その事項

キその他取扱いの注意事項

(2)指定管理期間中に、適正な処理及ぴ事故防止並ぴに処理費用等の観点から、処理する産業廃

棄物の性状等の変更があった場合ば、その状況にっいて書面にて記録することとする。

なお●生状等の変動幅は、製造工程又は産業廃棄物の発生工程の変化による性状の変更や腐敗

等の変化、混入物の発生等の場合とする。

(3)'産業廃棄物の性状を記した書面を保管する容器等に表示することとする。

仕様書3
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(4>産業廃棄物のマニフェストの記載事項を正確にもれなく記載することとする。
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業務範囲

長崎口ープウェイ除草及び剪定等業務仕様書

2 業務回数

長崎口ープウェイ淵神社駅舎周辺及び第1鉄塔付近

※位置は別紙淵神社駅周辺写真のとおり

概ね3か月に1回程度

3.業務内容

(1)除草及び必要に応じて樹木の枝払いを行うこと。

(2)低木間の除草は、手作業にて行うこと。

(3)刈り取った草等は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令を遵守のうぇ

処理すること。

仕様書4
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長崎口ープウェイ

業務場所

2 '業務目的

当該仕様に基づく業務は、駐車場とその周辺道路における混雑緩和を図り、通路の確保及ぴ交

通事故の防止を目的とする。

長崎口ープウェイ淵神社駅専用駐車場施設

位置は呂味氏淵神社駅周辺写真のとおり

淵神社駅専用駐車場交通誘導・警備業務

仕様書

3 業務内容・(交通誘導・警備内容)

①業務場所及び周辺における混雑の緩和

②'駐車場又は臨時駐車場への案内

(3)ロープウェイ利用者への案内・誘導等

④タクシーの客待ち及び無断駐車の防止

⑤駐車車両の利用時間等の記録

(6)無料循環バス及ぴ無料循環バス利用者への案内・誘導等

(フ)不定期観光バスの利用報告

4 服装及ぴ装備

服装及ぴ装備等に必要なものは、指定管理者の負担とする。なお、'服装は会社が判明できるよ

うな服又は腕章等を着用すること。

5 教育訓練の順守

指定管理者は、誘導・警備員に対し、当業"務に対する.教育訓練を行い、業務内容を遵守させるよ

う努めること・。

仕様害5

6 その他

①本業務は、警備業法第二条第二項の警備業務とする。

②本業務を行うにあたり、警備業法第四条の規定に基づき、都道府県公安委員会の警備業務の認

定を受けていること。

③本業務を行うにあたり、施設の運営上必要と認める業務で、指定管理の協定上合理的な範囲内

のものについて、'二の仕様書に記載されていない事項であっても、信義に従って誠実に実施する

ものとする6
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長崎口ープウエイ

業務場所

2 業務目的

当該仕様に基づく業務は、長崎口ープウェイ稲佐岳駅と稲佐岳駅周辺における誘導・案内業務

等を目的とする。

J

3 業務内容(交通誘導・・警備内容)

①業務場所及び周辺における混雑の緩和

(2)ロープウェイ利用者への案内,誘導等

③その他、・業務遂行上必要となる業務

4 服装及ぴ装備

服装及ぴ装備等に必要なものは、指定管理者の負担とする。なお、服装は会社が判明できるよ

うな服又は腕章等を着用すること。

5 教育訓練の順守

指定管理者は、誘導・警備員に対し、当業務に対する教育訓練を行い、業務内容を遵守させるよ

う努めること。

6 その他

①本業務は、警備業法第二条第二項の警備業務とする。

②本業務を行うにあたり、警備業法第四条の規定に基づき、.都道府県公安委員会の警備業務の認

定を受けていること。

③本業務を行うにあたり、施設の運営上必要と認める業務で、指定管理の協定上合理的な範囲内

のものにっいて、この仕様書に記載されていない事項であっても、信義に従って誠実に実施する

ものとする。

稲佐岳駅及び稲佐岳駅周辺誘.導案内・警備業務

仕様書

長崎口ープウェイ稲佐岳駅及び稲佐岳駅周辺.(長崎市稲佐町364-1)

位置は別紙図面稲佐岳駅のとおり
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1 業務内容

①消防法第17条の3の3に基づく消防設備の点検、報告を行うこ.と。

対象施設及び実施時期については次のとおりとする。

長崎口ープウェイ消防設備点検等業務仕様書

対象施設

淵神社駅舎

淵神社駅舎待合

稲佐岳駅舎

設備概要

消火器

消化器

誘導等

消火器

②その他

ア設備に応じた資格を有する者が点検を行うこと。

イ作業日程は事前に市に連絡し、調整を行った上で実施するこ.と。

ウ作業実施後は、所轄の消防署及び長崎市に報告書を提出すること。

2 その他

a)費用の負担

業務実施に必要な機材、薬剤、消耗品等については、消火器噴射点検後の消化剤の再充填費

用等を含め、すべて指定管理者の負担とする。

点検結果が不良であったために発生ずる設備の修理、交換等の業務は含まない。

ゴンドラ

屋内消火栓設備

個数

自動火災報知

設備

仕様害7

6本

2本

誘導灯

2台

非常電源設備

6本

消火器

2台

避難器具

点検種別/実施時期

32 台

機器点検8月・2月

5台

1式

2本

1式
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長崎口ープウェ.イ.稲佐岳駅エレベーター保守点検等業務仕様書

1 業務対象

a)長崎口ープウェイ稲佐岳駅設置のフジテックロー・プ式エレべ」ター(EH)

1台乗用積載質量1,oook三速度60m/min 総階床(停止階床)数2

(2)エレベータ「に付属する下記の装置

・地震時管制運転装置

・停電時自動着床装置

・火災時管制運転装置

,冠水時管制運転装置

・遮煙エレベータ乗場ドア

・防犯カメラ装置

・音声合成アナウンス

・監視盤

2 業務内容

如)保守点検内容

ア,.3か月に1回、特に訓練された技術員と監督技術員を派遣し、エレべ」タ'ーを安全かつ良好

な運転状態に保っため、別紙「点検内容」に基づきエレベーター各.部の点検清掃、注油及び適

正な調整を行うこと。なお、使用する潤滑油はメーカー所定の仕様に基づいて調合したものを

使用すること。

イ機器の磨耗、劣化等を予測し、エレベーターの機能の維持及び安全かつ良好な運転状態の

確保を図るため、別紙「消耗品一覧」及び「メンテナンス取替一覧」に基づき、部品の修理又

は取替を行い、予防保全に努めること。

ウ毎年1 回、担当技術監督者により検査を行い、設備全般の精密試験及び安全装置の機能試

験を実施すること。

工月次、'年次の点検、試験等の内容及び実施結果については、完了後、当月の月報に記載する

こと。

オ法令の改正、官公庁の命令もしくは指導による検査、装置・機器・部品の改造、新規取付等

は指定管理者の負担とする。

(2)故障対応

ア不慮の事故、故障等に備えて、直ちに技術員を派遣し、また、円滑かつ迅速に部品を供給す

る体制を常に整えておくこと。なお、エレベーターを休止せざるを得ない場合においては、そ

の休止時間の短縮に努めること。

仕様書8
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イ次の監視項目の異常信号を受信Lた場合、事故・故障等を発見又は通報等により認知した

場合には、迅速かつ的確な対策を講じ、復旧に向けて専門技術者を派遣し、必要な対応を行う

ものとする。

(ア)電源系統異常

(イ)安全装置異常

(ウ)閉じ込め

(エ)起動不能
、

(オ)扉開閉不良

ウ事故・故障等の内容及ぴ対応結果については、完了後、速やかに書面により報告すること。

また、.対応・中である事案についても、発注者の求めに応じて途中経過等を報告すること。
;

工閉じ込め事故のため、エレベーターカゴ内の乗客と指定管理者の事故対策部局の専門員と

直接の通話が可能な体制を整えること。状況によっては、指定管理者の事故対策部局の専門員

からエレベーターカゴ内の乗客に向けて直接の通話を行うこと。

(3)監視装置

遠隔監視に必要な監視装置、通信に伴う電話回線は、指定管理者において所要の設置及ぴ撤

去を行い、設置した機材等は指定管理者が所有するものとする。

また、本業務遂行に伴い発生する残材及び撤去物については、指定管理者の負担において適、

切な処理を行うこと。

4 その他

(1)労働安全衛生法に基づく、総括安全衛生管理者の申請を条件とする。

(2)労働安全衛生規則第 36 条に基づく、特別教育の終了認定を受けた者を作業に従事させ,るこ

と。

(3)利用者、歩行者及ぴ作業員等に危険が及ぱないよう作業に際しては細心の注意を払うこと。

(4)いかなる場合においても、迅速な部品の供給体制を整え、速やかな対応を行うこと。
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長崎口ープウェイ無線局定期検査申請業務委託仕様書

この仕様書は、無線局の定期検査に係る申請業務(以下「申請業務」という。)について必要な

事項を定める。

1 履行時期

本業務の履行時期は、令和5年度中に実施するものとする。

2 履行場所

申請業務の履行場所は、長崎口ープウェイ稲佐岳駅とする。

対象機器

申請業務の対象となる無線局は、次に掲げるとおりとする。

ロープウェイいなさ(九基第239818)長崎市稲佐町364-1

3

4 必要業務

受託者が行う申請業務は、電波法(昭和25年法律第丁31号)その他関係法令に則り、前項

の無線局の定期検査に必要な手続の一切を行うものとする。

5 不合格時の対応

指定管理者は、申請業務に係る害類等に記載漏れや誤りが生じ定期検査に合格できなかった

ときは、責任をもって対処するものとする。

6 本業務の施行に際しては、通常放送業務に支障をきたさないように配慮するとともに、本業務

施行に伴い障害が発生した場合には、指定管理者が責任をもって対処するものとする。

仕様書9
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